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第１章 序論 

第１節 策定の背景と目的 

 

現在、姫路市内で発生する可燃系一般廃棄物は、エコパークあぼし（姫路市網干区網干浜）

及び市川美化センター（姫路市東郷町）の２施設で処理を行っています。 

市川美化センターは、平成４年の運転開始から、すでに 30 年が経過しており、老朽化が進ん

でいます。平成 30 年度から４年間で長寿命化工事を行ったことによって、今後、概ね 10 年間

の稼働が可能と考えています。 

しかしながら、施設の老朽化や大規模改修等を繰り返すことで生ずるコスト増への対応、そ

して高い環境保全性と安全性を備えることによる循環型社会の形成などにも対応するため、新

たな施設の建設を検討しなければならない時期となっています。 

本構想は、令和 14 年度の稼働を目標とする新美化センターについて、整備に係る基本方針、

処理システム、建設候補地の選定方法、施設規模及び整備スケジュールなど、新たな施設の基

本的な整備方針を策定することを目的とします。 
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第２節 構想の位置づけ 

 

姫路市（以下「本市」という。）における一般廃棄物の処理に係る上位計画としては、今年

度に見直しを行う「姫路市一般廃棄物処理基本計画」があります。このたび策定する基本構想

については、姫路市一般廃棄物処理基本計画を上位計画として位置づけるとともに、本市にお

ける他の個別計画等との整合を図るものとします。 

また、姫路市一般廃棄物処理基本計画は国の法律・計画や兵庫県廃棄物処理計画、姫路市総

合計画及び姫路市環境基本計画を上位計画とすることから、基本構想においてもこれら計画を

考慮したものとします。上位計画と本構想の関係図を図 1-1 に示します。 

 

 

図1-1 計画の位置づけ 

  

国の法律・計画 兵庫県廃棄物処理計画 

姫路市総合計画 姫路市環境基本計画 

一般廃棄物処理基本計画 

他の個別計画等 

調 整 

上位計画等 

新美化センター整備基本構想 整 合 

考 慮 
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第３節 新美化センターに関する市民アンケート 

 

一般廃棄物の処理施設（市川美化センター、エコパークあぼし）に対する市民のイメージや

期待する機能などを調査し、今後、新たに整備が必要となる新美化センターの整備計画を検討

するためのアンケートを行いました。 

また、「姫路市一般廃棄物処理基本計画」の見直しにあたり、市民のごみの減量化・資源化

への取り組み状況、分別収集に対する意見等を踏まえて、施策の立案・改廃を進めるためのア

ンケートも同時に行いました。 

 

１．アンケート概要 

（１）調査対象 

市内に住む 15 歳以上から男女比や地域人口比を考慮して 3,000 人を抽出 

（２）調査方法 

インターネットまたは郵送送付回収式 

（３）調査日 

調査票送付日：令和４年７月 14 日 

調査票回収日：令和４年８月５日 

（４）調査数 

有効発送数     3,000 通 

有効回答数     ●●●通 

有効回答率       ●％ 

（５）調査内容 

家庭系ごみアンケート 

新美化センター（ごみ処理施設）アンケート 

 

２．アンケート回答結果 

新美化センター（ごみ処理施設）アンケートに係る回答結果を以下に示します。 

 

問１ 姫路市の一般廃棄物の処理施設（美化センター）として「市川美化センター」と「エ

コパークあぼし」がありますが、これら美化センターに対し、どのようなイメージ

を持っていますか。（３つまで選択可能） 

問２ 現在の「市川美化センター」又は「エコパークあぼし」の施設について、気になっ

ていることや改善してほしいことはありますか。（当てはまるもの全て選択してく

ださい） 

問３ 新美化センターの建設場所としてどのようなことが重要だと思いますか。（３つま

で選択可能） 
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問４ 新美化センターでは、安全で安定した稼働ができることは当然達成すべきことと考

えています。あなたはそれ以外に何を重視・期待しますか。あなたの考えに合うも

のを選択してください。（３つまで選択可能） 

問５ 新美化センターに付帯施設を整備する場合、どのような施設があれば良いと思いま

すか。なお、具体的な希望施設の提案がある場合は、（ ）内に記載してください。

（２つまで選択可能） 

問６ 新美化センターを中心とした地域づくりを進める場合、施設の周辺に何が必要だと

思いますか。（２つまで選択可能） 

問７ あなたの住んでいる地域（校区など）に新美化センターを建設することとなった場

合、どのように考えますか。（１つだけ選択してください） 

問８ おわりに、新しいごみ処理施設の整備、姫路市のごみ分別・収集や、ごみの減量へ

の取り組みへのご意見やご提案をお聞かせください。（自由記述） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

集 計 中 
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第２章 ごみ処理の現状と課題の整理 

第１節 処理体系の現状整理 

１．人口 

本市の人口及び世帯数を表 2-1 及び図 2-1 に示します。 

人口が緩やかな減少傾向にあるのに対して、世帯数は増加傾向にあることから、少子化、

核家族化、非婚化が進んでいると想定されます。 

 

表2-1 人口及び世帯数 

 

 

 

図2-1 人口及び世帯数の推移 

 

  

単位：人

H29 H30 R1 R2

人口 538,488 537,101 535,982 534,127
世帯数 235,350 237,546 239,990 242,346
1世帯あたり人口 2.29 2.26 2.23 2.20

73,476 72,301 71,147 70,107
13.6% 13.5% 13.3% 13.1%

325,377 323,693 322,557 320,830
60.4% 60.3% 60.2% 60.1%

139,635 141,107 142,278 143,190
25.9% 26.3% 26.5% 26.8%

項目＼年度

総務省：住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数

年少人口（0～14歳）

生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上）

※各年度1月1日の実績

538,488 537,101 535,982 534,127

2.29 2.26 2.23 2.20

0.00
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H29 H30 R1 R2

（人/世帯）（人）



 

6 

２．処理の現状 

（１）分別区分 

本市の現在の家庭系ごみの分別区分を表 2-2 及び図 2-2 に示します。 

 

表2-2 家庭系ごみの分別区分（令和４年度） 

区 分 旧姫路市域 家島町域 
夢前町域・香寺町域 

・安富町域 

可燃ごみ ・可燃ごみ ・可燃ごみ ・可燃ごみ 

資源物 

・プラスチック製容器包装 

・ミックスペーパー 

・空カン類 

・空ビン類 

（無色･茶色･その他の色） 

・ペットボトル 

・紙パック 

・蛍光管 

・乾電池 

・プラスチック製容器包装 

・ミックスペーパー 

・空カン類 

・空ビン類 

（無色･茶色･その他の色） 

・ペットボトル 

・紙パック 

・蛍光管 

・乾電池 

・プラスチック製容器包装 

・ミックスペーパー 

・空カン類 

・空ビン類 

（無色･茶色･その他の色） 

・ペットボトル 

・紙パック 

・蛍光管 

・乾電池等 

・古紙類（新聞紙・雑誌類・

ダンボール） 

・古紙類（新聞紙・雑誌類・

ダンボール） 

・古紙類（新聞紙・雑誌類・

ダンボール） 

粗大ごみ 

・木製品類 

・プラスチック複合製品類 

・金属複合製品類 

・陶磁器・ガラス類 

・ふとん・ジュータン類 

・大型ごみ等 ・大型ごみ 

・不燃ごみ 

・ふとん・ジュータン類 

 

 

図2-2 クリーンカレンダー 
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（２）収集・運搬 

1）家庭系ごみ 

本市の現在の家庭系ごみの収集・運搬体制を表 2-3 に示します。 

本市で発生する家庭系ごみの収集・運搬は直営または委託業者により実施しています。 

また、「可燃ごみ」及び「プラスチック製容器包装」は指定袋制を導入しています。 

 

表2-3 家庭系ごみの収集・運搬体制（令和４年度） 

 

 

2）多量ごみ、事業系ごみ 

多量ごみ及び事業系ごみは、本市または一部事務組合の中間処理施設で処理する場合、

事業者等の排出者が許可業者に収集・運搬を委託するか、自ら中間処理施設へ直接持ち

込むことが原則であり、家庭系ごみのごみステーションには排出できません。 

なお、各施設への搬入には手数料がかかります。 

旧姫路市域 家島町域
夢前町域・
香寺町域・
安富町域

収集
頻度

排出方法

可燃ごみ 直営・委託 直営・委託 週2回※1 市指定
ごみ袋

プラスチック製容器包装 週1回
市指定
ごみ袋

ミックスペーパー 月2回
市推奨ごみ袋
または紙袋

空カン類 月2回 回収容器

空ビン類 月2回 回収容器

ペットボトル 月2回 回収容器

紙パック 月2回 回収容器

乾電池 月2回 回収容器

古紙類 委託 月2回 紐で結ぶ

木製品類 月2回 －

プラスチック複合製品類 月2回 －

金属複合製品類 月2回 －

陶磁器・ガラス類 月2回 丈夫な袋

ふとん・ジュータン類 直営 月2回 紐で結ぶ

大型ごみ等 委託 月2回 －

大型ごみ 月2回 －

不燃ごみ 月2回
中身の見え
やすい袋

項　目

資
源
物

粗
大
ご
み

※1 家島町西島地区は週1回

委託

委託 直営

直営
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（３）処理フロー 

本市の処理フローを図 2-3 に示します。 

本市または一部事務組合の中間処理施設に搬入されるごみは、ごみの分別区分に応じ

て適正に処理し、主灰・飛灰及び残渣は最終処分を行い、スラグ及び資源物は資源化を

行っています。 

 

 

図2-3 処理フロー 

 

（４）ごみ排出量 

本市の過去 10 年間（平成 24～令和３年度）のごみ排出量実績を表 2-4、図 2-4 及び図

2-5 に示します。 

家庭系ごみは減少傾向であるのに対し、事業系ごみは増減を繰り返しながら増加の傾

向が見られ、令和２、３年度は減少していますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大の影響と考えられます。 

また、本構想では、全国的に一般的な取扱いに則して、災害ごみや事業者が民間業者

を通して資源化するごみ（事業系資源物）、まち美化土砂等を除くごみ量の合計を「ご

み排出量」とし、当該ごみ以外も含めた全てのごみ量を「ごみ総発生量」とします。 

場外搬出（資源化）
資源物

残渣

焼却及び溶融処理

本市処理施設

土岸最終処分場

石倉最終処分場

本市施設

最終処分

塩野最終処分場

くれさかクリーンセンター

場外搬出（資源化）

最終処分

大阪湾広域臨海
環境センター

神戸沖埋立処分場

スラグ

主灰
飛灰

資
源
物

くれさかクリーンセンター

本市処理施設

一部事務組合処理施設

粗
大
ご
み

木製品類

エコパークあぼし
家島リサイクルセンター

大型ごみ等

プラスチック複合製品類

金属複合製品類

ふとん・ジュータン類

市川美化センター
エコパークあぼし

選別残渣
（可燃性）

資源化処理

再生事業者
民間処理施設

災害ごみ等

ペットボトル

可燃ごみ

プラスチック製容器包装

ミックスペーパー

空カン類

空ビン類

ガラス・陶磁器類

大型ごみ

不燃ごみ

紙パック

乾電池

古紙類
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表2-4 ごみ排出量の実績 

 

 

 

図2-4 家庭系ごみ及び事業系ごみの排出量の推移 

 

 

図2-5 家庭系ごみ排出量の内訳 

  

単位：t/年

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

543,866 542,603 541,389 540,345 538,960 537,409 536,192 534,648 532,637 529,450

可燃ごみ 91,829 91,532 91,885 91,045 89,486 89,006 87,934 88,795 88,562 87,218

粗大ごみ 10,379 10,193 9,650 9,637 9,340 9,547 9,964 10,482 11,914 11,131

資源物 11,934 11,432 10,597 10,071 9,531 9,303 9,027 11,465 11,673 11,332

集団回収 6,504 5,651 5,053 4,491 3,764 3,361 3,137 0 0 0

小　計 120,646 118,808 117,184 115,244 112,121 111,217 110,061 110,742 112,148 109,681

可燃ごみ 60,601 61,775 59,545 60,495 61,348 61,815 62,087 62,669 54,904 55,690

大型ごみ 3,465 4,443 3,113 2,745 2,695 3,082 3,200 3,415 3,665 3,061

不燃ごみ 97 91 87 107 91 52 35 19 37 32

剪定枝類 2,670 2,713 3,872 4,148 4,169 4,588 5,586 6,365 5,680 4,922

資源ごみ 17 17 17 13 12 12 12 12 12 12

小　計 66,850 69,040 66,634 67,508 68,315 69,549 70,919 72,480 64,299 63,717

187 ,496 187 ,848 183 ,818 182 ,752 180 ,436 180 ,766 180 ,980 183 ,222 176 ,447 173 ,398

568 265 141 227 234 83 101 247 564 283

13,931 12,087 12,561 10,541 11,093 9,993 10,149 8,013 7,339 5,917

5,678 4,944 8,932 4,050 4,280 3,541 3,440 2,908 1,814 2,994

207 ,673 205 ,144 205 ,452 197 ,570 196 ,043 194 ,383 194 ,671 194 ,390 186 ,164 182 ,592

項目＼年度

家庭系ごみ

人口（人）

ごみ総発生量

まち美化土砂等

事業系資源物

災害ごみ等

ごみ排出量

事業系ごみ

120,646 118,808 117,184 115,244 112,121 111,217 110,061 110,742 112,148 109,681

66,850 69,040 66,634 67,508 68,315 69,549 70,919 72,480
64,299 63,717
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91,829 91,532 91,885 91,045 89,486 89,006 87,934 88,795 88,562 87,218

10,379 10,193 9,650 9,637 9,340 9,547 9,964 10,482 11,914 11,131

11,934 11,432 10,597 10,071 9,531 9,303 9,027 11,465 11,673 11,332

6,504 5,651 5,053 4,491 3,764 3,361 3,137 0 0 0
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第２節 施設の現状整理 

１．施設位置 

本市の廃棄物処理施設の位置を図 2-6 に示します。 

 

 

図2-6 廃棄物処理施設位置図 
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２．ごみ処理施設概要 

（１）姫路市 

本市は、平成 18 年３月に飾磨郡家島町・夢前町、神崎郡香寺町、宍粟郡安富町との合

併を行っており、合併前の旧姫路市域と旧家島町域のごみは本市が主体となり処理を行

っています。旧夢前町域、旧香寺町域及び旧安富町域のごみは本市及び福崎町を構成市

町とするくれさか環境事務組合が主体となり処理を行っています。 

本市のごみ処理施設の概要を表 2-5 に示します。 

 

表2-5 ごみ処理施設概要（姫路市）（1/2） 

 

 

表 2-5 ごみ処理施設概要（姫路市）（2/2） 

 

  

市川美化センター

ごみ焼却施設 ごみ焼却施設 再資源化施設

所在地 姫路市東郷町1451番地3

建設年月日 昭和63年11月～平成4年3月

処理方式
全連続燃焼式焼却炉
（ストーカ式）

直接溶融・資源化システム
（シャフト炉式ガス化溶融
炉）

破砕、選別、圧縮、梱包

処理能力
330ｔ/24ｈ
（165ｔ/24ｈ×2基）

402ｔ/24ｈ
（134ｔ/24ｈ×3基）

100ｔ/日

処理対象物 可燃ごみ 可燃ごみ

粗大ごみ、不燃ごみ、プラ
スチック製容器包装、ペッ
トボトル、紙パック、空き
びん

保管対象物 － －
剪定木くず、乾電池、蛍光
管

姫路市網干区網干浜4番地1

平成18年12月～平成22年3月

名称
エコパークあぼし

ごみ処理施設 家島リサイクルセンター 家島ストックヤード

所在地 姫路市家島町宮2144番地18 姫路市家島町宮2144番地17 姫路市家島町宮1968番地

建設年月日 平成元年6月～平成3年11月 平成11年2月～平成11年8月 平成12年7月～平成12年12月

処理方式 － 破砕、圧縮、梱包 圧縮、梱包

処理能力 －
ペットボトル：0.4ｔ/時間
破砕：2.7ｔ/時間

－

処理対象物 可燃ごみ ペットボトル、粗大ごみ －

保管対象物 － － －

その他

平成24年10月より焼却を停
止している。
貨物船「第六いえしま」で
海上輸送し、エコパークあ
ぼしで焼却処理している。

－ －

名称
家島美化センター
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（２）くれさか環境事務組合 

くれさか環境事務組合のごみ処理施設の概要を表 2-6 に示します。 

 

表2-6 ごみ処理施設概要（くれさか環境事務組合） 

 

 

３．処理量実績 

（１）全体処理量 

本市の過去 10 年間（平成 24～令和 3 年度）における、ごみ処理量実績を表 2-7 及び

図 2-7 に示します。 

 

表2-7 ごみ処理量の実績 

 

 

図2-7 ごみ処理量の推移 

中継積替施設 粗大ごみ処理施設

所在地

建設年月日

処理方式 ごみ貯留排出方式 破砕、選別

処理能力 57.7ｔ/日 17ｔ/日

処理対象物 可燃ごみ 粗大ごみ、不燃ごみ

その他
令和4年3月末をもって焼却
施設を停止し、中継積替施
設へと変更。

－

平成5年6月～平成8年3月

くれさかクリーンセンター
名称

姫路市夢前町宮置803番地

単位：t/年

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

187,496 187,848 183,818 182,752 180,436 180,766 180,980 183,222 176,447 173,398

207,673 205,144 205,452 197,570 196,043 194,383 194,671 194,390 186,164 182,592

168,261 169,797 173,612 168,582 165,671 166,762 165,889 169,855 166,230 168,900

32,402 30,711 31,723 29,735 28,967 28,213 27,616 27,481 28,269 27,552

17.3% 16.3% 17.3% 16.3% 16.1% 15.6% 15.3% 15.0% 16.0% 15.9%

19,451 17,652 19,870 15,622 14,774 14,353 14,353 16,739 15,309 14,877

資源化率※

焼却等処理量

資源化量

項目＼年度

※ 最終処分量に覆土は含まない。

ごみ総発生量

ごみ排出量

※ 資源化率＝資源化量÷ごみ排出量×100

最終処分量

168,261 169,797 173,612 168,582 165,671 166,762 165,889 169,855 166,230 168,900

19,451 17,652 19,870 15,622 14,774 14,353 14,353 16,739 15,309 14,877

17.3% 16.3% 17.3% 16.3% 16.1% 15.6% 15.3% 15.0% 16.0% 15.9%
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20.0%

30.0%

40.0%

0
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100,000

150,000

200,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

（t/年）

焼却等処理量 最終処分量 資源化率
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（２）焼却等処理 

本市の過去５年間（平成 29～令和３年度）における、焼却等処理量実績を表 2-7 及び

図 2-7 に示します。 

平成 30 年度から令和３年度は市川美化センターの長寿命化工事を行っていたため、

市川美化センターを補填するためにエコパークあぼしの処理量が多くなっています。ま

た、令和４年度からはくれさかクリーンセンターを停止したため、その分を市川美化セ

ンターで処理しています。 

 

表2-8 焼却等処理量の実績 

 

  

単位：t/年

H29 H30 R1 R2 R3

市川※１ 60,985 59,707 55,560 50,961 55,140

エコパ※２ 84,276 84,142 92,087 91,758 93,253

くれさか※３ 8,179 8,516 9,521 10,972 8,673

にしはりま※４ 885 892 924

プラスチック複合製品類 溶融 2,224 2,445 2,582 2,893 2,728

溶融 7,173 7,701 7,822 8,156 8,030

焼却 1,375 1,051 1,228 1,490 1,067

溶融 1,664 1,436 131 0 9

166,762 165,889 169,855 166,230 168,900

71,425 70,166 67,233 63,423 64,880

95,337 95,724 102,622 102,807 104,020

166,762 165,889 169,855 166,230 168,900

焼却 5,194 4,891 4,835 4,538 4,522

（内資源化） (245) (273) (285) (156) (158)

焼却 1,784 1,690 1,703 1,611 1,537

溶融 4,743 5,033 5,305 4,975 4,696

くれさか※３ 285 265 300 375 302

溶融 8,962 8,427 8,063 8,024 8,583

溶融 1,912 1,849 1,903 2,033 1,968

くれさか※３ 21 19 26 27 21

22,901 22,173 22,135 21,584 21,629

※１ 市川美化センター
※２ エコパークあぼし
※３ くれさかクリーンセンター
※４ にしはりまクリーンセンター

項目＼年度

焼却等
処理量

可燃ごみ

破砕・選別残渣

焼却灰

合　計

内訳

焼却

溶融

合　計

メタル

焼却鉄

合　計

飛灰

残渣

主灰

焼却不燃

スラグ
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第３節 施設整備に係る課題の整理 

１．稼働年数の長期化 

市川美化センターは、平成４年の運転開始から、すでに 30 年が経過しており、老朽化が進

んでいます。平成 30 年度から４年間で長寿命化工事を行ったことによって、今後、概ね 10

年間の稼働が可能と考えています。 

廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）（令和３年３月改訂 環

境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課）によると、過去 10 年間（2009 年～2018

年）に稼働を終了した全連続焼却施設の稼働終了時の供用年数は図 2-8 に示す通りであり、

供用年数は 25 年～35 年程度の施設が多く、平均供用年数は 30.5 年であることがわかりま

す。一方で、同手引きでは図 2-9 に示すように交付金を受けて延命化事業を行った施設を５

年ごとの稼働年数（稼働開始年度）で集計しており、稼働年数 21～25 年の施設を中心に延命

化事業が実施されているとしています。延命化事業終了後、10～15 年の稼働ができるとする

と現時点で供用年数は 31～40 年程度が可能と考えられます。 

これらを考慮すると、市川美化センターは、運転開始から長寿命化工事を経て 40 年間の稼

働を予定しており、想定される供用年数が到来することから新美化センターの整備が必要と

考えられます。 

 

図2-8 全連続焼却施設の稼働終了時の供用年数 
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図2-9 延命化事業を実施したごみ焼却施設数（稼働年数別） 

 

２．災害対策 

平成 30 年６月 19 日に閣議決定された廃棄物処理施設整備計画の基本理念の一つとして、

「気候変動や災害に対して強靭かつ安全な一般廃棄物処理システムの確保」があり、「災害

時等における処理体制の代替性及び多重性の確保の観点から、老朽化した廃棄物処理施設の

更新・改良を適切な時機に行い、地域単位で一般廃棄物処理システムの強靱性を確保する必

要がある。」とされています。また、同廃棄物処理施設整備計画では災害対策の強化として、

「地域の核となる廃棄物処理施設においては、地震や水害等によって稼働不能とならないよ

う、施設の耐震化、地盤改良、浸水対策等を推進し、廃棄物処理システムとしての強靱性を

確保します。これにより、地域の防災拠点として、特に焼却施設については、大規模災害時

にも稼動を確保することにより、自立分散型の電力供給や熱供給等の役割も期待できる。」

とされています。 

現在の市川美化センターは、令和３年に改正された姫路市洪水ハザードマップにおける浸

水水位 0.5ｍ～3.0ｍ未満の区域であり、家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸侵食）でもある場所

に立地しており、水害に対して脆弱です。また、市川美化センターは発電設備を有している

ものの、焼却炉稼働中の突発的な停電時の自立運転は片炉稼働中に限られるため、大規模災

害時の対応は難しいです。 

以上より、災害に強く、大規模災害時にも稼働できる新美化センターの整備が必要と考え

られます。 
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第３章 新美化センター整備基本方針 

 

新美化センター整備に係る基本方針は以下の通りとします。 

 

１．安心・安全で安定的に処理が可能な施設 

 

①事故やトラブル等を未然に防ぐ安全性の高い施設とします。 

②ごみ量やごみ質に柔軟に対応できる施設とします。 

③災害が発生した際にも安定してごみ処理ができる施設とします。 
 

 

２．循環型社会・脱炭素社会の形成に寄与する施設 

 

①焼却処理で発生する熱エネルギーを積極的に有効活用します。 

②省資源・省エネルギー化に努めます。 

③カーボンニュートラルに貢献する施設とします。 
 

 

３．周辺環境に配慮した施設 

 

①有害物質の排出抑制に努め、周辺環境に与える影響を低減します。 

②周辺の自然環境や景観と調和した施設とします。 
 

 

４．地域住民に親しまれ、地域に貢献する施設 

 

①まちづくりの核となる施設を目指します。 

②情報公開と市民参画により信頼される施設とします。 

③施設見学や環境学習等を通じて、環境学習の拠点となる施設とします。 
 

 

５．経済性に優れた施設 

 

①安全性と環境に配慮した最新の設備を備えつつ、建設費及び運営・維持管理費を低減

できる費用対効果に優れた施設とします。 

②長寿命化に配慮した施設とします。 
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第４章 処理システムの検討 

第１節 運搬・輸送システムの検討 

１．収集システム 

（１）ごみ収集車 

1）機械式収集車 

収集車の機能としては、収集作業が安全かつ迅速に行えるなど作業性が良いことや圧

縮等による減容化に優れ、積載効率が高いことなどが望まれます。現在、ごみ収集車の

主流を占める押込・圧縮機能を装備しているごみ収集専用車を総称して機械式収集車と

呼びます。 

 

 

出典：TRUCK123HP 

図4-1 回転板式収集車の仕組み 

 

2）ダンプ車 

機械式収集車が普及する昭和 40 年代中頃までは収集車の主流でした。ダンプ車は幅広

い用途に使用できるため使用している自治体も多いです。ごみ収集用ダンプ車の構造は、

土砂などを運搬するダンプ車と同じですが、積載効率を高くするため、あおりが深くされ

ています。ダンプ車の種類は、無蓋式、有蓋式のほか、リフターやクレーンが付属したア

タッチメント付の車両も存在します。 

 

3）特殊車 

機械式収集車とダンプ車が主流の収集車として使用されていますが、従来からの排出、

貯留方式を踏襲しての作業環境の改善、収集効率の向上や地域特性、道路条件などから特
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別に開発された収集車も採用されています。クレーン付圧縮装置付収集車や二室分別収集

車などがあります。 

 

（２）管路輸送システム 

管路（パイプライン）輸送システムは、国内で 1973 年に初めてホテルで導入され、そ

の後、約 20 年間に約 20 ヶ所のプラントが稼働しました。1970 年代から国庫補助のモデ

ル事業として導入され、大阪南港ポートタウンや芦屋浜シーサイドタウンなどで事業が

進められてきました。 

当時、管路輸送システムは、排出者がいつでもごみを出せる（利便性）、屋内外でご

み貯留が不要のため悪臭防止や美観が保たれる（衛生性）、収集作業の省力化やコンピ

ュータ制御による危険防止も図れる（安全性）などが大きな特徴とされていました。 

しかし、管路輸送システムは輸送管等の老朽化に伴う多額な修繕費や運用経費が車両

収集と比較し割高であることから、管路輸送対象区域でも管路輸送を導入しない事業者

は多いです。また、現在は減量化（Reduce）・再使用（Reuse）・再生利用（Recycle）

を行う３Ｒや、資源ごみの分別収集する考え方が浸透してきたため、管路輸送システム

は時代に適合しにくくなりました。平成 20 年に国がとりまとめた環境・循環型社会白書

のコラムにも、管路輸送システムは「（分別収集やリサイクルなどの現在の取り組みの）

反面教師」として紹介されています。 

これらの状況から、本市において管路輸送システムを導入することは現実的でないと

考えられます。 

 

（３）中継施設 

ごみ処理の広域化においては、施設への搬入車両台数の低減による交通緩和や環境保

全面の向上、収集運搬効率の向上を目的として、中継施設を整備することが考えられま

す。中継施設は、収集したごみを大型車に積替え、効率よく輸送するための施設であり、

収集車から輸送車への積替方式の違いによって使用する輸送車にも違いが生じます。積

替方式としては、コンパクタ・コンテナ方式、貯留排出機方式、梱包方式、ホッパ方式、

平面方式、ピット方式などがあります。 

 

２．収集技術 

（１）ごみ収集運搬車両の低公害化 

ごみの収集運搬、積み下ろし作業時等に発生する温室効果ガス削減のため、ごみ収集

運搬車両の低公害化が図られています。低公害型車両及びリサイクル型車両の事例を以

下に示します。 
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表4-1 低公害型及びリサイクル型収集運搬車両の例 

種類 内容 

天然ガス車 軽油、ガソリンに比較して温室効果ガスの発生が少ない天然ガスを燃料と

して利用します。 

ＢＤＦ車 廃食用油を回収し、ディーゼルエンジン用の燃料として精製し、軽油の一

部を精製した燃料に置き換えて利用します。 

ハイブリッド車 燃料駆動と電気駆動を組み合わせ、走行時やごみ積み下ろしの機械駆動時

等に燃料消費量を抑制した収集・運搬作業を行うことができます。走行時

にバッテリーに充電することによって、コンセント接続時の充電時間を短

縮あるいは不要とすることができます。 

ＥⅤ車 充電した電気で駆動します。充電型、電池交換型があり、電池交換型の場

合、交換は数分で終えることができます。 

燃料電池車 水素燃料を利用することによって、化石燃料の消費、温室効果ガスの発生

を抑制します。 

 

（２）ＧＰＳ、ＧＩＳシステム等の導入 

国では、収集運搬の効率化・省力化、低炭素等を図るためＩＯＴ・ＡＩ、センシング

技術の活用について調査・研究が行われており、一部の自治体では、ＧＰＳ、ＧＩＳシ

ステム等が導入されています。 

 

表4-2 ＧＰＳ、ＧＩＳシステム等の導入例 

種類 内容 効果 

ＧＰＳ（例 1） ・収集車両にＧＰＳ車載器を搭載 

・走行の軌跡や運転状況等を集約 

・収集車両の現在地や走行の軌跡、ド

ライブレコーダーの映像等を取得 

・データの蓄積、分析により収集運搬

の作業管理を徹底 

・作業の改善に生かし、経費の削減と

市民サービスを向上 

ＧＰＳ（例 2） ・地図システムを活用した位置情報の

共有、住所検索、収集状況把握、集積

所管理 

・収集遅れへの迅速な対応 

・収集車相互の協力を促進 

・市民サービスの向上 

ＩＣＴ ・ＳＮＳを活用した粗大ごみ収集受付 ・利便性が増し市民サービスが向上 

・電話受付件数減による業務効率の向

上 

ＧＩＳ ・ＧＰＳにてごみ収集車の位置情報を

把握 

・ＧＩＳでデジタル住宅地図上に動態

軌跡を表示 

・計量データと連動させた小学校区単

位のごみ収集量を分析・集計 

・ＧＩＳを利用してデジタル住宅地図

上に分析結果を表示 

・ごみ発生量と住居形態、地域特性、土

地利用等の関係性分析、発生量の予

測等に活用 
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３．他都市事例 

（１）神奈川県藤沢市 

神奈川県藤沢市は慶応義塾大学と連携し、ＩＯＴを活かした街づくりに取り組んでい

ます。その一環として、ごみ収集業務のＩＯＴ化を実施しています。 

1）ごみ収集車で街中のごみの量を撮影 

ごみ収集車にドライブレコーダーを設置し、街中のごみを撮影することでごみの量を

計算します。これにより、ごみの総量だけでなく収集地区ごとの量が把握できるように

なりました。結果、あらかじめ各地区のごみの量が推測できるため、余分な巡回ルート

や収集時間が削減可能となり、最終的に収集業務の効率化が考えられます。 

 

2）不法投棄の投稿アプリを活用 

ごみを収集する市職員が不法投棄を発見した際、タブレット端末から写真・コメント・

位置情報を投稿できるアプリを活用しました。従来は紙や FAX などの紙媒体でのやり取

りだったため、発見者から担当者への情報伝達が遅かったですが、アプリの活用で当日

対応が可能となりました。結果、市職員の１日当たりの作業量が２時間も削減されまし

た。また、不法投棄以外にも不適正排出（ごみの分別が間違っている）について、アプ

リ内で住民に注意喚起することもできるようになりました。アプリ内では画像付きで説

明できるため、住民も直感的に理解しやすいと考えられます。 

 

（２）神奈川県川崎市 

川崎市では、街中の産業処理ごみ回収ボックスにセンサーを取り付け、ボックス内の

堆積量が分かるようにしました（見える化）。これによって、各回収ボックスの溜まり

具合を確認し、回収の要否を判断した後、ごみ収集業者に最適な回収ルートが連絡され

るシステムを構築しました。結果、ごみ収集の課題である「移動効率の悪さ」「収集時

間の長さ」などが緩和されました。実際に、ごみ収集車の走行距離が 16％短縮しました。

また、業務効率化に成功したという事実から、将来的に「ドライバー不足」という課題

を解決することも期待されます。 

 

（３）東京都千代田区 

千代田区では、使用済み小型家電の回収ボックスに重量センサーを設置しました。結

果、リアルタイムで各回収ボックスの堆積量がクラウド上の管理画面で把握できるよう

になりました。更に重量が閾値に達したときにアラームが鳴る設定もあり、適正なタイ

ミングで回収作業を行うことが可能です。 
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（４）京都府・京都府舞鶴市 

京都府及び舞鶴市では、それぞれで産業廃棄物と一般廃棄物の分野でセンサーを用い

た効率収集の実証事業を行いました。システム構成としては、超音波で内容物の堆積量

を測定できるセンサーを回収ボックスに設置し、ごみの量を見える化しました。その情

報をもとに、ごみ収集車が効率良く回収できるルートを提示するシステムの導入を行い

ました。結果、京都府では、企業から出るプラごみの回収において、トラックの走行距

離が約 20％削減され、舞鶴市では、家庭系のプラごみの回収において約 40％削減されま

した。 

 

（５）ＥⅤパッカー及び電池交換ステーション普及協議会を設立 

日立造船株式会社、JFE エンジニアリング株式会社、日鉄エンジニアリング株式会社、

株式会社明電舎は、ＥⅤパッカー及び電池交換ステーションの普及を目的とした「ＥⅤ

パッカー及び電池交換ステーション普及協議会」を設立しました。また、極東開発工業

株式会社、いすゞ自動車株式会社も協賛企業として参画予定です。 

ＥⅤパッカー及び電池交換ステーションを活用したシステム（以下「本システム」と

いう。）は、廃棄物発電を活用したエネルギー循環型の地球環境にやさしいシステムで、

走行中・作業中に CO₂や NOx の排出がなく、ＥⅤパッカーの静音走行を実現します。本

システムでは、ごみ焼却施設で発電した電気を、敷地内の電池ステーションへ送電して

蓄電池を充電し、ＥⅤパッカーに搭載してごみ収集を行います。蓄電池は短時間で電池

交換を行えるため、効率的なごみ収集作業を行いながら、１日の走行距離を確保するこ

とが可能です。また、蓄電池は災害時には非常用電源として活用することもできます。

今後共同で本システムの市場への普及を行うことによって、CO₂排出量の削減及び再生

可能エネルギーの最大限の活用を目指しています。 

 

出典：JFE エンジニアリング株式会社 HP 

図4-2 システムの流れ 
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（６）多量の廃棄物回収袋をＲＦＩＤを用いて非接触一括で照合する技術の実証 

東京を中心に廃棄物の収集運搬事業を展開している白井グループ株式会社は、株式会

社ダイナックス都市環境研究所と共同でＩＣＴ技術を活用した資源管理を行いました。 

本技術は、ＲＦＩＤ（ＩＣタグ）を貼付したごみ袋を利用することで、事業所名・ご

み袋の種類、容量、数を非接触で一括してカウントするものです。廃棄物や有価物の情

報を排出段階からデジタル化することで、排出事業者の利便性、収集作業の効率向上が

図れ、廃棄物だけでなく有価物も含めて処理の見える化が可能となります。 

 

 

出典：白井グループ株式会社 HP 

図4-3 システムの全体像 
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第２節 処理方式の検討 

１．可燃ごみ処理方式の概要 

可燃ごみ処理方式については様々な種類が存在しますが、これらの処理方式について分類

すると、概ね表 4-3 に示すとおりとなります。 

このうち、近年一般的に採用されている可燃ごみの処理方式は、焼却方式、溶融方式(直接

溶融方式、熱分解ガス化溶融方式、焼却＋灰溶融方式)です。そのほかにも堆肥化、飼料化、

メタン発酵など資源化もしくはエネルギー効率を考慮して焼却処理との組み合わせ処理を行

っているものもあります。その概要を（１）以降に示します。 

 

表4-3  ごみ処理方式の分類 

施設区分 方式 

エネルギー回収型

廃棄物処理施設 

熱回収施設 

焼却方式 
ストーカ式 

流動床式 

直接溶融方式 シャフト式 

熱分解ガス化溶融方式 
流動床式 

キルン式 

ガス化改質方式 シャフト式 

焼却＋灰溶融方式 
ストーカ式 

流動床式 

ごみ燃料化施設 

ＲＤＦ化方式 

炭化処理方式 

亜臨界水処理方式 

高効率原燃料回収施設 メタンガス化方式 

有機性廃棄物リサイクル推進施設 
ごみ堆肥化方式 

ごみ飼料化方式 
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（１）焼却方式 

1）ストーカ式焼却炉 

ストーカ（火格子）上に投入したごみを乾燥、燃焼、後燃焼工程に順次移送し、燃焼

させる方式です。実績が極めて多く、技術的信頼性が確立しています。 

市川美化センターがこの方式です。 

 

 

図4-4 ストーカ式燃焼炉の例 
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2）流動床式焼却炉 

熱せられた流動砂層に一定量のごみを投入して、乾燥、燃焼、後燃焼をほぼ瞬間的に

行う方式です。過去にかなりの数が採用された方式ですが、近年の採用例は少ないです。

ただし、汚泥焼却においては多く採用されています。 

 

図4-5 流動床式焼却炉の例 

 

（２）溶融方式 

1）シャフト式ガス化溶融炉（直接溶融炉） 

ごみをシャフト炉によって、乾燥、燃焼、溶融までのワンプロセスでガス化溶融を行

う方式です。実績が多く、近年においても採用例が比較的多いです。 

エコパークあぼしがこの方式です。 

 

 

図4-6 シャフト式ガス化溶融炉の例 
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2）流動床式ガス化溶融炉 

ごみを流動床式の熱分解炉においてガス化させ、溶融炉（二次燃焼室含む）で溶融さ

せる方式です。近年における採用例は比較的少ないです。 

 

 

図4-7 流動床式ガス化溶融炉の例 

 

3）キルン式ガス化溶融炉 

ごみをロータリーキルン内でガス化させ、溶融炉（二次燃焼室含む）で溶融させる方

式です。当該技術を保有するメーカーの撤退もあり、近年新規の採用例はありません。 

 

 

図4-8 キルン式ガス化溶融炉の例 
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4）ガス化改質式ガス化溶融炉 

ごみを圧縮し、水分を少なくして加熱、ガス化し、酸素と熱分解炭素の反応により高

温で溶融処理する方式です。ガス冷却水を大量に要し、排ガス処理系統で回収する混合

塩や金属水酸化物の資源化も容易でないことから採用例が少ないです。 

 

 

図4-9 ガス化改質式ガス化溶融炉（シャフト炉式）の例 

 

5）焼却方式＋灰溶融炉 

焼却炉（ストーカ式または流動床式)に灰溶融炉を付帯したシステムです。灰溶融炉は

電気式と燃料式に大別されます。 

 

図4-10 灰溶融炉の例（左：電気式（プラズマ） 右：燃料式（回転式表面）） 
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（３）ＲＤＦ化方式 

可燃ごみを破砕、乾燥、選別、固形化することにより、燃料として回収する方式です。

また、製造フローは、「乾燥工程と成形工程の順序」及び「添加物の有無と添加の位置」

の相違から、概ね以下の３種類に分類されます。 

固形化された生成物は一定の発熱量を持ち、消防法で指定可燃物の取扱いを受けるこ

とから、万一の火災に備え、腐敗、発酵を防止する等、貯留、保管に注意する必要があ

ります。 

乾燥工程及び添加剤を使わない方式については、腐敗しにくいごみのみを処理対象と

する場合や、製造後すぐ利用する等のように、ごみ固形燃料を長期間保管する必要がな

い場合に用いられます。 

排ガス処理性能が高く、小規模でも発電可能な焼却技術の発展により、近年新規の採

用例はありません。 

 

 

図4-11 乾燥前に成形（固形化）工程がある方式 

 

 

図4-12 乾燥後に成形（固形化）工程がある方式 

 

 

図4-13 乾燥工程及び添加剤を使わない方式 

 

 

図4-14 回転乾燥機の構造の例  

添加材

冷却 保管ごみ受入 破砕・選別 選別 成形 乾燥

添加材

ごみ受入 破砕・選別 乾燥 選別 成形 冷却 保管

ごみ受入 破砕・選別 混合 成形 保管
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（４）炭化処理方式 

可燃ごみを炭化した後、炭化物として回収するとともに発生したガスを燃焼又は熱回

収する方式です。流動床式炭化炉は、直接加熱式であり、500～1,000℃の高温炭化が行

われ、ごみを受け入れるホッパ、給じん装置、炭化炉本体、予熱空気供給装置、炭化物

の排出装置から構成されます。 

生成された炭化物は、燃料、材料（土壌改良材、活性炭等）として利用することが可

能です。 

 

図4-15 流動床式炭化炉の例 

 

（５）亜臨界水処理方式 

高温・高圧領域（100℃・0.１MPa～374℃・22.1MPa）で高速加水分解反応により有機

物を効率的に分解することで、飼肥料などとして資源利用する方法です。 

可燃ごみ処理施設として適用する場合は、亜臨界水処理後残渣を外部で処理する、ま

たは焼却施設やメタンガス化施設等を併設する必要があります。 

 

 

図4-16 亜臨界水処理方式のフロー例 

 

放流

堆肥化・メタン発酵利用亜臨界水処理

排水処理

生成物生ごみ

排水

蒸気
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（６）メタンガス化方式 

厨芥類（生ごみ等）を選別し、メタン発酵させてバイオガスを回収する方式です。可

燃ごみ処理施設として適用する場合は、焼却施設を併設する必要がありますが、発酵残

渣や非バイオマス廃棄物を焼却処理するとともにバイオガスを燃料として利用すること

で、廃棄物発電他余熱利用の安定化と効率化を図ることができます。 

 

 

図4-17 メタンガス化方式のフロー例 

 

（７）ごみ堆肥化方式 

厨芥類や紙類を機械選別し、微生物による発酵過程を利用して堆肥を製造する方式で

す。堆肥化処理の過程で、生物分解を受けないプラスチック類やガラス等の非堆肥化物

が混入すると、堆肥中の異物混入率が高くなり、製品としての質が悪化します。また、

堆肥の利用は施肥期間に限られるので、それ以外の期間は貯蔵しておく必要があります。 

可燃ごみ処理施設として適用する場合は、焼却施設を併設する必要があります。 

 

 

図4-18 ごみ堆肥化方式のフロー例 

 

  

焼却処理

放流

電気・熱利用破砕・選別 混合攪拌 メタン発酵 発電機ボイラ

脱水

排水処理

バイオガス

生ごみ

希釈水
発酵残渣

排水

破砕・選別 発酵 熟成 選別

生ごみ

水分調整材 残渣

堆肥
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（８）ごみ飼料化方式 

生ごみや食品廃棄物を分別回収し、短時間で脱水・乾燥させることで、飼料へ再生す

る方式です。方式は高温蒸気により乾燥させる乾燥方式や乳酸発酵させて牛用飼料を製

造するサイレージ方式、生液状に加工して豚用飼料を製造するリキッド方式があります。 

可燃ごみ処理施設として適用する場合は、焼却施設を併設する必要があります。 

 

 

図4-19 油温減圧式乾燥方式のフロー例 

  

熱処理・乾燥 固液(油)分離 脱脂生ごみ

補給油 余剰油

飼料



 

32 

２．可燃ごみ処理方式の比較 

（１）可燃ごみ処理方式 

本市において、今後の適正処理を推進するにあたり、実用性のある熱回収施設につい

て比較・整理したものを表 4-4 に示します。 

ここで、ガス化改質方式については、他都市における導入事例として平成 15 年度に発

注されたのが最後であり、それ以降導入された事例がありません。ＲＤＦ化方式につい

ては、近年の採用実績がなく、令和元年９月に三重ごみ固形燃料発電所が稼働停止し、

令和６年３月には福山リサイクル（ＲＤＦ）発電施設の稼働停止が予定されているなど、

製造後のＲＤＦを処理する施設が減少していることを踏まえると、採用できる方式では

ありません。また、炭化方式については、近年の採用実績が少なく、炭化物の利用先確

保が困難です。そのため、これら３つの処理方式は、本市において導入することは現実

的でないと判断しました。 

したがって、本計画での処理方式の比較検討にあたっては、ガス化改質方式、ＲＤＦ

化方式及び炭化方式を除外した４方式について改めて整理することとします。
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表4-4 可燃ごみ処理方式の比較（1/4） 

項  目 焼却方式 焼却＋灰溶融方式 直接溶融方式 熱分解ガス化溶融方式 

１．処理原理 ・燃焼は、発熱化学反応であり、ごみの大部
分を燃焼によって安定な酸化ガスと少量
の安定な無機質にかえる処理です。燃焼装
置の種類は大きくストーカ式と流動床式
とに分類することができます。 

（ストーカ式） 
・ごみをストーカ上で乾燥、燃焼、後燃焼の

工程により処理するもので、灰分の大部分
が焼却灰として炉底部から排出されます。 

（流動床式） 
・ごみを砂と共に空気により激しく流動さ

せながら、乾燥、燃焼、後燃焼を瞬時に行
う処理です。不燃物は砂と共に炉底部から
排出し､分級の後､砂を炉内に戻します。灰
分は大部分が飛灰となって排ガス中に移
行し、集じん器で捕捉されます。 

 

（焼却炉） 
・ストーカ式及び流動床式ともに同左 
 
（ 灰 溶 融 炉 ）  
・発生した灰は、灰溶融炉で 1,300℃以上の

高温で溶融し安定化、減量化を図ります。 

・直接溶融方式は、ごみをコークスが充填さ
れたシャフト炉にコークス、石灰石と共に
投入し、高温溶融する方式です。投入され
たごみは、乾燥予熱帯、熱分解帯､燃焼溶融
帯を順次移行し、有機分はガス化され、二
次燃焼室に導かれ燃焼されます。灰分、不
燃物類は溶融されスラグとなり排出され
ます。 

・熱分解ガス化溶融方式は、ごみの焼却と灰
分の溶融処理を一体化したものであり、ご
みの持つ熱量を利用して、ごみを低酸素濃
度の雰囲気で加温してガス化した後、発生
したガスとチャーを溶融炉に導き溶融処
理を行うものです。 

・ガス化炉の型式として、流動床式とキルン
式とに大別されます。 

２．概念図 ストーカ式（焼却炉部分） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

流動床式（焼却炉部分） 
 

（焼却炉部分）：同左 

 
（灰溶融炉部分） 

電気式（例） 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

燃料式（例） 

 

 流動床式 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

キルン式 
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表 4-4 可燃ごみ処理方式の比較（2/4） 

項  目 焼却方式 焼却＋灰溶融方式 直接溶融方式 熱分解ガス化溶融方式 

３．処理フロー 

 1)基本処理フロー 

・ごみピットに搬入された処理対象物は、

ごみクレーンにより、ホッパに投入され、
炉内で焼却処理されます。 

・焼却後の排ガスは、ボイラを経て集じん

器、次いで排ガス処理設備へと導かれ煙
突より大気に放出されます。 

・炉からの焼却灰は炉底部より排出され、

集じん器で捕集された飛灰は薬剤処理等
により安定化処理されます。 

・ごみピットに搬入された処理対象物は、

ごみクレーンにより、ホッパに投入され、
炉内で焼却処理されます。 

・焼却後の排ガスは、ボイラを経て集じん

器、次いで排ガス処理設備へと導かれ煙
突より大気に放出されます。 

・炉からの焼却灰及び集じん器で捕集され

た飛灰は溶融炉に導かれ溶融処理されス
ラグとして排出されます。溶融炉からの
排ガスは焼却施設ガス系統へと送られ、

溶融飛灰は安定化処理されます。 

・ごみピットに搬入された処理対象物は、

ごみクレーンにより、ホッパに投入され、
シャフト炉内で上部から下部にかけて乾
燥・予熱、熱分解、燃焼・溶融処理されま

す。シャフト炉内で発生した可燃性排ガ
スは、二次燃焼室へ導かれ完全燃焼した
後、ボイラ、排ガス処理設備へと導かれ

煙突より大気に放出されます。 
・集じん器にて捕集された飛灰は安定化処

理されます。 

・ごみピットに搬入された処理対象物は、

ごみクレーンにより、ホッパに投入され、
ガス化炉へと導かれます。ガス化炉は 450
～600℃程度の低酸素状況下で運転され

ており、ここで処理対象物は可燃性ガス
に熱分解され溶融炉へと導かれます。ガ
ス化炉からの残渣のうち不燃物、金属類

等は分別後搬出され、カーボンは溶融炉
にて 1,300℃以上の高温で溶融処理され
ます。溶融炉からの排ガスは、ボイラ、

排ガス処理設備へと導かれ煙突より大気
に放出されます。集じん器にて捕集され
た飛灰は安定化処理されます。 

 2)ブロックフロー     

４．処理対象物 
 1)処理対象物 
 

 

 
・家庭系可燃ごみ、事業系可燃ごみ、破砕

可燃残渣 

 
・同左 

 
・家庭系可燃ごみ、事業系可燃ごみ、破砕

可燃残渣 （※不燃ごみも処理可能） 

 
・家庭系可燃ごみ、事業系可燃ごみ、破砕

可燃残渣 

 2)最低ごみ質 ・安定燃焼温度（850℃以上）を維持して運
転できる 4,200～5,000kJ/kg 程度が下限

値となり、ごみカロリーが設計値より低
い場合は補助バーナを使用します。 

 

・同左 ・コークス投入による燃焼のため基本的に
下限値はありません。 

・ごみの保有熱量を利用して処理するた
め、6､300～7,500kJ/kg 以上のごみ質が

必要となります。 

 3)最高ごみ質 ・ストーカ式の場合で 15,000kJ/kg 程度、
流動床式の場合で 21,000kJ/kg 程度で
す。 

・同左 ・焼却の流動床式と同程度です。 ・焼却の流動床式と同程度です。 

 4)投入寸法 ・ストーカ式の場合は、一般的な可燃ごみ
であれば特に問題はありません。 

・流動床式の場合は、燃焼の安定性から、
概ね 150mm 以下に粗破砕する必要があり
ます。 

・同左 ・一般的な可燃ごみであれば特に問題はあ
りません。 

 

・概ね 150mm 以下に粗破砕する必要があり
ます。 

（灰） （排ガス）

（消石灰・活性炭）

灰溶融炉

ｽﾗｸﾞﾋﾟｯﾄ 煙　　突

排ガス処理

ごみピット

ごみクレーン

焼　却　炉

選別装置 ボ　イ　ラ

（ﾀﾞｽﾄ）

（ｽﾗｸﾞ） （排ガス）

（消石灰・活性炭）

煙　突

ボ　イ　ラ

ｽﾗｸﾞﾋﾟｯﾄ

排ガス処理

ごみピット

ごみクレーン

シャフト炉

二次燃焼室

（石灰石）
（ｺｰｸｽ）

　（排ガス）

　（消石灰・活性炭）

（飛灰）

（主灰）

焼　却　炉

ごみクレーン

ごみピット

ボ　イ　ラ

煙　　突

排ガス処理

（ｽﾗｸﾞ） （排ガス）

（消石灰・活性炭）

ごみピット

ごみクレーン

ｽﾗｸﾞﾋﾟｯﾄ ボ　イ　ラ

ガス化炉

溶　融　炉

煙　　突

排ガス処理
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表 4-4 可燃ごみ処理方式の比較（3/4） 

項  目 焼却方式 焼却＋灰溶融方式 直接溶融方式 熱分解ガス化溶融方式 

５．前処理 ・ストーカ式の場合、特に前処理の必要は

ありません。 
・流動床式の場合は、燃焼の安定性から粗

破砕が必要となり、粗破砕機能を兼ねた

給じん機を採用する例が多いです。 
 

・同左 ・特に前処理の必要はありません。また、溶

融温度が 1,700～1,800℃と他の方式に比
べ高温のため、金属類も溶融処理可能で
す。 

・ガス化安定運転確保のため、前処理とし

て粗破砕が必要となります。 

６．残渣の割合 ・基本的に残渣量は、ごみの三成分、すなわ

ち灰分の割合によって決定されます。ま
た、灰は焼却灰と飛灰とに分かれますが、
ストーカの場合、焼却灰と飛灰の割合は

概ね 8:2 程度、流動床の場合は 4:6 程度
となります。 

・排ガス処理に乾式を採用する場合は、飛

灰の量が増加します。 
 

・同左 ・副資材としてコークス及び石灰石を投入

するため、総残渣量は焼却方式よりも 2
割程度増加します。 

・スラグと飛灰の割合は、概ね 8:2 程度と

なります。 

・原理的にみて、焼却方式と同程度となり

ます。 

７．排ガス量 ・理論燃焼空気量に対し、空気過剰率（空気
比）が、1.3～1.7 程度必要となります。 

・同左 
・焼却炉からの排ガス量のほかに灰溶融炉

の排ガス量が加わります。 

 

・コークスを添加するため、排ガス量は焼
却炉より多くなります。 

・空気過剰率が 1.3 程度となるため、排ガ
ス量は少なくなります。 

８．燃焼の安定性 ・ストーカ式の場合は、燃焼が「マス燃焼」
と呼ばれる緩やかな燃焼状態のため、燃

焼は安定しています。 
・流動床式は、「瞬時燃焼」のため、ストー

カ式と比較して燃焼は変動します。 

 

・同左 ・燃焼の安定は、コークス投入量と空気量
（一部酸素富化したものを使う場合あ

り）により図られます。 

・ごみ質の変動は補助燃料により吸収でき
ますが、ガス化部での安定性の観点か

ら、ごみの均質化に留意する必要があり
ます。 

９．維持管理特性 ・運転に関しては自動化が図られており基

本的に他方式と大きな差異はありませ
ん。主な補修箇所としては、各炉内耐火
物を挙げることができます。 

 

・焼却方式同様、運転に関しては自動化が図られており基本的に大きな差異はありません。主な補修箇所としては、各炉内耐火物及

び溶融部分の出滓部分を挙げることができます。 

10．ダイオキシン対策 ・燃焼の３Ｔ管理、活性炭吹込、低温バグフ
ィルタ、触媒脱硝等、「ごみ処理に係るダ

イオキシン類発生防止等ガイドライン」
に対応することにより、ダイオキシン類
0.1ng-TEQ/N ㎥は十分達成可能です。 

 

・同左 
・溶融処理まで行うため、ダイオキシン類

は完全分解されていると考えられます。 

・同左 
・排ガス燃焼室で完全燃焼するため、ダイ

オキシン類は完全分解されていると考え
られます。 

・同左 
・排ガスは溶融炉にて高温燃焼されるた

め、ダイオキシン類は完全分解されてい
ると考えられます。 

11．環境対策 

（ 排 ガ ス 、排 水 、
騒 音 、 振 動 ）  

・排ガス､排水､騒音､振動については、基本的に４方式ともに大きな差異はありません。 
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表 4-4 可燃ごみ処理方式の比較（4/4） 

項  目 焼却方式 焼却＋灰溶融方式 直接溶融方式 熱分解ガス化溶融方式 

12．特長 ・実績が最も多く、信頼性が高いです。 ・焼却炉と灰溶融炉が個別に運転可能で

す。 
 

・不燃物、金属類の混入にも対応可能です。 ・排ガス量が少ないです。 

・エネルギー効率が良いです。 

13．留意点 ・溶融処理を行わないため、焼却炉から排

出された灰の処理・処分が別途必要とな
ります。 

・灰溶融設備の運転コストが別途必要とな

ります。 
・エネルギー効率の観点からは、熱分解ガ

ス化方式と比較して劣ります。 

 

・副資材を投入するため運転コストが高い

です。 
・排ガス量が多いです。 
・コークス投入に伴い、他方式に比べると

CO₂の発生量が多いです。 

・稼働実績が少ないです。 
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（２）生ごみ等処理方式 

本市において、現在生ごみ等の有機性廃棄物は焼却処理されていますが、分別回収ま

たは機械選別することで、生ごみ等をメタンガス化、堆肥化及び飼料化する方法があり

ます。この方法は可燃ごみを対象とした処理方式ではなく、生ごみ等を処理対象として

いることから、焼却施設に付帯するものとして検討する必要があります。 

また、農林水産省では令和元年度及び令和２年度において、「食品等のリサイクルの

新たな展開を目指す亜臨界水技術の導入検討調査事業」により、プラスチックを含む食

品廃棄物をメタン発酵する際の前処理技術として亜臨界水処理方式の採用の可能性を検

討しており、条件付きではあるものの機能性・事業性があることが確認されています。

よって、亜臨界水処理方式については、メタンガス化の前処理技術としての位置付けで

比較・整理を行います。 

生ごみ等処理方式について比較・整理したものを表 4-5 に示します。 
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表4-5 生ごみ等処理方式の比較（1/3） 

項  目 亜臨界水処理 メタンガス化 堆肥化 飼料化 

１．処理原理 ・食品廃棄物や生ごみ、家畜排せつ物、漁
業残さのほか、下水汚泥や未利用材な
ど、地域に賦存する様々なバイオマス資
源（廃棄物）を加水分解し、短時間で有
用な飼肥料素材として質転換します、或
はメタン発酵向けの優良な原料として
資源化・処理できる汎用性の高い技術で
す。 

・100℃以上の高温・高圧水で処理するた
め、生成物は殺菌されて衛生的です。 

・メタン発酵を構成する①加水分解工程、
②酸生成工程、③メタン発酵工程中の②
酸生成過程を短縮し、③メタン発酵工程
中の有機物の分解率を高め、バイオガス
増嵩させる効果を持ちます。 

・メタン発酵が可能な厨芥類（生ごみ）を
主体とした分別収集を行う方式と混合
ごみを施設内で機械選別し、厨芥類と紙
ごみを取り出す方式があります。 

・①固形又は高分子有機物から低分子有機
物に分解する可溶化・加水分解、②低分
子有機物から有機酸・アルコール類等を
生成する酸生成、③有機酸等から酢酸・
水素等を生成する酢酸生成、④酢酸・水
素等からメタン・二酸化炭素を生成する
メタン生成の４つの段階から、有機物を
分解します。 

・処理対象物中の固形物濃度に応じて、湿
式（固形分６～10％）・乾式（固形分 25
～40％）に区分されます。 

・生ごみ等を微生物の働きによって、分解
（発酵）するなどして堆肥を作る方式で
あり、古くから有機性廃棄物の処理方法
として広く用いられています。 

・発酵方法は、嫌気性と好気性とに区分さ
れ、嫌気性は分解速度が遅いため実用施
設では好気性処理が一般的です。また、
発酵には水分の調整が必要であり、水分
調整剤としてもみがら等が使用されま
す。 

・堆肥化するまでには一次発酵、二次発酵
等が必要であり、堆肥となるまでに時間
がかかります。なお、生成された堆肥は、
特殊肥料として肥料取締法の適用を受
けるため、法の規制値を順守するため分
別収集の徹底が重要です。 

・処理方式は、従来から実施されていた野
積み式に加えて、機械的に切り返し、加
温等を自動で行う強制発酵方式が主流
となっています。 

・飼料化の方法として、液状（ヨーグルト
状）及び乾燥（乾燥後、粉末状）等があ
りますが、飼料原料の鮮度を確保し、収
集運搬を効率的に行うためには、乾燥
し、粉末状にする方法が一般的です。乾
燥方式を大別すると、発酵・乾燥方式と
蒸煮・乾燥方式と油温減圧式乾燥方式が
あります。 

・発酵・乾燥方式は、生ごみに発酵促進剤
（微生物資材）を添加し、高温で発酵・
乾燥させて、粉末状とする方法です。 

・蒸煮・乾燥方式は、専用の蒸煮装置で
120℃～140℃程度に加圧蒸煮処理し、固
形分と液体分に分離し、固形分は乾燥・
粉末状にし、液体分からは油脂を抽出す
る方法です。 

・油温減圧式乾燥方式は、廃食油等を間接
媒体として加熱し、加熱油と有機質系原
料とを混合接触させて、原料中の水分を
乾燥させる方法です。 

２.概念図 
 

 

（亜臨界水処理＋メタンガス化） （メタンガス化＋焼却方式） 
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表 4-5 生ごみ等処理方式の比較（2/3） 

項  目 亜臨界水処理 メタンガス化 堆肥化 飼料化 

３.処理フロー 

 1）基本処理フロー 

・圧力容器内に処理対象物を投入し、蒸気
により圧力容器内を高温・高圧領域と
し、加水分解反応により処理対象物を分
解し、取り出します。 

・バッチ式と連続式とがあり、バッチ式は
多様な有機物を原料とすることができ
る一方で、連続式はスラリー状の原料に
限られます。 

・メタン発酵に適さない異物を除去し、メ
タン発酵が可能な生ごみを主体とする
有機性ごみを嫌気発酵させ、発生するメ
タンガスを回収してエネルギー利用し
ます。 

・発酵残渣については、一般的に脱水処理
し、他の可燃ごみと焼却処理若しくは堆
肥化利用します。 

 

・堆肥の品質を高めるための選別（異物除
去）工程が重要であり、発酵・熟成設備
の前後に選別装置が設置されることが
多く、発酵速度を上げるために、破砕工
程が前処理設備に設置されます。この破
砕・選別工程は施設運営上から重要なも
のであり、収集方式により設置される機
器の種類が異なるので、実情に合わせて
計画する必要があります。また、発酵促
進用の通気と臭気除去のための排風を
行う通風設備も必要です。 

・飼料化の基本的な製造工程は、脱水・乾
燥等による低水分化が主体であり、乾燥
等により腐敗を防止してハンドリング
性の改善を図り、発酵や粉砕、熱処理、
脱脂等の工程により飼料化されます。 

 2）ブロックフロー 

 
  

 

４.処理対象物 ・残飯、調理くず、食品加工残渣、汚泥、
家畜糞尿 

・亜臨界水処理後残渣をメタン発酵する場
合は、ある程度異物混入も許容されま
す。 

・残飯、調理くず、食品加工残渣、汚泥、
家畜糞尿 

・調理くず、食品加工残渣、汚泥、家畜糞
尿、副資材（剪定枝、刈り草、木くず等） 

・調理くず、食品加工残渣 

５.前処理 ・分別は不要です。 
 

・約 30 ㎜以下にする必要があります。 
・堆肥化や飼料化に比べ、生ごみの品質が

低くても処理が可能です。 

・最終段階で異物の除去は可能ですが、異
物の混入を極力避けることが好ましく、
分別の必要性はやや高いです。 

・家畜等の食料にするため、調理くず、食
品加工残渣に限定され、徹底した分別
（異物混入防止対策）が必要です。 

６.残渣の割合 ・亜臨界水処理後の容積は処理前の約

12.5%、重量は処理前の約 50%と大きいで
す。 

・亜臨界水処理後の残渣をメタン発酵する

ことで最終的な残渣は少なくすること
が可能です。 

 

・処理対象廃棄物量に対して、約 1/13～

1/4 の発酵残渣と、約 2/3～1/1 の発酵処
理水が発生します。 

・分別不適物、発酵処理不適物、発酵残渣

（資源化されない場合）が発生します。 
・発酵処理水、発酵残渣から液肥・堆肥を

生成する場合、安定的な品質と利用先の

確保が必要となります。利用先を確保で
きない場合、焼却等の処理が必要です。 

・分別不適物、処理不適物が発生します。
分別不適物・処理不適物は焼却処理する
必要があります。 

・同左 

７.排ガス量 ・亜臨界水処理のみの場合、排ガスは発生
しませんが、メタンガス燃焼を行う場合

は、その燃焼に伴う排ガスが発生しま
す。 

・メタンガス燃焼を行う場合は、その燃焼
に伴う排ガスが発生します。 

・焼却処理を伴わないため、排ガスは発生
しません。 

・同左 

発電機ボイラ

電気・熱利用脱水

焼却処理

亜臨界水処理

排水処理 放流

メタン発酵

発酵残渣

生成物生ごみ

排水

蒸気

バイオガス

焼却処理

放流

電気・熱利用破砕・選別 混合攪拌 メタン発酵 発電機ボイラ

脱水

排水処理

バイオガス

生ごみ

希釈水
発酵残渣

排水

破砕・選別 発酵 熟成 選別

生ごみ

水分調整材 残渣

堆肥

熱処理・乾燥 固液(油)分離 脱脂生ごみ

補給油 余剰油

飼料
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表 4-5 生ごみ等処理方式の比較（3/3） 

項  目 亜臨界水処理 メタンガス化 堆肥化 飼料化 

８.処理の安定性 ・処理装置は、ボイラー、圧力容器（反応

槽）、投入口、取出口、撹拌機、制御盤と
簡素な構成であるため、安定した処理が
可能です。 

 

・比較的小規模な処理施設においても高効

率なエネルギー回収が可能です。 
・一般的に、メタンガス化施設では、発酵

設備は連続運転し他の設備は間欠運転

していますが、施設全体としての機能が
安定して連続運転可能な施設である必
要があります。 

・需要に季節変動があり、変動に対応でき
る供給体制が必要です。 

・資源化効果は高いが、長期的に安定した
取引先の確保が必要です。 

・資源化効果は高いですが、長期的に安定
した取引先の確保が必要です。 

９.維持管理特性 ・運転に関しては自動化が図られており基

本的に他方式と大きな差異はありませ
ん。 

・メタン発酵前処理技術として機械選別と

亜臨界水処理を比べると大きな差異は
ありません。 

・運転に関しては自動化が図られており基

本的に他方式と大きな差異はありませ
ん。ただし、焼却施設に付帯する場合は、
メタンガス化設備の維持管理も必要と

なるため、焼却方式と比べて補修箇所が
多いです。 

・運転に関しては自動化が図られており基
本的に他方式と大きな差異はありませ
ん。ただし、焼却施設に付帯する場合は、
堆肥化設備の維持管理も必要となるた
め、焼却方式と比べて補修箇所が多いで
す。 

・運転に関しては自動化が図られており基
本的に他方式と大きな差異はありませ
ん。ただし、焼却施設に付帯する場合は、
飼料化設備の維持管理も必要となるた
め、焼却方式と比べて補修箇所が多いで
す。 

６.環境対策 
（排ガス、排水、騒

音、振動） 

・排ガス、排水、騒音、振動については、
基本的に４方式ともに大きな差異はあ

りません。 
・焼却処理時よりも CO₂発生量の削減が可

能となります。 

・同左 
 
 
・同左 

・同左 
 
 
・同左 

・同左 
 
 
・同左 

７.資源化の特徴 ・処理残渣は、エネルギーや有機肥料とし
て再利用可能です。 

・処理残渣にはごみ臭がなく、特有の臭い
はあるが、鼻を突くような悪臭ではあり
ません。 

・メタン発酵前処理として適用した場合、
有機物の低分子化を亜臨界水処理技術
により行うことで、従来方式に比べて全
工程が短縮され、発酵槽の規模が縮小で
きます。 

・生ごみ１ｔ当たり 100～200m³/日程度の
バイオガスが得られ、脱硫、脱アンモニ
ア後に発電・温水等に利用することが可
能となります。 

・回収したメタンガスを利用するために
は、一定量以上の回収量とその供給先を
確保、安定供給、受給バランスに考慮す
る必要があります。 

・ガスエンジン等による発電が可能です。 

・有機性廃棄物を有機肥料として土壌に還
元できます。 

・製品の利用先の確保が必要です。利用先
を確保できない場合、焼却等の処理が必
要となります。 

・数週間から数ヶ月の熟成期間が必要とな
ります。 

・需要に季節変動があり、変動に対応でき
る供給体制が必要となります。 

・堆肥化処理のような熟成用の設備や期間
が不要です。 

・家畜等の食用となることから、分別の徹
底などによる品質及び信頼性の確保、さ
らに生成物の需要と安定供給の確保が
必要です。利用先を確保できない場合、
焼却等の処理が必要となります。 

・生ごみ等の変質を防ぐ必要があり、発生
場所付近での処理が原則となります。 

・食品製造業者、処理業者、畜産農家等の
連携が不可欠となります。特に食用廃油
の確保が重要となります。 

８.留意点 ・生ごみ以外の廃棄物（家畜糞尿、有機汚
泥等）の処理も可能です。 

・プラスチックを加水分解できる条件が不
明なため、プラスチック混入ごみを亜臨
界水処理した残渣は堆肥化、飼料化には

適しません。 

・同左 ・同左 
・発酵に伴う臭気対策が必要です。 

・同左 
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３．可燃ごみ処理方式の選定評価 

前項までで述べたように、可燃ごみ及び生ごみ等の処理方式は方式毎に一長一短があり、

その評価には本市におけるごみ処理の実情と今後の展望を加味し、どのような特徴を重視す

べきかの判断が大きな決定要素となります。 

 

（１）溶融の要否について 

処理方式を選定するにあたって第一の条件として溶融の要否が挙げられます。市川美

化センターでは溶融処理は導入されていませんが、エコパークあぼしでは直接溶融方式

を採用し、処理後のスラグは資源化しており、資源化率の向上に大きく貢献しています。

一方で、焼却処理後の主灰及び飛灰は大阪湾広域臨海環境整備センターにおいて埋立処

分しており、現在、フェニックス３期神戸沖埋立処分場（仮称）設置事業が進められて

いることを考慮すると、今後 30 年程度は継続的な埋立処分が可能と考えられます。ま

た、（公財）ひょうご環境創造協会では住友大阪セメント（株）と共同してセメントリ

サイクル事業を実施しており、当該事業に参画することで、焼却方式を採用しながら主

灰や飛灰を資源化することができます。 

以上より、本市では溶融の有無いずれの選択も可能と考えられることから、表 4-4 に

示す４方式が採用可能です。また、溶融処理の有無に関する得失について整理したもの

を表 4-6 に示します。 
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表4-6 溶融処理の有無に関する得失について 

区分 
溶融無 

（焼却方式） 

溶融無 

（セメント原料化） 

溶融有 

（焼却＋灰溶融方式） 

（ガス化溶融方式） 

建設費・ 

維持管理費 

・溶融設備がないため、安価と

なります。 

・溶融設備がないため、建設費

は安価ですが、灰の資源化を

委託する必要があるため、委

託費を含めた費用は高価と

なります。 

・溶融無より高価となります。 

運転操作性 
・ほとんど自動化され容易です。 ・自動化は図られているもの

の、慎重な監視を要します。 

建設実績 

・建設実績が多いです。 ・近年の実績はありますが、溶

融無（焼却方式）ほど建設実

績は多くないです。 

安定性・安全性 

・成熟・確立されたシステムであり、信頼性も高いため、比較的

安定性・安全性が高く、長期連続運転が可能で、事故・トラブ

ル等の発生も少ないです。 

・実績は多いが、溶融無（焼却

方式）と比べると、信頼性は

やや低く、高温運転のため、

長期連続運転は、溶融炉の耐

久性に支配され、事故・トラ

ブル発生の場合には、重大な

事態となります。 

ダイオキシン類 

対策 

・溶融処理しないため、灰中の

ダイオキシン類は埋立処分

されます。 

・セメント工場にて焼成や脱塩

素化処理を行うため、灰中の

ダイオキシン類は大部分が

分解されます。 

・溶融処理するため、灰中のダ

イオキシン類は大部分が分

解されます。 

最終処分 

・焼却灰を埋立処分する場合、

最終処分に関するコストが

高価となります。 

・灰はセメント原料として利用

されるため、灰の埋立は０と

なります。これにより、最終

処分量を低減することがで

き、最終処分に関するコスト

は低減できます。 

・溶融スラグの有効利用が可能

な場合、最終処分量を低減す

ることができ、最終処分に関

するコストは低減できます。 

資源化率・ 

最終処分率 

・焼却灰を埋立処分する場合、

高い資源化率、低い最終処分

率の達成は困難となります。 

・灰はセメント原料として利用

されるため、高い資源化率、

低い最終処分率を達成でき

ます。 

・溶融スラグの有効利用が可能

な場合、高い資源化率、低い

最終処分率を達成できます。 
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（２）生ごみ等処理の要否について 

本市において、生ごみ等を分別回収または機械選別することで処理設備の導入に関す

る得失について整理したものを表 4-7 に示します。 

堆肥化については、本市のごみ量を考えると大規模な施設となり、堆肥の利用先の確

保が困難となるため採用できません。また、飼料化については、生ごみの分別が必須と

なり、飼料の品質確保の上では家庭系ごみを処理対象とすることに課題があるため採用

できません。一方、メタンガス化については、焼却方式との併設又は、エコパークあぼ

しでの残渣処理を行う場合、採用可能です。また、亜臨界水処理については、メタンガ

ス化を採用する場合の前処理装置としての採用が期待されますが、農林水産省の「食品

等のリサイクルの新たな展開を目指す亜臨界水技術の導入検討調査事業」では、コンビ

ニ食品廃棄物を模した食品残渣（プラスチック含む）による試験で前処理装置としての

機能性・事業性が確認されたものであり、多様なごみ種である可燃ごみにも適用できる

かについては不明です。 

 

表4-7 生ごみ等処理設備の導入に関する得失について 

区分 亜臨界水処理 メタンガス化 堆肥化 飼料化 

処理規模 

・国内における大型施

設の実績は少ない

が、中国では 200ｔ/

日の実績がありま

す。 

・一般廃棄物処理施設

としては、60ｔ/日ま

での実績がありま

す。 

・系列数を増やす事に

より大型施設でも対

応が可能です。 

・家庭用から大型施設

（50ｔ/日程度）まで

実績があり、対応が

可能です。 

・原料の鮮度が重要で

あり、個別規模での

対応が良いが、生成

品の品質が安定しな

いため、鮮度を確保

でき、かつ収集に時

間を要しない中規模

が望ましいです。 

建設費 

・高温高圧の圧力容器

であるため建設費は

高いです。 

・メタン発酵前処理技

術として機械選別と

亜臨界水処理を比べ

ると大きな差異はあ

りません。 

・施設本体の建設費は

高いです。また、発酵

残渣及び排水の適正

処理やメタンガス中

に含まれる硫化水素

の脱硫装置を設置す

る必要等があるた

め、更に建設費が高

くなります。 

・バイオガス化より安

価です。 

・熟成に時間を要し、熟

成用の広いスペース

が必要です。 

・堆肥化と同程度です。 

維持管理費 

・メタン発酵前処理技

術として機械選別と

亜臨界水処理を比べ

ると大きな差異はあ

りません。 

・メタンガス化ととも

に排水処理等にも設

備を要するため、比

較的に高価です。 

・堆肥化に要するエネ

ルギーが少なく、製

造が比較的に安価で

容易です。 

・飼料化に要するエネ

ルギーが少なく、製

造が比較的に安価で

容易です。 

運転操作性 ・ほとんど自動化され容易です。 

稼働実績 ・少ない ・少ない ・多い ・少ない 

安定性・安

全性 

・処理後残渣は無菌状

態で悪臭の発生もあ

りません。 

・可燃ガスであるため、

十分な安全対策が必

要です。 

・品質は安定している

ため、長期保存が可

能です。 

・乾燥したものは比較

的長期間の保存が利

くが、鮮度が重要で

あるため、短期間で

利用することが望ま

しいです。 
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４．資源ごみ処理方式の検討 

（１）破砕設備 

1）破砕機 

破砕機は、図 4-20 に示すとおり、「切断機」、「高速回転破砕機」、「低速回転破砕

機」に大別されます。このうち、切断機には、竪型と横型があり、低速回転破砕機には

単軸式と多軸式があります。また、高速回転破砕機には、竪型と横型があり、さらにハ

ンマの形状でそれぞれ２方式に区分されます。 

これらの破砕機について、比較したものを表 4-8 に示します。 

 

 

図4-20 破砕機構造分類 

  

高速回転破砕機
スイングハンマ式

横　型

竪　型

リングハンマ式

リンググラインダ式

竪型切断式

横型切断式

スイングハンマ式

多軸式

単軸式

切断機

破
砕
機

低速回転破砕機



 

45 

表4-8 破砕機の比較（1/2） 

項 目 切 断 機 低速回転破砕機 

概要図  

竪型切断機 

 

多軸式 

処理の概要 ・２つの刃による切断力で破砕を行うもので

す。固定刃と上下に動く可動刃により圧縮

剪断するものを竪型、片方が油圧で開閉す

るＶ字型の刃により剪断するものを横型切

断式といいます。 

・低速回転する回転刃と固定刃または複数の

回転刃によるせん断作用でごみを破砕しま

す。 

処理能力 ・大きなせん断力が得られるがバッチ処理で

サイクルタイムが長いため、他の機器より

処理能力は劣ります。 

・食い込んだ廃棄物をせん断して直下に排出

する通過形のため切断機と比較して大きな

処理能力を発揮します。 

動力の大きさ ・油圧装置駆動に対し、種々のモータ容量

を有していますが、一般に高速回転式よ

り小さいです。 

・高速回転式と比較すると、かなり小さな

動力で処理ができます。 

破砕寸法 ・調整はできますが、一般に破砕物の寸法

は大きいです。 

・弱物はバラバラになりますが、延性物は

切断しきれずに排出されることがありま

す。 

水分が多い廃
棄物に対する
適正 

・粒度はプッシャの間欠量の設定によって

決まるため、目詰まりの問題はありませ

ん。 

・通過形のため問題はありません。スクレ

ーパがあるため、巻きつき絡みなどの心

配も少ないです。 

騒音・振動 ・小さい 

維持管理 ・容易 

処理困難物 ・プラスチック類、金属塊、コンクリート塊

等 

・表面がなめらかなもの、金属・石・がれき・

鋳物等の大塊物 

特長 ・騒音・振動、粉じん等の二次公害は最も少

ないです。 

・爆発の危険性が少ないです。 

・高速回転破砕機と比べ、騒音や振動、粉じ

ん等の二次公害が少ないです。 

・爆発の危険性が少ないです。 

・軟質物や延性物を含めた、比較的広範囲の

ごみに対応可能です。 

留意点 ・処理能力が比較的小さいです。 

・コンクリートや岩石など硬いものは処理困

難です。 

・破砕後寸法は不均一で比較的大きいため選

別は困難です。 

・高速回転破砕機と比較して処理能力は小さ

いです。 

・大きな石・がれき・鋳物塊等、表面が滑ら

かで刃に掛からないものは処理困難です。 
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表 4-8 破砕機の比較（2/2） 

項 目 
高速回転破砕機 

横 型 竪 型 

概要図 

スイングハンマ式 スイングハンマ式 

処理の概要 ・横軸方向に回転するロータにハンマを取付

け、本体に設けたカッターバー等の固定刃

との間でごみを衝撃・せん断作用により破

砕します。 

・縦軸方向に回転するロータに取付けた数段

のハンマと回転体周囲のライナによりごみ

を順次衝撃・せん断して破砕します。 

処理能力 ・比重の軽い、ビッグボリュームの廃棄物に

対しては、効率が悪いです。この傾向は回

転数が高いほど強いです。 

・回転による遠心力が、排出力として作用し

ないため、自重の軽い廃棄物に対しては処

理能力が小さいです。 

動力の大きさ ・非常に大きな動力を要します。 

破砕寸法 ・破砕物寸法は小さいです。 

水分の多い廃
棄物に対する
適正 

・スクリーン・グレードなどの粒度規制機

能を備えているものは、目詰まりの可能

性があります。 

・スクリーン・グレードなどの粒度規制機

能がないため、目詰まりの心配が少ない

です。 

騒音・振動 ・大きい 

維持管理 ・竪型に比較して容易です ・若干困難です 

処理困難物 ・じゅうたん、マットレス、タイヤ等の軟性物、プラスチック、フィルム等の延性物 

特長 ・処理容量が大きいです。 

・部品交換等による破砕粒度の調整が容易で

す。 

・本体が大きく開くため、竪型と比べると作

業性が良いです。 

・処理容量が大きいです。 

・破砕粒度の調整が容易です。 

留意点 ・騒音、振動、粉じん等の対策、特に衝撃が

上下方向で基礎に負担がかかるため振動対

策に留意が必要です。 

・衝撃により火花が発生するため、発火・爆

発対策が必要です。 

・騒音、振動、粉じん等の対策に留意が必要

です。 

・衝撃により火花が発生するため、発火・爆

発対策が必要です。 
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2）防爆対策 

防爆対策としては、危険物の破砕機への投入を未然に防ぐことが最も重要です。収集

段階において危険物を分別することが基本となり、危険物の除去方法としては、受入時

の展開検査や手選別コンベヤによる選別除去が考えられ、処理量や機器配置等と併せて

検討する必要があります。また、破砕機での対策としては、高速回転破砕機単基設置の

場合は、破砕機内部に蒸気等の不活性ガスを吹き込み、酸素濃度を可燃性ガスの爆発限

界外に保持する方法が取られます。その他、低速回転であるため爆発しにくい低速回転

破砕機にて粗破砕を行い、粗破砕物を高速回転破砕機にて細破砕を行い火花と可燃性ガ

スの接触を防ぐ方法も取られます。 

 

3）破砕機型式の選定 

不燃・粗大ごみ処理施設において破砕対象とするものは、可燃性粗大ごみ、不燃性粗

大ごみ及び不燃ごみが想定されます。 

可燃性粗大ごみはいずれの破砕機でも処理可能ですが、切断機による処理とするか不

燃ごみ等と同一設備で処理することが考えられます。 

不燃性粗大ごみ及び不燃ごみの処理は、低速回転破砕機と高速回転破砕機を組み合わ

せる方法と高速回転破砕機単機設置とする方法があります。低速回転破砕機と高速回転

破砕機を組み合わせる方法は高速回転破砕機単機設置とする方法に比べ、投入ごみの種

類や性状への対応が出来、防爆対策に優れます。 

 

（２）選別設備 

選別設備は、ごみを有価物、可燃物等に選別するもので、目標とする選別に適した設

備を設けることが必要です。 

選別設備に使用される選別機は、「磁選機」、「可燃物・不燃物選別機」、「アルミ

選別機」に大別されます。一般に「磁選機」、「可燃物・不燃物選別機」、「アルミ選

別機」は不燃ごみや粗大ごみの破砕処理後のごみに導入され、「磁選機」及び「アルミ

選別機」は空き缶の処理を対象に導入されます。 

1）磁選機 

永久磁石または電磁石の磁力によって磁性物を吸着選別するものであり、主として鉄

類の選別に用いられます。選別機構により、「吊下式」、「ドラム式」、「プーリ式」

の３つに分類ができ、これらを比較したものを表 4-9 に示します。 

 

2）可燃物・不燃物選別機 

破砕により可燃物は比較的粗く、不燃物は細く破砕され、この破砕特性による粒度の

差を利用して可燃物と不燃物の分離を行うものです。選別機構により、「振動式」と「回

転式」があり、これらを比較したものを表 4-10 に示します。 
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3）アルミ選別機 

処理対象物中の非鉄金属（主としてアルミニウム）を分離するものであり、原理とし

て「リニアモータ式」のものと「永久磁石式」があり、これらを比較したものを表 4-11

に示します。 

 

表4-9 磁選機の比較 

型式 
項目 

吊 下 式 ド ラ ム 式 プ ー リ 式 

概要図 

 
（ヘッド部設置型） 

 
（オーバーフィード型） 

 

処理の概要 ・磁石で吸着した鉄をベルト

の回転によって移動させ、

ごみと分離させる方式のも

ので通常コンベヤの頭部に

設置されます。 

・円筒半割状の磁石が内蔵さ

れ、その外周に円筒形のド

ラムが設けられており、吸

着された鉄はドラムの回転

に従って移動し、磁石端部

で分離、落下します。 

・ベルトコンベアの頭部プー

リ自体に磁石を用いるもの

で最も簡便な方式です。 

特長 ・吸着力は大きいです。 

・ごみの巻込みは少ないです。 

・全密閉のカバーを設けるこ

とにより、粉じん対策は容

易です。 

・ごみの巻込みは少ないです。 

・吸着力は大きいです。 

・全密閉のカバーを設けるこ

とにより、粉じん対策は容

易です。 

留意点 ・全密閉のカバーが困難なた

め粉じん対策が複雑です。 

・選別率向上のために、処理物

の層厚を薄くして、磁性物

を吸着し易くする配慮が必

要です。 

・吸着力はやや小さいが実用

上差支えないです。 

・選別率向上のために、処理物

の層厚を薄くして、磁性物

を吸着し易くする配慮が必

要です。 

・ごみの巻込が多いです。 

・選別率向上のために、処理物

の層厚を薄くして、磁性物

を吸着し易くする配慮が必

要です。 

保守点検 ・磁選機ベルトを２～３年で

取換える必要があります。 

・磁石とベルトの間に入りこ

んだごみを取除く作業が必

要です。 

・ベルトの蛇行調整が必要で

す。 

・特に消耗する部品はありま

せん。 

・磁石の位置を最初に正しく

調整しておけば後は特に作

業の必要はありません。 

・コンベヤのベルトを２～３

年で取換える必要がありま

す。 

・特に作業を必要としません

が、ベルトの摩耗状況の点

検は必要です。 
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表4-10 可燃物・不燃物選別機の比較 

型式 
項目 

振 動 式 回 転 式 

概略図  

 

処理の概要 ・網又はバーを張ったふるいを振動させて、処
理物に攪拌とほぐし効果を与えながら、選別
するものです。 

・普通、単段もしくは複数段のふるいを持ちま
す。 

・トロンメルの通称で呼ばれ、回転する円筒も
しくは円錐状ドラムの内部に処理物を供給
して移動させ、回転力により攪拌、ほぐし効
果を与えながら選別するものです。なお、ふ
るい分け効率は、振動式と同等です。 

特長 ・ふるい分け有効部がふるいの幅そのものと
なるため、機幅、機高とも小さくて済みます
（設置スペース 小）。 

・ふるい目の可調整機構の採用が容易です。 

・騒音、振動の対策を特別に必要としません。 

留意点 ・騒音、振動が大きく対策が必要です。 ・ふるい分け有効部が円筒ドラムの下部約1/5
～1/6のため、機幅、機高とも大きくなりま
す（設置スペース大）。 

・ふるい目の可調整機構の採用がやや困難で
す。 

保守点検 ・ふるい網にからまった布切れ、針金等の除去
の為に機械の内部に入る場合に狭くて入り
難いです。 

・構成部品が多く構造もやや複雑な為、一般的
に保守点検は面倒です。 

・機械の内部が振動ふるいよりは広い為、作業
はし易いです。 

・構造が簡単で構成部品も少ない為、保守点検
は容易です。 

  



 

50 

表4-11 アルミ選別機の比較 

型式 
項目 

永久磁石回転式 リニアモータ式 

概要図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理の概要 ・永久磁石内臓したドラムを高速回転させて、

アルミに発生する渦電流の働きによってア

ルミを遠くに飛ばしごみと分離させます。 

・回転ドラムによりごみを移動し、リニアモー

タにより発生する過電流の働きによってア

ルミを横方向に動かしごみと分離させます。

リニアモータは円筒半割状のアーチ形をし

ています。 

特長 ・振動対策が不要です。 

・電力消費量が少ないです。 

・採用実績が多いです。 

・振動対策が不要です。 

留意点 ・特に問題はありません。 ・回収率はやや劣ります。 

・電力消費量が多いです。 

保守点検 ・容易 ・リニアモータ冷却ファンの点検が必要です。 

 

（３）再生設備 

再生設備は、選別した有価物を必要に応じ加工して輸送や再利用を容易にするもので、

対象とする有価物の加工に適した設備を設けることが必要です。 

現在、有価物としては、鉄、アルミ、ビン、ガラスカレット、ペットボトル、紙、布、

プラスチック等があり、再生設備としては、金属プレス機、ペットボトル圧縮梱包機、

プラスチック製容器包装圧縮梱包機、プラスチック類圧縮減容機、紙類結束機、びん破

砕機、発泡スチロール減容機等があります。 

1）ペットボトル圧縮梱包機（ペットボトル処理系列） 

収集したペットボトルを再商品化工場へ運搬するため、圧縮梱包するための設備です。 

寸法は、容器包装リサイクル協会が推奨しており、その寸法を表 4-12 に示します。 

 

2）プラスチック製容器包装圧縮梱包機（プラスチック製容器包装処理系列） 

プラスチック製容器包装を圧縮梱包し、運搬を容易にするための設備です。梱包は、

ＰＰバンド、ＰＥＴバンドで結束するほか、シート巻き、袋詰めなどの方法があります。 

シート巻き、袋詰めは、圧縮梱包品を密封するため、臭気漏えい防止、荷こぼれ防止

に効果があります。 

寸法は、容器包装リサイクル協会が推奨しており、その寸法を表 4-12 に示します。 
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表4-12 ペットボトル・プラスチック製容器包装圧縮梱包品の推奨寸法 

処理対象物 圧縮梱包品寸法 

ペットボトル 

プラスチック製容器包装 

①600mm×400mm×300mm 

②600mm×400mm×600mm 

③1,000mm×1,000mm×1,000mm 

 

（４）プラスチックに係る資源循環の促進 

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律（2022 年４月１日施行）では、①

設計・製造、②販売・提供、③排出・回収・リサイクルの各ライフサイクルにおいて、

プラスチックの資源循環を促進するための措置事項が定められています。ここでは、③

排出・回収・リサイクルについて以下に示します。 

1）市町村による分別収集・再商品化 

市区町村が分別収集したプラスチック使用製品廃棄物を再商品化できる制度です。 

これまでプラスチック容器包装廃棄物は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促

進等に関する法律（以下「容器包装リサイクル法」という。）に基づき、分別収集・再

商品化されていましたが、同じプラスチック素材のプラスチック容器包装廃棄物以外に

関しては、燃えるごみなどで処理されていました。本制度では、分別ルールを一層明確

化し、プラスチック資源回収量の拡大を目標としたものです。 

市区町村による分別収集・再商品化に関する措置には、市区町村が分別収集したプラ

スチック使用製品廃棄物については、①容器包装リサイクル法に規定する指定法人（公

益財団法人日本容器包装リサイクル協会）に委託し再商品化を行う方法、②市区町村が

単独で又は共同して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、認定再商品化計

画に基づいて再商品化実施者と連携し再商品化を行う方法の２つがあります。市区町村

は状況に応じて選択することができ、２つの制度を併用することも可能です。 
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出典：環境省ウェブサイト 

図4-21 市区町村による分別収集・再商品化に関する 2 通りの措置 

 

前述のうち①の方法は、容器包装リサイクル法に基づき家庭からプラスチック容器包

装廃棄物を分別収集・再商品化している市区町村にとってメリットが大きいです。市区

町村が製品プラスチックの分別収集・再商品化を新たに行う際、これまでのプラスチッ

ク容器包装廃棄物に加えて、製品プラスチックもまとめて指定法人に引き渡すことがで

きるからです。引き渡された分は容器包装リサイクル法に基づき入札となるため、市区

町村が自ら再商品化事業者を見つける必要がありません。自前の指定保管施設がある場

合は、設備利用や雇用を継続できる点もメリットです。一方で、容器包装リサイクル法

に基づく分別収集を行っておらず、プラスチックを燃えるごみ・燃えないごみとして処

理していた市区町村にとっては、②の方法を活用することで選別・梱包・保管等の中間

処理を省略できるため、自前の指定保管施設を持つ必要がなく、あるいは中間処理を外

部に委託する必要もなくなる点がメリットです。 

 

2）製造・販売事業者等による自主回収・再資源化事業 

プラスチック使用製品を製造、販売、提供する事業者が、自主回収、再資源化を実施

可能とする制度です。 

これまで食品トレーやペットボトル等については、店頭等での自主回収が進められて

きました。今後、自主回収の取り組みの多様化や規模の拡大を促進するため、製造・販

売事業者等が「自主回収・再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受けることで、「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）」に基づく業の許

可がなくても、使用済みプラスチック使用製品の自主回収、再資源化が可能となります。 

自主回収の先行事例としては、loft の化粧品容器回収、マクドナルドのおもちゃ回収、

セブンイレブンのペットボトル回収、ライオンの歯ブラシ回収などが挙げられます。 

また、自治体と事業者が協働して行う先行事例として神戸市が挙げられます。2021 年
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10 月１日より、神戸市と小売・日用品メーカー・リサイクラー16 社が、市内 75 店舗に

回収ボックスを設置し、つめかえパックの分別回収を実施する「神戸プラスチックネク

スト～みんなでつなげよう。つめかえパックリサイクル～」を開始しました。 

2021 年 10 月から 2022 年４月までの７ヶ月間で、集まったつめかえパックは 33,667

枚、576.28kg であり、新たに日用品メーカー３社が加入しました。 

 

 

出典：神戸市 HP 

図4-22 取り組みの概要 

  



 

54 

第３節 最終処分技術の検討 

１．埋立方式 

最終処分場としての埋立処分地の形式は図 4-23 に示すように、従来型（オープン型）と被

覆型（クローズド型）の２タイプに大別されます。このうち被覆型処分場は埋立部の上部を

被覆する形式であり近年実績が増加しています。 

また、従来型と被覆型の特徴を表 4-13 に示します。 

 

図4-23 埋立処分地形式 

 

表4-13 埋立処分地の特徴 

項 目 従来型処分場 被覆型処分場 

浸出水の制御 ･降雨、降雪、気温等の気象条件によって
左右され、人工的なコントロールは困難
です。 

･屋根などの被覆施設とし人工散水によ
り、浸出水の発生をコントロールできま
す。 

埋立地内部環境 ･発生ガス等による作業環境の影響は、拡
散等により問題になることはありませ
ん。 

･閉鎖空間であるため、発生ガス等による
内部作業環境維持のため、換気などの対
策が必要です。 

埋立地形状 ･地形を生かした造成が基本となります。 
･用地の制約が無ければ、無理なく必要容
量が確保できます。 

･被覆施設の構造的制約から矩形や円形
等に限定されます。 

埋立規模 ･比較的大規模のものが可能です。 ･比較的小規模のものが多いです。 

浸出水処理施設規模 ･自然降雨に対応した規模が必要なため、
規模が大きくなります。 

･廃棄物の安定化に必要な量の規模で良
いため小さくできます。 

工事費 ･土工量によって大きく左右されるが、被
覆型よりは安くなります。 

･被覆施設の工事費が増加します。浸出水
処理施設は工事費が減少します。 

･トータルとして従来型より高くなりま
す。 

維持管理費 ･浸出水処理施設の規模が大きくなり維
持管理費は高価です。 

･洗い出し、分解は自然降雨に左右され、
浸出水安定化の期間にばらつきがあり
ます。 

･浸出水処理施設の規模が小さくなり維
持管理費は安価です。洗い出し、分解が
計画散水によりコントロール可能です。 

安定化 
 

･自然降雨による洗い出し、分解に左右さ
れるため安定化の速度は自然任せです。 

･人工散水のため、洗い出し、分解が計
画的に行え、安定化促進が図られます。
閉鎖までの期間は従来型に比べ短くな
ると予想されます。 

そ
の
他 

①浸出水の漏水 ･埋立重機による遮水工の破損防止のた
め、底部遮水工の上側に保護土層を設け
て対応します。 

･遮水工の破損による公害防止には、漏水
検地システムの採用で対応します。 

･遮水工で一重目をＲＣ構造（水槽式）と
した場合、しゃ水機能の信頼性（耐久性、
水密性）が高いです。 

･屋内なので遮水シート（遮光マット）の
劣化が少なく、耐久性は高いです。 

②廃棄物飛散・流
出、悪臭、害虫 

･即日覆土、中間覆土で対応します。 ･被覆しているため周辺への影響小さい
です(埋立作業が豪雨、豪雪に左右され
ない、廃棄物の飛散がありません）。 

従来型 被覆型

埋立廃棄物

被覆構造

埋立廃棄物

降雨

降雨

風風
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２．浸出水処理方法 

（１）処理方法の決定方法 

最終処分場の浸出水は、量、質とも経時的に変動し、負荷変動の大きい水です。また、

焼却残渣と不燃物を主体として埋立ている場合は、BOD、COD、SS、アンモニア性窒素な

どの除去に加え、カルシウムイオン、重金属類、ダイオキシン類の除去も必要になりま

す。特に、焼却残渣が多い場合は、焼却残渣中にカルシウムや塩素を含むことから、こ

れら対策が必要になります。 

一般的に埋立初期及び埋立中は生物処理可能な浸出水ですが埋立後期及び埋立終了後

は生物分解が難しい物理化学処理主体の浸出水になると言われています。このため、浸

出水処理方式は基本的に生物処理と物理化学処理で構成され、流入及び放流水質条件や

負荷変動対策が可能なこと、維持管理が容易であることを考慮して処理工程を決定しま

す。 

 

（２）処理フロー 

1）従来型処分場 

埋立地が開放されているため、降雨が直接埋立地に浸透し、埋立層の汚染物質を洗い

出すことで安定化を図ります。浸出水は処理後、放流します。基本処理フローを図 4-24

に示します。 

 

 

図4-24 従来型基本処理フロー 

 

  

処理水

汚泥処理 放流

処分

降雨

埋立地

浸出水 前処理・調整 生物処理 物理化学処理
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2）被覆型処分場 

埋立地が屋根等で被覆されているため、人口散水により埋立層の汚染物質を洗い出し、

安定化を図ります。浸出水を散水に利用する場合は循環により、塩類濃度が上昇し、洗

い出し効果が低下し、埋立地内や生物処理設備の生物に悪影響を及ぼすことがあります。

そのため、浸出水を全て循環利用する場合は、脱塩処理を追加する必要があります。基

本処理フローを図 4-25 に示します。 

 

 

図4-25 被覆型基本処理フロー 

  

処理水

汚泥処理 放流

処分

散水

埋立地

浸出水 前処理・調整 生物処理 物理化学処理
（脱塩処理含む）

補給水
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第５章 広域化の検討 

第１節 兵庫県の広域化計画 

１．兵庫県廃棄物処理計画 

兵庫県では現在、単独のごみ処理広域化計画は策定されていません。代わりに平成 30 年８

月に「兵庫県廃棄物処理計画～循環型社会を目指して～」が策定されており、その中でごみ

処理の広域化について示されています。以下に、その抜粋を示します。具体的な広域化対象

となる町村や広域化目標などは示されておらず、市町の自主的な広域化を期待することにと

どまります。 

【兵庫県廃棄物処理計画抜粋】 
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２．旧兵庫県ごみ処理広域化計画 

前述の通り、現在の兵庫県の計画としては広域化に関する具体的な記載はありませんが、

過去に策定されていた兵庫県ごみ処理広域化計画によると平成 10 年４月現在で 49 あるごみ

処理ブロックを平成 28 年度に 24 ブロックとし、焼却施設としては 60 施設から 30 施設に半

減することが計画されていました。焼却施設は令和４年４月現在で 30 施設であり、旧広域化

計画の目標は達成されていると言えます。 
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第２節 県内の状況整理 

１．姫路市近隣市町の動向 

本市近隣市町の可燃ごみの広域処理の状況を図 5-1 に示します。 

また、近隣市町の広域化や新たなごみ処理施設の計画については、次の通りです。神河町、

市川町、福崎町を構成市町とする中播北部行政事務組合は、令和 10 年度竣工として焼却施設

及びリサイクル施設の整備事業を実施しています。相生市は、令和 11 年４月稼働開始とし

て、一般廃棄物や建築廃材等を対象とした焼却施設及び破砕選別施設の整備事業を実施して

います。たつの市及び太子町を構成市町とする揖龍保健衛生施設組合は、令和 10 年度竣工と

して焼却施設の整備事業を実施しています。 

 

 

図5-1 近隣市町の広域処理の状況 

 

２．広域処理の検討 

本市に隣接している自治体は、既に広域処理を実施しており、施設が新しい若しくは古く

ても新施設の計画が既に立てられています。そのため、本市が近隣市に対して積極的に広域

処理を求めていく必要はないと考えられます。 

  

赤穂市

神戸市

姫路市

相生市

川西市

加西市

南あわじ市

新温泉町

香美町

佐用町

上郡町

神河町

尼崎市

市川町

播磨町

稲美町

多可町

猪名川町
加東市

宍粟市

淡路市

朝来市

丹波市

三木市

高砂市

小野市

篠山市

養父市

三田市

宝塚市

明石市

西宮市

洲本市

芦屋市

伊丹市

豊岡市

加古川市

西脇市

たつの市

太子町

福崎町

北区

東灘区
灘区

兵庫区

長田区

須磨区

垂水区

中央区
西区

加古川市、高砂市、稲美町、播磨町

は、高砂市所有のエコクリーンピアは

りまにて共同処理

宍粟市、たつの市（旧新宮町）、

佐用町、上郡町は、にしはりま

環境事務組合にて処理

たつの市（旧龍野市、旧揖保川町、旧

御津町）、太子町は揖龍保健衛生施

設事務組合にて処理

赤穂市単独で処理

相生市単独で処理

姫路市（旧夢前町、旧香寺町及び旧

安富町）、福崎町はくれさか環境事務

組合にて処理

神河町、市川町は中播北部行政事務

組合にて処理

小野市、加東市、加西市は

小野加東加西環境施設事

務組合にて処理
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第６章 建設候補地の選定方法 

第１節 建設候補地選定フロー 

「行政による候補地の抽出」と「情報提供地」の建設候補地選定フローを以下に示します。 
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第２節 建設候補地に関する情報提供の募集 

１．情報提供の募集要項 

（１）新美化センターの概要 

稼働目標年度 令和 14 年度 

ごみ処理能力 200～300 トン／日程度を想定 

想定する処理 可燃ごみ焼却または溶融など 

粗大ごみ破砕、資源ごみ選別など 

土地取得時期 令和７～８年度を想定 

 

（２）情報提供者の要件 

情報提供地に属する地区連合自治会または土地所有者（個人・法人を含む）。 

 

（３）情報提供を求める建設候補地の条件 

・情報提供いただく土地が姫路市内であること。 

・概ね２ヘクタールから３ヘクタール程度の有効敷地面積が確保できること。 

・概ね 100ｍ×100ｍの四角形が敷地内に配置できること。 

・地区連合自治会から情報提供いただく場合は土地所有者の承諾を得ていること。 

・複数の土地所有者から情報提供いただく場合は土地所有者全員の同意を得ていること。 

 

（４）情報提供の方法 

郵送、メール、持参 

 

（５）応募期間 

令和４年（2022 年）７月 20 日から令和４年（2022 年）10 月 31 日 
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２．新美化センター建設候補地リーフレット 
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第３節 一次選定 

１．ネガティブマップの作成 

一次選定は「候補地の抽出範囲の設定」を目的として実施するものです。 

候補地に相応しくないと考えられる法的制約条件及び物理的制約条件を設定し、制約条件

に該当すると判断された地域を候補地抽出の除外エリアとしました。 

ネガティブマップ作成条件を表 6-1 に示します。 

 

表6-1 ネガティブマップ作成条件（法的制約条件及び物理的制約条件） 

項目 名称 根拠法令等 

法
的
制
約
条
件 

河川保

全区域

等の指

定状況 

水域、河川区域 

河川法 

海岸法 

河川保全区域 

海岸保全区域 

災害関

連法等

の 

指定状

況 

洪水浸水想定区域（想定最大規模降雨） 
水防法 

内水氾濫想定区域 

土砂災害（特別）警戒区域・急傾斜地の崩壊 
土砂災害警戒区域等における土砂災害対策 

の推進に関する法律 
土砂災害（特別）警戒区域・土石流 

土砂災害（特別）警戒区域・地すべり 

土砂災害危険箇所・土石流危険渓流 - 

山地災害危険地区・山腹崩壊危険地区 
山地災害危険地区調査要領（林野庁） 

山地災害危険地区・崩壊土砂流出危険地区 

高潮浸水想定区域) 水防法 

津波浸水想定区域 津波防災地域づくりに関する法律 

宅地造成工事規制区域 宅地造成等規制法 

地すべり防止区域 地すべり等防止法 

急傾斜地崩壊危険区域 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法

律 

砂防指定地 砂防法 

自然環

境保全

関連 

法令等

の指定

状況 

国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園 自然公園法、県立自然公園条例 

都市公園 都市公園法 

鳥獣保護区域、特別保護区域 鳥獣保護法 

自然環境保全地域 自然環境保全法及び都道府県条例 

環境緑地保全地域 環境の保全と創造に関する条例 

種の保存法に基づく生息地等保護区 種の保存法 

動植物保護地区 
姫路市自然保護条例 

自然緑地保護地区 

国有林 
森林法 

保安林 

農業振興地域・農用地区域 農業振興地域の整備に関する法律 

生産緑地法に基づく生産緑地地区 生産緑地法 

姫路市景観計画における重点的に景観形成を図る区域 景観法 

風致地区 都市計画法 

巨樹・巨木林 - 

植生自然度７以上の植生 - 

保存樹 姫路市自然保護条例 

物
理
的
制
約
条
件 

土地の 

利用状

況 

周知の埋蔵文化財 

文化財保護法 

世界文化遺産 

国指定の文化財 

県指定の文化財 

市指定の文化財 

水道水源の取水地点 - 

利用計

画・開

発計画 

の有無 

用途地域（住居系、商業系） 都市計画法 

※洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、津波浸水想定区域は、浸水水位 3.0ｍ以上の区域。 

※姫路市内に該当なし：種の保存法に基づく生息地等保護区、生産緑地法に基づく生産緑地地区、風致地区。 
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以下に、ネガティブマップの項目とした理由を示します。 

（１）水域、河川区域 

水域は、海や川、池など水面上の区域であり、土地利用ができないため除外エリアと

します。河川区域は、一級河川・二級河川の堤防右岸の法尻～左岸の法尻までの区域。

河川を管理するために必要な区域であることから、除外エリアとします。 

 

（２）河川保全区域 

堤防や護岸など洪水・高潮等の災害を防止する施設や河岸を守るために、一定の制限

を設けている区域であるため、除外エリアとします。 

 

出典：国土交通省 国土技術政策総合研究所 河川用語集～川のことば～ 

 

（３）海岸保全区域 

津波、高潮、波浪等の被害から防護するために必要な区域であるため、除外エリアと

します。 

 

出典：島根県 漁港海岸について 
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（４）洪水浸水想定区域（想定最大規模降雨） 

想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域。被災

時の影響が多大であることから、浸水水位が 3.0m 以上となる場所を除外エリアとしま

す。 

 

出典：姫路市 洪水ハザードマップ 

 

（５）内水氾濫想定区域 

地域の既往最大級の降雨や他地域での大規模な降雨、水防法に基づく想定最大規模降

雨等の下水道の雨水排水能力を上回る降雨が生じた際に、下水道その他の排水施設の能

力不足や河川の水位上昇に伴い当該雨水を排水できない場合に、浸水の発生が想定され

る区域及び実際に浸水が発生した区域。被災時の影響が多大であることから、除外エリ

アとします。 

 

出典：姫路市内水ハザードマップについて 

 

（６）土砂災害（特別）警戒区域・急傾斜地の崩壊 

特別警戒区域（レッドゾーン）と警戒区域（イエローゾーン）に分けられます。特別

警戒区域は、急傾斜地の崩壊が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は

身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域。警戒区域は、急傾斜地の崩

壊が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる

区域。被災時の影響が多大であることから、除外エリアとします。 
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（７）土砂災害（特別）警戒区域・土石流 

（６）土砂災害（特別）警戒区域と同様、土石流が発生した際に、危害を生ずるおそ

れがあると認められる区域。被災時の影響が多大であることから、除外エリアとします。 

 

（８）土砂災害（特別）警戒区域・地すべり 

（６）土砂災害（特別）警戒区域と同様、地すべりが発生した際に、危害が生ずるお

それがあると認められる区域。被災時の影響が多大であることから、除外エリアとしま

す。 

 

土石流          地すべり          急傾斜地の崩壊 

出典：姫路市 各種ハザードマップ（洪水・土砂・高潮・津波） 

 

 

出典：東京都建設局 用語の解説：土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 
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（９）土砂災害危険箇所・土石流危険渓流 

建設省（当時）の調査要領・点検要領

により、都道府県が実施した調査で判明

した土砂災害のおそれがある箇所を図

上から想定した箇所のことであるため、

除外エリアとします。 

 

 

（１０）山地災害危険地区・山腹崩壊危険地区 

山崩れによって人家や公共施設など

に直接被害を与えるおそれのある渓流

や自然斜面について調査を行い、地質や

地形などから一定の基準以上の危険度

であると判定した地区であるため、除外

エリアとします。 

 

（１１）山地災害危険地区・崩壊土砂流出危険地区 

土石流によって人家や公共施設など

に直接被害を与えるおそれのある渓流

や自然斜面について調査を行い、地質や

地形などから一定の基準以上の危険度

であると判定した地区であるため、除外

エリアとします。 

 

 

 

（１２）高潮浸水想定区域 

想定し得る最大規模の高潮による氾

濫が発生した場合に浸水が想定される

区域。被災時の影響が多大であるため、

浸水水位が 3.0m 以上となる場所を除外

エリアとします。 

 

 

  

出典：三戸町 土砂災害・土石流について 

出典：兵庫県 こんなところが危険です

-山地 災害危険地区- 

出典：姫路市高潮ハザードマップ西部 
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（１３）津波浸水想定区域 

最大クラス（南海トラフ巨大地震モデル）の津波が一定の条件下において発生した場

合に想定される浸水の区域。被災時の影響が多大であるため、浸水水位が 3.0m 以上とな

る場所を除外エリアとします。 

 

（１４）宅地造成工事規制区域 

宅地造成に伴い、がけくずれや土砂の流出のおそれが著しい市街地または、市街地に

なろうとする区域や、宅地造成に伴う災害で危害を生ずる発生のおそれが大きい区域。

災害の防止のため除外エリアとします。 

 

 

 

（１５）地すべり防止区域 

地すべりによる崩壊を防止するため、一定の行為を制限する必要がある区域。建設に

よって災害を誘発することを避ける必要があるため、除外エリアとします。市内には１

箇所（夢前町）あります。 

 

（１６）急傾斜地崩壊危険区域 

台風や集中豪雨の際に発生する急傾斜地の崩壊（がけ崩れ）を防止するため、一定の

行為を制限する必要がある区域。建設によって災害を誘発することを避ける必要がある

ため、除外エリアとします。 

 

出典：東京都建設局 用語の解説：砂防三法指定区域 

  

出典：兵庫県 宅地造成等規制法の制度について 
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（１７）砂防指定地 

治水上砂防のため、一定の行為を制限する必要がある区域。建設によって災害を誘発

することを避ける必要があるため、除外エリアとします。 

 

（１８）国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園 

景勝地として指定された自然公園。公園を保全する必要があるため、除外エリアとし

ます。 

 

（１９）都市公園 

公園または緑地。本市では、自然環境を活かした公園整備を進めているため、除外エ

リアとします。 

 

（２０）鳥獣保護区域、特別保護区域 

鳥獣保護区域は、野生鳥獣の保護・繁殖を図るための区域であり、特別保護区域は、

鳥獣保護区の区域の中でも一定の環境を保持することにより、特に鳥獣の保護繁殖を図

る必要のある区域であるため、除外エリアとします。 

 

（２１）自然環境保全地域 

ほとんど人の手が加わっていない原生の状態が保たれている地域や優れた自然環境を

維持している地域であり、今後も極力人為を加えずに後世に伝えることを目的として指

定される地域。自然環境を保全する必要があるため、除外エリアとします。林田川や八

徳山（香寺町）や置塩城跡（夢前町）、水生山
み ぞ う さ ん

補陀落
ふ だ ら く

寺
じ

（夢前町）が該当します。 

 

（２２）環境緑地保全地域 

市街地の周辺又は集落地若しくはその周辺にある樹林地や水辺地等で風致、景観、形

態等が住民の健全な生活環境を確保するために特に必要な地域であるため、除外エリア

とします。円山神社（夢前町）や神元神社（夢前町）、二百余神社（夢前町）が該当し

ます。 

 

（２３）種の保存法に基づく生息地等保護区 

国内希少野生動植物種に指定されている種のうち、捕獲や採取等の規制を行うだけで

は個体群の存続が困難であり、その生息・生育環境を保全する必要がある区域。姫路市

に該当地はありませんでした。 
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（２４）動植物保護地区 

高層木により被度が極めて高く都市環境上価値があり、あるは、歴史的、社会的遺産

となって熟成している自然環境区域であり、動植物保護地区として指定される地域であ

るため、除外エリアとします。水尾神社（安富町：ヒメハルゼミの生息地）１箇所が該

当します。 

 

（２５）自然緑地保護地区 

高層木により被度が極めて高く都市環境上価値があり、あるいは、歴史的、社会的遺

産となって熟成している自然環境区域であり、自然緑地保護地区として指定される地域

であるため、除外エリアとします。青山稲岡山周辺と飾西大歳神社周辺の２箇所が該当

します。 

 

（２６）国有林 

国が所有する森林・原野。国有林の多くは水源を守り、土砂崩れなどの災害を防ぐと

いった公益的な役割を果たしているため、除外エリアとします。 

 

（２７）保安林 

水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公

益目的を達成するための森林。それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、除

外エリアとします。 

 

（２８）農業振興地域・農用地区域 

農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区

域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として、農業振

興地域整備計画において指定された地域。近年農地面積は、宅地等への転用や耕作放棄

等により年々減少し、食料供給力の低下が懸念されており、農地は農業生産の最も基礎

的な資源であり、特に優良農地を良好な状態で確保することが重要と考えるため、除外

エリアとします。 
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出典：青森市 農業振興地域整備計画 

 

（２９）生産緑地法に基づく生産緑地地区 

市街化区域内の０農地で、良好な生活環境の確保に効用があり、公共施設等の敷地と

して適している農地を指定するものですが、姫路市に該当地は、ありませんでした。 

 

（３０）姫路市景観計画における重点的に景観形成を図る区域 

重点的に景観形成を図る区域として、景観特性に応じた規制誘導が行われる区域であ

るため、除外エリアとします。 

 

（３１）風致地区 

良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図

るため風致の維持が必要な区域について定めた地区。姫路市に該当地はありませんでし

た。 

 

（３２）巨樹・巨木林 

環境庁（当時）が昭和 63 年から調査している、人々の信仰の対象や地域のシンボルで

ある巨樹・巨木林。人間や地域社会と個々の巨樹・巨木林の関係性を考慮して保全して

いくことが重要であるため、除外エリアとします。 

 

（３３）植生自然度７以上の植生 

「植生自然度」は、群落の自然性がどの程度残されているかを示す一つの指標。10 ラ

ンクに区分されており、植生自然度７以上の植生地域は、自然林に近いものであるため、

除外エリアとします。 
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（３４）保存樹 

市域に古くから自生し、市民に親しまれている古木、あるいは貴重な樹木を姫路市保

存樹として指定したものであるため、除外エリアとします。 

 

（３５）周知の埋蔵文化財 

埋蔵文化財の存在が知られている土地であるため、除外エリアとします。市内には約

1,200 箇所の包蔵地があります。 

 

（３６）世界文化遺産 

文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産として損傷、破壊等の脅威から

保護し、保存するために登録されるものであるため、除外エリアとします。姫路城が該

当します。 

 

（３７）国指定の文化財 

絵画・彫刻等の美術工芸品及び建造物である有形文化財のうち重要なものは重要文化

財に指定され、そのうち世界文化の見地から価値の高いもので、類いない国民の宝たる

ものは国宝に指定され、その保護を図る必要があるため、除外エリアとします。 

 

（３８）県指定の文化財 

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史

上又は芸術上価値の高いものや考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料は文化

財に指定され、その保護を図る必要があるため、除外エリアとします。 

 

（３９）市指定の文化財 

姫路市文化財保護条例に基づき、有形文化財・無形文化財・民族文化財・記念物のう

ち重要なものが指定され、その保護を図る必要があるため、除外エリアとします。 

 

（４０）水道水源の取水地点 

水道水源の水質維持のため、除外エリアとします。 
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（４１）用途地域 

用途地域とは、計画的なまちづくりを行うために用途を制限した地域のことであり、

13 種類の用途地域があります。また、用途地域ごとに建設可能な建物の種類が定められ

ており、例えば第１種低層住居専用地域には住居や小学校、老人ホームは建設可能です

が、店舗や事務所、病院は建設することができません。ごみ焼却場は建設できない用途

地域が設定されているものではありませんが、用途地域が建築を制限する趣旨に照らし、

本市において指定している住居系７種と商業系２種の地域は積極的に候補地として選定

する場所ではないため除外エリアとします。 

 

 

出典：千葉市 用途地域 
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２．候補地の抽出 

（１）行政による候補地の抽出 

候補地の抽出は、作成したネガティブマップの除外エリアを除いた地域内から、表 6-

2 に示す条件を基に行います。 

 

表6-2 候補地の抽出条件 

項目 内容 

形状※1 極端に細長い土地でないこと（いびつでないこと。）。 

面積 

必要な面積を一団で確保できること。ただし、農地など、一団で面積が

大きくなる場合は、できるだけ道路に近い場所で、おおよそ２ha（で

きるだけ矩形）での抽出とする。 

地形※2 比較的勾配が緩やかであること。 

土地利用関係 
住宅、事業所がないこと。ただし、売地や未利用であることが明確な場

合は除く。 

位置関係※3 

学校、病院、診療所、図書館、博物館又は社会福祉施設から計画地の境

界線までの距離が 200 メートル以上離れていること。 

住宅、店舗から計画地の境界線までの距離が 100 メートル以上離れて

いること。 

収集運搬効率の観点から、本市の人口重心※4 から 10 ㎞以内であるこ

と。 

※１：概ね 100ｍ×100ｍの四角形が敷地内に配置できること。 

※２：国土地理院が公表している傾斜量図を参考。 

※３：兵庫県「廃棄物処理施設の設置に係る建築基準法第 51 条ただし書許可取扱要領」より引用 

※４：姫路市の人口重心：東経 134 度 40 分 18.34 秒,北緯 34 度 50 分 02.89 秒（平成 27 年度国勢調査よ

り）姫路市土山 5 丁目付近 

 

※1 のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

  

●候補地の抽出（形状・面積） 
概ね 100ｍ×100ｍの四角形が敷地内に配置できること。 

100ｍ×100ｍ 配置が困難→不適 配置が可能→適 
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（２）情報提供を基にした候補地の抽出 

情報提供があった用地のうち、作成したネガティブマップの除外エリアに該当する用

地を除外します。 

除外エリアに該当しなかった用地のうち、表 6-3 に示す条件を満たした情報提供地を

候補地として抽出します。 

 

表6-3 候補地の抽出条件 

項目 内容 

位置関係 

学校、病院、診療所、図書館、博物館又は社会福祉施設から計画地

の境界線までの距離が 200 メートル以上離れていること。 

住宅、店舗から計画地の境界線までの距離が 100 メートル以上離

れていること。 
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第４節 二次選定 

１．評価項目及び評価基準 

二次選定では、一次選定で抽出した候補地から絞り込みを行うために、立地条件と防災の

視点から候補地の評価を行います。 

評価基準はＡ（配点の 100％を得点として付与）、Ｂ（配点の 50％を得点として付与）、

Ｃ（配点の０％を得点として付与：０点）の３段階評価とし、全評価項目の得点の合計であ

る総合点が７割以上となった候補地を三次選定の対象とします。 

家屋倒壊等氾濫想定区域、洪水浸水想定区域、津波浸水想定区域、高潮浸水想定区域の評

価項目については一次選定において一部評価を実施していることから配点を５点としました。 

二次選定における評価項目の考え方を表 6-4 に、二次選定の配点を表 6-5 に示します。ま

た、評価基準の設定根拠について次頁以降に示します。 
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表6-4 二次選定における評価項目の考え方 

評価の視点 評価項目 考え方 

立地条件 

の視点 

1 用途地域 

ごみ処理施設は工場の一種であり、「都
市計画運用指針（国土交通省,令和 2 年
9 月）」においても、工業系の用途地
域に設置することが望ましいとされて
いること及びごみ処理施設は、都市施
設であり都市計画区域内に設置するこ
とが望ましいとされている観点から、
評価項目として設定する。 

2 現況における土地利用状況 

現在は利用されていない候補地の方
が、土地の有効利用や、用地取得、用
地整備費の観点からは望ましいため、
評価項目として設定する。 

3 

市の将来的な利用計画や国・県

の将来的な利用の見込みの有

無 

将来的な利用計画や利用の見込みがな
い候補地の方が、土地の有効利用や、
用地取得、用地整備費の観点からは望
ましいため、評価項目として設定する。 

4 

ユーティリティー（電気、上水

道、下水道、ガス）の接続可能

性 

ユーティリティーの接続が見込める候
補地の方が、用地整備費の観点からは
望ましいため、評価項目として設定す
る。 

5 搬入道路の整備の必要性 
搬入道路の整備の必要性がない候補地
の方が、用地整備費の観点からは望ま
しいため、評価項目として設定する。 

6 施設建設に関する障害の有無 
施設建設に関する障害がない候補地の
方が、用地整備費の観点からは望まし
いため、評価項目として設定する。 

7 人口重心からの距離 
収集運搬効率及び住民の利便性を考慮
すると人口重心に近い方が望ましいた
め、評価項目として設定する。 

防災の 

視点 

８ 活断層の有無 

活断層の影響を考慮する必要がない候
補地の方が、施設の安全性の観点から
は望ましいため、評価項目として設定
する。 

９ 家屋倒壊等氾濫想定区域 

災害の危険性が低い候補地の方が、施
設の安全性の観点からは望ましいた
め、評価項目として設定する。 

10 洪水浸水想定区域 

11 津波浸水想定区域 

12 高潮浸水想定区域 

13 液状化危険度 
災害の危険性が低い候補地の方が、施
設の安全性の観点からは望ましいた
め、評価項目として設定する。 
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表6-5 二次選定の配点 

評価の視点 評価項目 配点 

立地条件 

の視点 

1 用途地域 10 

70 

2 現況における土地利用状況 10 

3 
市の将来的な利用計画や国・県の将来的な利用の見込みの

有無 
10 

4 
ユーティリティー（電気、上水道、下水道、ガス）の接続

可能性 
10 

5 搬入道路の整備の必要性 10 

6 施設建設に関する障害の有無 10 

7 人口重心からの距離 10 

防災 

の視点 

8 活断層の有無 10 

40 

9 家屋倒壊等氾濫想定区域 ５ 

10 洪水浸水想定区域 ５ 

11 津波浸水想定区域 ５ 

12 高潮浸水想定区域 ５ 

13 液状化危険度 10 
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（１）用途地域 

都市計画法に規定された地域地区のうち、用途地域が工業系（準工業地域・工業地域・

工業専用地域）である候補地をＡ評価とします。市街化調整区域の候補地はＢ評価とし、

都市計画区域外の候補地はＣ評価とします。 

なお、用途地域が住居系、商業系の地域は、一次選定において候補地抽出の除外エリ

アとなっています。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 工業系 

都市計画区域内で、かつ、用途地域が工業系の候

補地の評価を高くします。 
Ｂ 市街化調整区域 

Ｃ 都市計画区域外 

 

（２）現況における土地利用状況 

現在利用されていない候補地をＡ評価とします。ただし、現在空き地であっても、避

難指定場所として利用されている場合や、緑地に該当している場合は利用されているも

のとみなします。現在利用されていることが明らかな候補地はＣ評価とします。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 利用されていない 

未利用地の候補地の評価を高くします。 Ｂ ― 

Ｃ 利用されている 

 

（３）市の将来的な利用計画や国・県の将来的な利用の見込みの有無 

本市の将来的な利用計画に該当していない候補地をＡ評価とし、該当している候補地

はＣ評価とします。 

また、国や県が所有し、将来的にも利用することが見込まれる候補地はＣ評価としま

す。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 該当しない 

将来的な利用計画や土地利用の見込みのない候

補地の評価を高くします。 
Ｂ ― 

Ｃ 該当する 
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（４）ユーティリティー（電気、上水道、下水道、ガス）の接続可能性 

多くのユーティリティー（電気、上水道、下水道、ガス）の接続（受入）が見込める

候補地を優先します。 

ユーティリティーの優先順位は、施設整備における重要性を鑑み、電気、上水道を「高」、

下水道、ガスを「低」とし、「高」の２種と「低」の１種以上接続できる候補地の評価

をＡ評価とします。「高」の２種のみ接続できる候補地はＢ評価とし、「高」の２種ど

ちらかの接続に課題がある場合はＣ評価とします。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 

電気、上水道、下水道、ガスのうち、

電気と上水道をともに含む 3 つ以

上の接続が見込める ユーティリティーに優先順位を付けたうえ

で、多くの接続が見込める候補地の評価を高

くします。 
Ｂ 

電気、上水道の接続は見込めるが、

下水道とガスの接続に課題がある 

Ｃ 電気、上水道の接続に課題がある 

 

（５）搬入道路の整備の必要性 

搬入道路の進入区間の整備を必要としない候補地をＡ評価とし、整備を必要とする

候補地はＣ評価とします。 

なお、搬入道路の進入区間の定義を図 6-1 に示します。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 搬入道路の整備の必要がない 

搬入道路の進入区間の整備を必要としない候

補地の評価を高くします。 
Ｂ ― 

Ｃ 搬入道路の整備の必要がある 

 

 

図6-1 搬入道路の進入区間の定義 

  

搬入道路・公共道路区間

公共道路がない範囲

場内道路 敷地

主要道路（幹線道路）

施設

搬入道路・進入区間
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（６）施設建設に関する障害の有無 

施設の建設に関する障害（鉄塔、線路、高架、廃棄物処理法における指定区域※１等）

と施設の配置計画に影響を及ぼす要因（伝搬障害防止区域※２、市境等）の２つの観点か

ら評価を行います。 

施設の建設に関する障害も施設の配置計画に影響を及ぼす要因のない候補地をＡ評価

とし、どちらかがある候補地はＢ評価、どちらもある候補地はＣ評価とします。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 
施設建設に関する障害も施設配置計画

に影響を及ぼす要因もない 

施設の建設に関する障害や、施設の配置

計画に影響を及ぼす要因のない候補地

の評価を高くします。 

Ｂ 
施設建設に関する障害か、施設配置計画

に影響を及ぼす要因のどちらかがある 

Ｃ 
施設建設に関する障害と施設配置計画

に影響を及ぼす要因のどちらもある 

※１ 現に生活環境保全上支障が生ずるおそれがない廃棄物の最終処分場の跡地等であって、土地

の形質の変更に伴い生活環境保全上支障（廃棄物の飛散・流出、ガスの発生、公共の水域又は

地下水への汚染等）が生ずるおそれがある跡地その他の埋立処分の場所。 

※２ 電気通信の確保、人命・財産の保護や治安の維持などの重要無線通信について、総務大臣が

必要の範囲内で電波の「伝搬障害防止区域」を指定し、その指定区域内において、高層建築物

等による通信の突然の遮断を回避することを目的とするもの。 

 

（７）人口重心からの距離 

人口重心から 10 ㎞未満の地域にある候補地はＡ評価とします。人口重心から 10 ㎞以

上 15 ㎞未満の地域にある候補地はＢ評価とし、人口重心から 15 ㎞以上の地域にある候

補地をＣ評価とします。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 人口重心から 10 ㎞未満 

人口重心に近い候補地の評価を高くします。 Ｂ 
人口重心から10㎞以上15㎞

未満 

Ｃ 人口重心から 15 ㎞以上 
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（８）活断層の有無 

候補地内に活断層がない候補地をＡ評価とし、活断層がある候補地はＣ評価とします。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 候補地内に活断層がない 活断層付近は、地震発生時に地殻変動が起こる

可能性が高くなり、自然災害の危険性が高いた

め、敷地内に活断層がない候補地の評価を高く

します。 

Ｂ ― 

Ｃ 候補地内に活断層がある 

 

（９）家屋倒壊等氾濫想定区域 

家屋倒壊等氾濫想定区域※３に該当していない候補地をＡ評価とし、該当する候補地は

Ｃ評価とします。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 該当しない 

家屋倒壊等氾濫想定区域に該当していない候補

地の評価を高くします。 
Ｂ ― 

Ｃ 該当する 

※３ 家屋等の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食の発生するこ

とが想定される区域。 

 

（１０）洪水浸水想定区域 

洪水浸水想定区域に該当していない候補地をＡ評価とし、0.5ｍ未満の浸水想定区域

に該当する候補地はＢ評価、0.5～3.0ｍ未満の浸水想定区域に該当する候補地はＣ評価

とします。 

なお、3.0ｍ以上の浸水想定区域に該当する候補地は一次選定の除外エリアとなって

います。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 該当しない 

洪水浸水想定区域の浸水想定が低い候補地の評

価を高くします。 
Ｂ 

0.5ｍ未満の洪水浸水想定区

域に該当する 

Ｃ 
0.5～3.0ｍ未満の洪水浸水想

定区域に該当する 
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（１１）津波浸水想定区域 

津波浸水想定区域に該当しない候補地をＡ評価、0.3ｍ未満の津波浸水想定区域に該

当している候補地をＢ評価、0.3～3.0ｍ未満の津波浸水想定区域に該当している候補地

をＣ評価とします。 

なお、3.0ｍ以上の津波浸水想定区域に該当する候補地は一次選定の除外エリアとな

っています。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 該当しない 
津波浸水想定区域の浸水想

定が低い候補地の評価を高

くします。 
Ｂ 0.3ｍ未満の津波浸水想定区域に該当する 

Ｃ 0.3～3.0ｍ未満の津波浸水想定区域に該当する 

 

（１２）高潮浸水想定区域 

高潮浸水想定区域に該当しない候補地をＡ評価、0.5ｍ未満の高潮浸水想定区域に該

当している候補地をＢ評価、0.5～3.0ｍ未満の高潮浸水想定区域に該当している候補地

をＣ評価とします。 

なお、3.0ｍ以上の高潮浸水想定区域に該当する候補地は一次選定の除外エリアとな

っています。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 該当しない 

高潮浸水想定区域の浸水想定が低

い候補地の評価を高くします。 
Ｂ 0.5ｍ未満の浸水想定区域に該当する 

Ｃ 0.5～3.0ｍ未満の浸水想定区域に該当する 
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（１３）液状化危険度 

液状化危険度が低い候補地を優先します。 

ＰＬ値※４が５以下となっている候補地をＡ評価、ＰＬ値が５超～15 以下となってい

る候補地をＢ評価、ＰＬ値が 15 超となっている候補地をＣ評価とします。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ ＰＬ値が 5 以下 

ＰＬ値による液状化危険度判定区分が低い候補

地の評価を高くします。 
Ｂ ＰＬ値が 5 超～15 以下 

Ｃ ＰＬ値が 15 超 

※４ 地盤の総合的な液状化の激しさを表す指数。 

 

２．二次選定結果の算出方法 

二次選定結果は、各候補地の各評価項目における得点の合計を総合点として算出し、総合

点が 77 点以上となった候補地を三次選定の対象とします。 
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第５節 三次選定 

１．評価項目及び評価基準 

三次選定は、二次評価で抽出した候補地の順位付けを目的として実施します。 

評価は「周辺環境への配慮」、「合意形成」、「経済性」の各視点から評価項目を設定し、

各視点の配点に対する割合は重要性を考慮して設定しました。 

配点について、周辺環境への配慮の視点を最も重要視して 50 点とし、合意形成の視点を

30 点、経済性の視点を 30 点としました。 

三次選定における評価項目の考え方を表 6-6 に、三次選定の配点を表 6-7 に示します。ま

た、評価基準の設定根拠について次頁以降に示します。 

 

表6-6 三次選定における評価項目の考え方 

評価の視点 評価項目 考え方 

周辺環境 

への配慮 

の視点 

1 住宅との距離 

住宅までの距離が遠い候補地の方が、周辺住民の生
活環境に与える影響は小さくなると想定されること
から、評価項目として設定する。 

2 
教育・医療福祉施設との距

離 

教育・医療福祉施設までの距離が遠い候補地の方が、
周辺住民の生活環境に与える影響は小さくなると想
定されることから、評価項目として設定する。 

3 通学路への配慮 

通学路への影響が小さい候補地の方が、児童・生徒
の通学路の安全確保や搬入道路の整備費の観点から
は望ましいため、評価項目として設定する。 

4 
繁華街及び住居地域の通

過の有無 

繁華街や住居地域を通過しない候補地の方が、周辺
住民の生活環境への配慮や搬入道路の整備費の観点
からは望ましいため、評価項目として設定する。 

5 周辺道路の混雑度 

周辺道路の混雑度が低い候補地の方が、周辺住民の
生活環境への配慮や収集運搬効率の観点からは望ま
しいため、評価項目として設定する。 

合意形成 

の視点 

6 他市町村との距離 

他市町村までの距離がより遠い候補地の方が、周辺
住民の生活環境への配慮や合意形成の観点からは望
ましいため、評価項目として設定する。 

7 情報提供地・市有地 

情報提供地または市有地であれば、用地の確保等の
交渉に優位性が見込まれるため、評価項目として設
定する。 

8 土地所有者数 

地権者数が少ない候補地の方が、合意形成や用地取
得の可能性の観点からは望ましいため、評価項目と
して設定する。 

経済性 

の視点 

9 用地取得費 

用地整備費が安価となる候補地の方が、経済性の観
点からは望ましいため、評価項目として設定する。 

10 

想定される用地整備費 

（土地改良費、搬出入道路

整備費、ユーティリティー

（電気、上水道、下水道）

整備費を含む） 

11 
収集運搬に係る総走行距

離 

収集運搬に係る総走行距離が短い候補地の方が、収
集運搬費用は安価となり、経済性の観点からは望ま
しいため、評価項目として設定する。 
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表6-7 三次選定の配点 

評価の視点 評価項目 配点 

周辺環境 
への配慮 

1 住宅との距離 10 

50 

2 教育・医療福祉施設との距離 10 

3 通学路への配慮 10 

4 繁華街及び住居地域の通過の有無 10 

5 周辺道路の混雑度 10 

合意形成 

6 他市町村との距離 10 

30 7 情報提供地・市有地 10 

8 土地所有者数 10 

経済性 

9 用地取得費 10 

30 10 
想定される用地整備費 
（土地改良費、搬出入道路整備費、ユーティリティー（電
気、上水道、下水道）整備費を含む） 

10 

11 収集運搬に係る総走行距離 10 
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（１）住宅との距離 

最も近隣の住宅までの距離が遠い候補地を優先します。 

評価は、三次選定の目的が相対評価であることから、最も好条件となっている候補地

の得点が満点となり、その他の候補地は最も好条件となっている候補地との比例計算に

よって得点を算出します。 

ただし、「ダイオキシンのリスク評価（環境庁ダイオキシンリスク評価研究会監

修,1997）」において、新施設の煙突の高さが 100ｍであった場合においても、ダイオキ

シン類の最大着地濃度発生距離は約 900ｍであることを考慮し、住宅までの距離が 1,000

ｍ以上の場合は満点とします。 

なお、住宅までの距離が 100ｍ以下の地域は、一次選定において候補地抽出の除外エ

リアとなっています。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 
＜定量相対評価＞ 

（配点）×当該候補地の値/最も距離が遠い候補地の値 

（最大値：1,000、単位：ｍ） 

最も好条件となってい

る候補地とその他の候

補地を、相対評価で比較

します。 

Ｂ 

Ｃ 

 

（２）教育・医療福祉施設との距離 

最も近隣の教育・医療福祉施設までの距離が遠い候補地を優先します。 

評価は、三次選定の目的が相対評価であることを鑑み、最も好条件となっている候補

地の得点が満点となり、その他の候補地は最も好条件となっている候補地との比例計算

によって得点を算出します。 

ただし、「ダイオキシンのリスク評価（環境庁ダイオキシンリスク評価研究会監

修,1997）」において、新施設の煙突の高さが 100ｍであった場合においても、ダイオキ

シン類の最大着地濃度発生距離は約 900ｍであることを考慮し、教育・医療福祉施設ま

での距離が 1,000ｍ以上の場合は満点とします。 

なお、教育・医療福祉施設までの距離が 100ｍ以下の地域は、一次選定において候補

地抽出の除外エリアとなっています。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 
＜定量相対評価＞ 

（配点）×当該候補地の値/最も距離が遠い候補地の値 

（最大値：1,000、単位：ｍ） 

最も好条件となってい

る候補地とその他の候

補地を、相対評価で比較

します。 

Ｂ 

Ｃ 
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（３）通学路への配慮 

搬入道路の公共道路区間（幹線道路（国道、県道）から候補地まで）について、小学

校、中学校の通学路との交差や、交差を回避するために迂回等の対処を必要としない候

補地を優先します。なお、搬入道路の公共道路区間の定義は前出の図に示します。 

搬入道路の公共道路区間について、通学路への配慮が不要である候補地はＡ評価とし、

迂回等で対処が可能な候補地はＢ評価、通学路への配慮が必要であり、道路管理者へガ

ードレールや歩道の設置依頼等の対応が必要と考えられる候補地はＣ評価とします。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 通学路への配慮が不要 

通学路との干渉が少ない候補地の評価を

高くします。 

Ｂ 迂回等で対処が可能 

Ｃ 

通学路への配慮が必要であるため、

道路管理者へガードレールや歩道

の設置依頼等をする必要がある 

 

（４）繁華街及び住居地域の通過の有無 

搬入道路の公共道路区間（幹線道路（国道、県道）から候補地まで）について、繁華

街や住居地域を通過しない候補地を優先します。なお、搬入道路の公共道路区間の定義

は前出の図に示します。 

搬入道路の公共道路区間について、繁華街や住宅街を通過しない候補地をＡ評価とし、

迂回等で対処が可能な候補地はＢ評価、通過が避けられないため、道路管理者へガード

レールや歩道の設置依頼等をする必要がある候補地はＣ評価とします。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 繁華街や住宅街を通過しない 

繁華街や住宅街との干渉が少ない候補地の評価

を高くします。 

Ｂ 迂回等で対処が可能 

Ｃ 

繁華街や住宅街の通過が避け

られないため、道路管理者へ

ガードレールや歩道の設置依

頼等をする必要がある 
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（５）周辺道路の混雑度 

搬入道路の公共道路区間と幹線道路（国道、県道）が交差する地点の混雑度が低い候

補地を優先します。他市事例でも採用されている評価基準や日本道路協会の資料を参考

とし、混雑度が 1.25 未満となっている候補地をＡ評価、混雑度が 1.25 以上～1.75 未満

となっている候補地をＢ評価、混雑度が 1.75 以上となっている候補地をＣ評価としま

す。なお、評価に使用する混雑度の値は、令和４年３月時点における最新の調査結果で

ある、「平成 27 年度交通センサス調査結果」の値とします。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 混雑度 1.25 未満 
搬入道路の公共道路区間と幹線道路（国道、県

道）が交差する地点の混雑度が小さい候補地の

評価を高くします。 

Ｂ 混雑度 1.25 以上～1.75 未満 

Ｃ 混雑度 1.75 以上 

 

（参考）混雑度の目安 

混雑度 交通状況の推定 

1.0 未満 
昼間 12 時間を通して、道路が混雑することなく、円滑に走行でき

る。渋滞やそれに伴う極端な遅れはほとんどない。 

1.0～1.25 未満 
昼間 12 時間のうち道路が混雑する可能性のある時間が 1～2 時間

ある。何時間も混雑が連続するという可能性は非常に小さい。 

1.25～1.75 未満 

ピーク時間はもとより、ピーク時間を中心として混雑する時間帯が

加速度的に増加する可能性の高い状態。ピーク時のみから、日中の

連続的混雑への過渡状態と考えられる。 

1.75 以上 
道路が飽和していない時間がほとんどなくなる。慢性的混雑状態を

呈する。 

出典：道路の交通容量（日本道路協会,1984） 

 

（６）他市町村との距離 

他市町村との距離が遠い候補地を優先します。 

評価は、三次選定の目的が相対評価であることから、最も好条件となっている候補地

の得点が満点となり、その他の候補地は最も好条件となっている候補地との比例計算に

よって得点を算出します。 

ただし、「ダイオキシンのリスク評価（環境庁ダイオキシンリスク評価研究会監

修,1997）」において、新施設の煙突の高さが 100ｍであった場合においても、ダイオキ

シン類の最大着地濃度発生距離は約 900ｍであることを考慮し、他市町村との距離が

1,000ｍ以上の場合は満点とします。 
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評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 
＜定量相対評価＞ 

（配点）×当該候補地の値/最も距離が遠い候補地の値 

（最大値：1,000、単位：ｍ） 

最も好条件となってい

る候補地とその他の候

補地を、相対評価で比較

します。 

Ｂ 

Ｃ 

 

（７）情報提供地・市有地 

情報提供地または市有地である候補地を優先します。 

評価は、情報提供地かつ市有地である候補地をＡ評価、情報提供地または市有地のど

ちらかである候補地をＢ評価、情報提供地でも市有地でもない候補地をＣ評価とします。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 情報提供地かつ市有地 

情報提供地または市有地である候補地の評価を

高くします。 
Ｂ 情報提供地または市有地 

Ｃ 
情報提供地でも市有地でもな

い 

 

（８）土地所有者数 

土地所有者数が少ない候補地を優先します。ただし、公有地、法人は１人とみなしま

す。 

評価は、三次選定の目的が相対評価であることから、最も好条件となっている候補地

の得点が満点となり、その他の候補地は最も好条件となっている候補地との比例計算に

よって得点を算出します。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ ＜定量相対評価＞ 

（配点）×最も人数が少ない候補地の値/当該候補地の

値 

（単位：人） 

最も好条件となってい

る候補地とその他の候

補地を、相対評価で比較

します。 

Ｂ 

Ｃ 

 

（９）用地取得費 

用地取得費が低く抑えられる候補地を優先します。なお、面積を広く確保できる候補

地が不利とならないようにするため、取得する面積は２ha を基本とし、その候補地に新

美化センターを建設するためにどうしても必要な敷地が別途必要な場合はその面積の用

地取得費も含めることとします。 

評価は、三次選定の目的が相対評価であることから、相対評価の計算式による点数化

を検討しましたが、最も好条件となっている候補地の取得費が０円となった場合は計算
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ができないため、他市事例を参考に、各候補地の用地取得費の最大値から最小値を引い

た値を３分割して評価基準としました。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 
用地取得費が、各候補地の用地取得費の最大値

から最小値を引いた値の 1/3 未満 
用地取得に係るコストが低い

候補地の評価を高くします。 

なお、相対評価の計算式が使用

できないことから、各候補地の

用地取得費の最大値から最小

値を引いた値を 3 分割して基

準を設定します。 

Ｂ 
用地取得費が、各候補地の用地取得費の最大値

から最小値を引いた値の 1/3 以上、2/3 未満 

Ｃ 
用地取得費が、各候補地の用地取得費の最大値

から最小値を引いた値の 2/3 以上 

 

（１０）想定される用地整備費 

用地整備費が低く抑えられる候補地を優先します。 

用地整備費には土地改良費、搬出入道路整備費、ユーティリティー（電気、上水道、

下水道、ガス）整備費を含むこととしますが、ガスについては必ずしも接続する必要が

ない（重油、灯油等で代替できる）ため、対象外とします。また、下水道への接続が難

しい候補地については、必要と考えられる容量の浄化槽を設置することとして費用を算

出します。なお、算出する費用は、経費や消費税、各候補地で差が出ない項目は除いて

いるため、実際の工事費とは一致しません。 

 

評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 
＜定量相対評価＞ 

（配点）×最も用地整備費が低い候補地の値/当該候補地の値 

（単位：円） 

最も好条件となって

いる候補地とその他

の候補地を、相対評

価で比較します。 

Ｂ 

Ｃ 

 

（１１）収集運搬に係る総走行距離 

収集運搬に係る総走行距離が短い候補地を優先します。 

総走行距離は、本市を候補地毎に町単位でエコパークあぼしの収集範囲と新美化セン

ターの収集範囲に分け、各町と候補地までの距離（直線距離）と往復回数から算出しま

す。また、三次選定の目的が相対評価であることから、最も好条件となっている候補地

の得点が満点となり、その他の候補地は最も好条件となっている候補地との比例計算に

よって得点を算出します。 
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評価 評価基準 評価基準の設定根拠 

Ａ 
＜定量相対評価＞ 

（配点）×最も距離が短い候補地の値/当該候補地の値 

（単位：ｍ） 

最も好条件となってい

る候補地とその他の候

補地を、相対評価で比較

します。 

Ｂ 

Ｃ 

 

２．三次選定結果の算出方法 

三次選定結果は、各候補地の各評価項目における得点の合計を総合点として算出します。

よって、総合点の順位が候補地の順位となり、最も総合点が高い候補地を優先候補地としま

す。 
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第７章 施設規模の検討 

第１節 ごみ処理量 

 

実際の整備時期及び整備内容については、今後の社会状況等も踏まえて施設整備基本計画時

に検討しますが、ここでは現段階で想定される処理対象物に基づき施設規模を算定します。 

 

１．処理対象物 

新美化センターの処理対象物は、現在、市川美化センター及びエコパークあぼしで焼却ま

たは溶融処理を行っているごみと同様とすることを予定し、可燃ごみ及び粗大ごみ（可燃性）

とします。 

なお、第４章 第２節 ４．（４）に示したようにプラスチックに係る資源循環の促進等

に関する法律により、プラスチック製容器包装以外のプラスチック廃棄物も資源化を促進す

るとされています。同法律の第６条において市町村は、プラスチック廃棄物の分別収集及び

分別収集物の再商品化について努力義務が課せられています。現在は、プラスチック製容器

包装の分別収集を行っていますが、その他のプラスチック廃棄物は可燃ごみとして収集して

いるため、プラスチック廃棄物を分別収集するとした場合は処理対象物となる可燃ごみ量が

変更となることに留意が必要です。 

 

２．計画処理量 

本市では、令和５年３月に「３Ｒが浸透したライフスタイルを実践する市民と環境配慮型

ビジネススタイルを確立した事業者と循環型社会の実現に向けた基盤づくりに努める行政が

それぞれの役割を果たしつつ、３者が協力し合って、環境にやさしく（Ｅcological）、快適

で（Ｃomfortable）、姫路らしい（Ｏriginal）まちづくりに取り組み、未来に誇れるＥＣＯ

な都市を目指す。」を基本理念とした「姫路市一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。

「姫路市一般廃棄物処理基本計画」は、令和５年度から令和 14 年度までを計画期間とし、計

画期間中の本市におけるごみの収集量や処理量を予測しています。 

 

 

 

 

 

  

予測値確定後に記載 
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第２節 施設規模 

１．施設規模 

（１）施設規模算定式 

焼却施設の規模は、「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版（公益社団法

人全国都市清掃会議）」で示された算出式を参考に、以下のとおり算出することとしま

す。 

施設規模＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率 

実稼働率：（365 日－年間停止日数）÷365 日≒76.7％ 年間停止日数：85 日 

調整稼働率：0.96 故障・一時休止・能力低下による係数 

 

（２）処理量 

本市では一般廃棄物処理基本計画においてごみ量予測を行っており、焼却処理量は

年々減少すると予測しています。焼却施設は令和●●度稼働開始が想定されることから、

施設規模として最大となる令和●●年度の数値を用いることとします。 

 

表1-1  焼却施設の処理量 

品目 年間処理量（ｔ/年） 
計画年間日平均処理量 

（ｔ/日） 

可燃ごみ  － 

粗大可燃  － 

小計   

災害廃棄物 小計の 10％ － 

合計   

 

計画年間日平均処理量：●●ｔ/日（災害廃棄物 10％含む） 

実稼働率：76.7％（（365 日－年間停止日数）÷365 日） 

調整稼働率：0.96（故障・一時休止・能力低下による係数） 

施設規模＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率 

    ＝●●ｔ/日÷76.7％÷0.96 

    ＝●●ｔ/日⇒●●ｔ/日 

 

 

２．計画ごみ質 

 

 

予測値確定後に記載 
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第８章 公害防止基準の検討 

第１節 関係法令における基準等 

１．大気（排ガス） 

本施設は、大気汚染防止法（以下「大防法」という。）施行令（昭和 43 年 11 月 30 日政令

第 329 号）第２条別表第１の 13 廃棄物焼却炉に該当することから、大防法のばい煙発生施

設となります。 

焼却施設から排出される排ガスに対しては、大防法によって、ばいじんや塩化水素（HCl）、

硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）についての排出基準が定められています。大防法では、

国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係

る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の

保護を図ることを目的としています。また、廃棄物処理法及びダイオキシン類対策特別措置

法（以下「ダイオキシン類特措法」という。）においてダイオキシン類の排出基準が定められ

ています。 

関係法令による各種有害物質の排出基準値を以下に示します。 

（１）ばいじん 

ばいじんは、燃焼又は熱源としての電気の使用に伴って発生し、粒径が微小（10µm 以

下）であるため大気中に長期間滞留し、肺や気管などに沈着して、呼吸器に影響を及ぼ

します。 

新設の廃棄物焼却炉に適用される排出基準を表 8-1 に示します。 

 

表8-1 大防法によるばいじんの排出基準 

区分 処理能力 排出基準 

廃棄物焼却炉 

４t/h 以上 0.04g/N ㎥ 

２t/h 以上４t/h 未満 0.08g/N ㎥ 

２t/h 未満 0.15g/N ㎥ 

（大防法施行規則別表第 2） 

 

（２）塩化水素 

焼却施設から排出される塩化水素濃度は、ごみ質によって変化します。発生原因物質

は主として塩化ビニル系プラスチックと考えられますが、食塩等の無機塩化物からも塩

化水素が発生します。 

塩化水素（HCl）の排出基準は、大防法により、炉形式や排出ガス量等に関わらず 700

㎎/N ㎥（約 430ppm）以下と定められています。 
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（３）硫黄酸化物 

硫黄酸化物（SOx）は、硫黄(S)と酸素(O)の化合物で、亜硫酸ガス（二酸化硫黄）や無

水硫酸などの総称です。植物の枯死、人体の呼吸器系疾患などをもたらします。また、

無水硫酸は吸湿性が強く、酸性雨の原因ともなります。ごみ中には、硫黄が含まれるこ

とから、燃焼に伴い硫黄酸化物が発生します。 

硫黄酸化物については、大防法により、ばい煙発生施設毎にその排出口（煙突）の高

さや煙突内筒の口径に応じて排出量を定める「Ｋ値規制方式」がとられており、次に示

す式により算出した硫黄酸化物の排出量（q)を限度としています。なお、Ｋ値は地域毎

に定められており、Ｋ=1.75（旧家島町、旧夢前町、旧香寺町及び旧安富町はＫ＝17.5）

に該当します。 

ｑ＝Ｋ×10-3×Ｈｅ2 

 ｑ：硫黄酸化物の許容排出量（N ㎥/h） 

 Ｋ：地域別に定められた値 

 Ｈｅ：補正された排出口の高さ（ｍ） 

 

また、大防法により、すべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において定格で使用

される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものの合計量が１時間当たり 0.3kL 以上

である場合、大気汚染防止法の規定に基づく硫黄酸化物の総量規制基準が定められてい

ます。廃棄物焼却炉で焼却される焼却物は１t が重油 0.45kL に相当するとされてお

り、硫黄酸化物の総量規制基準は次に示す式により算出されます。 

【総量規制基準】 

Ｑ＝3.51Ｗ0.85＋0.3×3.51｛（Ｗ＋Ｗｉ）0.85－Ｗ0.85｝ 

Ｑ  ：排出が許容される硫黄酸化物の量（N ㎥/h） 

Ｗ  ：特定工場等に設置されているすべての硫黄酸化物に係るばい煙発生施設を定格 

能力で運転する場合における１時間当たりの原燃料の合計量（重油換算）（Ｗｉを除

く。）（kL/h） 

Ｗｉ：特定工場等に昭和 52 年 10 月１日以後に設置されるすべての硫黄酸化物に係るばい煙

発生施設を定格能力で運転する場合における１時間当たりの原燃料の合計量（重油換

算）（kL/h） 

 

なお、総量規制基準の対象とならない場合（原燃料の合計量（重油換算）が 0.3kL/h 未満）

については、表 8-2 に示す燃料使用基準が適用されます。 

【燃料使用基準】 

表8-2 大防法による燃料使用基準 

燃料の種類 燃料使用基準（硫黄含有率） 

重油その他の石油系燃料 0.67％以下 
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（４）窒素酸化物 

窒素酸化物（NOx）は一酸化窒素（NO）と二酸化窒素（NO₂）を主体とし、物の燃焼に

伴い必然的に発生します。窒素酸化物は高温燃焼の過程で、ほとんどが一酸化窒素の形

で生成され、これが大気中に排出された後、酸化されて二酸化窒素となります。この反

応の過程で、紫外線や炭化水素が関与してオゾンなどの過酸化物を二次的に生成し、気

象条件などの特殊な条件が備わると、光化学スモッグが形成されると考えられています。 

窒素酸化物（NOx）の排出基準は、大防法により、連続炉であれば排出ガス量に関わら

ず適用され、間欠炉の場合においても排ガス量が４万 N ㎥/h 以上であれば適用されま

す。 

廃棄物焼却炉に適用される窒素酸化物の排出基準を表 8-3 に示します。 

 

表8-3 大防法による窒素酸化物の排出基準 

区分 炉形式 排出ガス量 排出基準 

廃棄物焼却炉 
連続炉 ― 250ppm 

間欠炉 ４万 N ㎥/h 以上 250ppm 

（大防法施行規則別表第３の２） 

 

（５）ダイオキシン類 

ダイオキシン類は、有機化合物が塩素の存在下で 300～500℃程度の高温に加熱される

ときに生成されます。ダイオキシン類には毒性があり、発がん性を促進する作用や免疫

機能低下などを引き起こします。 

ダイオキシン類については、廃棄物処理法及びダイオキシン類特措法において、排出

基準が定められており、廃棄物焼却炉には焼却能力に応じて、表 8-4 に示す基準が適用

されます。なお、法規制値とは別にごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドラ

イン（以下「ガイドライン」という。）において新設炉の恒久対策の基準として 0.1ng-

TEQ/N ㎥以下にすることが望ましいとされています。 

 

表8-4 ダイオキシン類の排出基準 

区分 処理能力 排出基準 

廃棄物焼却炉 

４t/h 以上 0.1ng-TEQ/N ㎥ 

２t/h 以上４t/h 未満 １ng-TEQ/N ㎥ 

２t/h 未満 ５ng-TEQ/N ㎥ 

（ダイオキシン類特措法施行規則別表第１） 
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（６）水銀 

水銀については、平成 28 年９月 26 日付で環境省水・大気環境局から「大気汚染防止

法の一部を改正する法律等の施行について」の通知があり、改正された大防法により、

新設の場合はガス状水銀及び粒子状水銀を合計した全水銀 30µg/N ㎥以下（既設の場合

の規制値は 50µg/N ㎥以下）と定められています。 

 

（７）一酸化炭素濃度 

一酸化炭素濃度の排出基準は、廃棄物処理法において定められており、ガイドライン

において指針が示されています。 

ダイオキシン類は、ごみの燃焼状態が悪くなると発生量が増加する傾向にあるため、

発生量を抑制するには完全燃焼させる必要があります。燃焼状態を示す指標としては、

一酸化炭素（CO）の濃度があり、濃度が低いほど完全燃焼していることになります。 

廃棄物処理法施行規則第４条の５では、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の

濃度が 100ppm（酸素濃度 12％換算値の１時間平均値）となるようにごみを焼却すること

としています。 

また、ガイドラインでは、煙突出口の一酸化炭素濃度を 30ppm 以下（酸素濃度 12％換

算値の４時間平均値）にすることが示されています。 

 

（８）その他 

一定規模以上の廃棄物焼却炉（大防法の規模対象未満）は、兵庫県環境の保全と創造

に関する条例（以下「環境保全条例」という。）により工場等における事業活動に伴っ

て生ずる、ばい煙中のばいじん、硫黄酸化物等に関して規制基準が定められています。

また、環境保全条例に規定する規制基準を表 8-5 に示します。 

 

表8-5 条例による規制基準（ばいじん及び硫黄酸化物） 

項目 区分 規制基準 

ばいじん 平成 11 年 10 月１日以降に設置 0.15g/N ㎥ 

硫黄酸化物 

姫路市（旧家島町､旧夢前町､旧香寺町､

旧安富町を除く） 
Ｋ値規制（Ｋ＝1.75） 

姫路市（旧家島町､旧夢前町､旧香寺町､

旧安富町） 
Ｋ値規制（Ｋ＝17.5） 

（環境保全条例の規定に基づく工場等における規制基準別表第１、別表第２） 
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２．排水 

（１）河川・海域への排水 

一般廃棄物処理施設の焼却施設については、ごみ処理能力が 200 ㎏/h 以上又は火格子

面積が２㎥以上であり、排水の公共用水域への放流があれば、水質汚濁防止法（以下「水

濁法」という。）の特定施設となり、排水に対して同法が適用されます。排水基準は、

水濁法第３条に基づき工場及び事業場から排水される水に対し、公共用水域の水質汚濁

防止と人の健康保護ならびに生活環境保全を図るために設けられたものです。排水基準

値として、省令で定められている一律排水基準と、都道府県が必要に応じて定める上乗

せ排水基準、横出し排水基準があり、兵庫県においては水質汚濁防止法第３条第３項の

排水基準に関する条例にて排水基準の上乗せ排水基準、横出し排水基準が定められてい

ます。 

なお、水濁法において有害物質以外のものに係る排水基準については、１日当たりの

平均的な排出水量が 50 ㎥以上（条例の上乗せ排水基準については、排水量が 30 ㎥以上）

である工場又は事業場について適用することとなっています。排水基準については表 8-

6 及び表 8-7 に示します。 
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表8-6 排水基準（有害物質に係る項目） 

有害物質の種類 一律排水基準 上乗せ排水基準 

カドミウム及びその化合物 0.03㎎/L以下 ― 

シアン化合物 １㎎/L以下 0.3㎎/L 

有機燐化合物（ﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁﾙﾊﾟﾗﾁｵﾝ､ﾒﾁﾙｼﾞﾒﾄﾝ

及びＥＰＮに限る） 
１㎎/L以下 0.3㎎/L 

鉛及びその化合物 0.1㎎/L以下 ― 

六価クロム化合物 0.5㎎/L以下 0.1㎎/L 

砒素及びその化合物 0.1㎎/L以下 0.05㎎/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005㎎/L以下 ― 

アルキル水銀化合物 検出されないこと ― 

ポリ塩化ビフェニル 0.003㎎/L以下 ― 

トリクロロエチレン 0.1㎎/L以下 ― 

テトラクロロエチレン 0.1㎎/L以下 ― 

ジクロロメタン 0.2㎎/L以下 ― 

四塩化炭素 0.02㎎/L以下 ― 

1,2-ジクロロエタン 0.04㎎/L以下 ― 

1,1-ジクロロエチレン １㎎/L以下 ― 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4㎎/L以下 ― 

1,1,1-トリクロロエタン ３㎎/L以下 ― 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06㎎/L以下 ― 

1,3-ジクロロプロペン 0.02㎎/L以下 ― 

チウラム 0.06㎎/L以下 ― 

シマジン 0.03㎎/L以下 ― 

チオベンカルブ 0.2㎎/L以下 ― 

ベンゼン 0.1㎎/L以下 ― 

セレン及びその化合物 0.1㎎/L以下 ― 

ほう素及びその化合物 
海域以外        10㎎/L以下 

海 域       230㎎/L以下 
― 

ふっ素及びその化合物 
海域以外        ８㎎/L以下 

海 域        15㎎/L以下 
― 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸

化合物及び硝酸化合物 

１Lにつきアンモニア性窒素

に0.4を乗じたもの、亜硝酸性

窒素及び硝酸性窒素の合計量

100㎎/L以下 

― 

1,4-ジオキサン 0.5㎎/L ― 

(昭和 46 年６月 21 日総理府令第 35 号別表第１) 

(昭和 49 年３月 27 日兵庫県条例第 18 号別表第１) 
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表8-7 排水基準（有害物質以外のものに係る排水基準） 

項 目 一律排水基準 上乗せ排水基準※ 

水素イオン濃度 

（pH） 

海域以外   5.8 以上 

8.6 以下 

海 域   5.0 以上 

9.0 以下 

― 

生物化学的酸素要求量（BOD） 
160 ㎎/L 

(日間平均 120 ㎎/L)以下 

40 ㎎/L 

(日間平均 30 ㎎/L)以下 

化学的酸素要求量（COD） 
160 ㎎/L 

(日間平均 120 ㎎/L)以下 

40 ㎎/L 

(日間平均 30 ㎎/L)以下 

浮遊物質量（SS） 
200 ㎎/L 

(日間平均 150 ㎎/L)以下 

50 ㎎/L 

(日間平均 40 ㎎/L)以下 

ノルマルヘキサン抽出物質含

有量（鉱油類含有量） 
５㎎/L 以下 １㎎/L 以下 

ノルマルヘキサン抽出物質含

有量(動植物油脂類含有量) 
30 ㎎/L 以下 ５㎎/L 以下 

フェノ－ル類含有量 ５㎎/L 以下 0.1 ㎎/L 以下 

銅含有量 ３㎎/L 以下 0.5 ㎎/L 以下 

亜鉛含有量 ２㎎/L 以下 1.5 ㎎/L 以下 

溶解性鉄含有量 10 ㎎/L 以下 ２㎎/L 以下 

溶解性マンガン含有量 10 ㎎/L 以下 ２㎎/L 以下 

クロム含有量 ２㎎/L 以下 0.6 ㎎/L 以下 

大腸菌群数 
日間平均 

3,000 個/㎤以下 
日間平均 800個/㎤以下 

窒素含有量 
120 ㎎/L 

(日間平均 60 ㎎/L)以下 
― 

燐含有量 
16 ㎎/L 

(日間平均８ ㎎/L)以下 
― 

ふっ素含有量 ― ― 

※その他の特定事業場（その他の業種又は施設）：排水量 30～100m³/日未満。

排水量 30m³/日未満の場合

は適用外。 

(昭和 46 年６月 21 日総理府令第 35 号別表第２) 

(昭和 49 年３月 27 日兵庫県条例第 18 号別表第２) 
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また、水濁法及び瀬戸内海環境保全特別措置法より姫路市は指定地域に指定されてお

り、一日当たりの平均的な排出水量が 50 ㎥以上である場合、化学的酸素要求量（COD）、

窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準が適用されます。総量規制基準（業種：ごみ処

理業）は次に示す式により算出されます。 

化学的酸素要求量（COD）の総量規制基準 

 Ｌｃ＝30×Ｑ×10-3 

 Ｌｃ ：化学的酸素要求量（COD）の総量規制基準（㎏/日） 

 Ｑ ：一日の平均排出水量（㎥/日） 

 

窒素含有量の総量規制基準 

 Ｌn＝15×Ｑ×10-3 

 Ｌn ：窒素含有量の総量規制基準（㎏/日） 

 Ｑ ：一日の平均排出水量（㎥/日） 

 

りん含有量の総量規制基準 

 Ｌp＝２×Ｑ×10-3 

 Ｌp ：りん含有量の総量規制基準（㎏/日） 

 Ｑ ：一日の平均排出水量（㎥/日） 

 

（２）下水道への排水 

排水を下水道に放流する場合は本市の排除基準が適用され、排除基準を表 8-8 に示し

ます。 
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表8-8 排除基準（下水道法に係る基準） 
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（３）ダイオキシン類 

ダイオキシン類については、ダイオキシン類特措法において、水質排出基準が定めら

れており、排出基準を表 8-9 に示します。 

 

表8-9 ダイオキシン類の水質排出基準 

処理能力 排出基準 

火床面積が 0.5 ㎡以上又は焼却能力が 50 ㎏/h

以上の廃棄物焼却炉であって、廃ガス洗浄施設又

は湿式集じん施設を有する施設、あるいは灰の貯

留施設から汚水又は廃液を排出するもの。 

10pg-TEQ/L 以下 

(ダイオキシン類特措法施行規則別表第２) 

 

３．騒音・振動 

（１）騒音 

騒音規制法では、著しい騒音を発生する施設を特定施設として定めており、市長が騒

音規制法の規定に基づき、規制地域を指定し、指定地域内の特定工場（特定施設を設置

する工場又は事業場）における規制基準を定めています。また、環境保全条例及び姫路

市公害防止条例においても特定施設及び規制基準を定めており、その基準は騒音規制法

と同じです。騒音に係る指定地域及び区域の区分を表 8-10 に、規制基準を表 8-11 に示

します。 

 

表8-10 騒音に係る指定地域及び区域の区分 

区域の区分 用途地域 

第１種区域 第１種・第２種低層住居専用地域 

第２種区域 
第１種・第２種中高層住居専用地域、第１種・第２種住居地域、準住居地域、

市街化調整区域 

第３種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 

第４種区域 工業地域 

（備考）１ 指定地域は、市街化調整区域の一部（揖保川（中川を含む）、市川）及び工業専用地域

の一部を除く市内全域です。 

２ 第２種区域と第４種区域又は工業専用地域が接している区域は、第４種区域及び工業

専用地域の一部（50ｍの範囲内）を第３種区域とします。（旧香寺町地域、旧家島町地

域を除く。） 

３ 都市計画区域外の地域における区域の区分は、市役所に据え置いた騒音規制図による

ものとします。 
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表8-11 騒音に係る規制基準 

時間の区分 

 

区域の区分 

昼間 朝夕 夜間 

午前８時～午後６時 午前６時～午前８時 

午後６時～午後 10 時 

午後 10 時～翌午前６時 

第１種区域 50 デシベル 45 デシベル 40 デシベル 

第２種区域 60 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 

第３種区域 65 デシベル 60 デシベル 50 デシベル 

第４種区域 70 デシベル 70 デシベル 60 デシベル 

（備考）１ 第２種区域、第３種区域又は第４種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診

療所（患者の収容施設を有するもの）、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定

こども園の敷地の周囲 50ｍの区域内における当該基準は、表の値から５デシベル減じ

た値とします。 

２ 都市計画法第８条第１項第１号及び第９号に掲げる工業専用地域又は臨港地区が第２

種区域、第３種区域又は第４種区域と隣接する場合、当該工業専用地域及び臨港地区

のうち、第２種区域、第３種区域又は第４種区域との境界線から 100ｍの区域内にお

ける規制基準は、第４種区域の規制基準によるものとします。 

 

（２）振動 

振動規制法において、著しい振動を発生する施設が特定施設として定められており、

市長が振動規制法の規定に基づき、規制地域を指定し、指定地域内の特定工場における

規制基準を定めています。また、環境保全条例においても特定施設及び規制基準を定め

ており、その基準は振動規制法と同じです。振動に係る指定地域及び区域の区分を表 8-

12 に、規制基準を表 8-13 に示します。 

 

表8-12 振動に係る指定地域及び区域の区分 

区域の区分 用途地域 

第１種区域 
第１種・第２種低層住居専用地域、第１種・第２種中高層住居専用地域、

第１種・第２種住居地域、準住居地域、市街化調整区域 

第２種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

（備考）１ 指定地域は、市街化調整区域の一部（揖保川（中川を含む）、市川）及び工業専用

地域の一部を除く市内全域です。 

２ 都市計画区域外の地域における区域の区分は、市役所に据え置いた振動規制図に

よるものとします。 
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表8-13 振動に係る規制基準 

時間の区分 

区域の区分 

昼間 夜間 

午前８時～午後７時 午後７時～翌日午前８時 

第１種区域 60 デシベル 55 デシベル 

第２種区域 65 デシベル 60 デシベル 

（備考）第１種区域又は第２種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所（患者の

収容施設を有するもの）、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の

敷地の周囲 50m の区域内における当該基準は、表の値から５デシベル減じた値としま

す。 
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４．悪臭 

悪臭防止法では、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必

要な規制を行うこと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とし

ています。同法では、市長が規制地域及び規制地域内の工場等での敷地境界や排出口、排出

水中における規制基準を定めることとされています。それに伴って、姫路市では悪臭防止法

の規定に基づく悪臭物質の排出を規制する地域において悪臭物質の規制基準を定めていま

す。敷地境界線や排出口、排出水中の規制基準をそれぞれ表 8-14、表 8-15 及び表 8-16 に

示します。 

 

表8-14 工場・事業場の敷地境界線における規制基準 

悪臭物質名 

姫路市における規制基準 

（ppm） 

順応地域 一般地域 

アンモニア ５ １ 

メチルメルカプタン 0.01 0.002 

硫化水素 0.2 0.02 

硫化メチル 0.2 0.01 

二硫化メチル 0.1 0.009 

トリメチルアミン 0.07 0.005 

アセトアルデヒド 0.5 0.05 

プロピオンアルデヒド 0.5 0.05 

ノルマルブチルアルデヒド 0.08 0.009 

イソブチルアルデヒド 0.2 0.02 

ノルマルバレルアルデヒド 0.05 0.009 

イソバレルアルデヒド 0.01 0.003 

イソブタノール 20 0.9 

酢酸エチル 20 ３ 

メチルイソブチルケトン ６ １ 

トルエン 60 10 

スチレン ２ 0.4 

キシレン ５ １ 

プロピオン酸 0.2 0.03 

ノルマル酪酸 0.006 0.001 

ノルマル吉草酸 0.004 0.0009 

イソ吉草酸 0.01 0.001 

（備考）順応地域：主として工業の用に供されている地域その他悪

臭に対する順応の見られる地域 

一般地域：順応地域以外の地域 
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表8-15 排出口における流量又は濃度に係る規制基準 

悪臭物質の種類 流量の許容限度 

アンモニア ｑ＝0.108×He2・Cm 

 この式において、ｑ、He および Cm は、それぞれ次の値を

表します。 

 ｑ：流量（温度零度、圧力１気圧の状態に換算した㎥/h） 

 He：悪臭防止法施行規則第３条第２項の規定により補正さ

れた排出口の高さ（m） 

 Cm：敷地境界の規則基準として定められた値(ppm） 

 

補正された排出口の高さが５m 未満となる場合についてはこ

の式は適用しないものとします。 

硫化水素 

トリメチルアミン 

プロピオンアルデヒド 

ノルマルブチルアルデヒド 

イソブチルアルデヒド 

ノルマルバレルアルデヒド 

イソバレルアルデヒド 

イソブタノール 

酢酸エチル 

メチルイソブチルケトン 

トルエン 

キシレン 

 

表8-16 排出水中における濃度に係る規制基準 

悪臭物質の種類 排出水の量 ｋ 濃度の許容限度 

メチルメルカプ

タン 

0.001 ㎥/秒以下 16 ＣLm＝ｋ×Ｃm 

 この式において、ＣLm、ｋ及びＣmは、それ

ぞれ次の値を表します。 

  ＣLm：排出水中の濃度（㎎/L） 

  ｋ ：特定悪臭物質の種類及び当該事業

場から敷地外に排出される排出

水の量ごとに掲げる値（㎎/L） 

  Ｃm ：敷地境界の規則基準として定めら 

     れた値（ppm） 

 

メチルメルカプタンについては、算出した排

出水中の濃度の値が 0.002 ㎎/L 未満の場合に

係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、

0.002 ㎎/L とします。 

0.001 ㎥/秒を超え、 

0.1 ㎥/秒以下 
3.4 

0.1 ㎥/秒を超える 0.71 

硫化水素 

0.001 ㎥/秒以下 5.6 

0.001 ㎥/秒を超え、 

0.1 ㎥/秒以下 
1.2 

0.1 ㎥/秒を超える 0.26 

硫化メチル 

0.001 ㎥/秒以下 32 

0.001 ㎥/秒を超え、 

0.1 ㎥/秒以下 
6.9 

0.1 ㎥/秒を超える 1.4 

二硫化メチル 

0.001 ㎥/秒以下 63 

0.001 ㎥/秒を超え、 

0.1 ㎥/秒以下 
14 

0.1 ㎥/秒を超える 2.9 
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５．焼却灰及び飛灰 

廃棄物焼却炉から排出される焼却残渣（焼却主灰、集じん灰、飛灰）等の処分にあたって

は、廃棄物処理法及びダイオキシン類特措法で処理基準が定められています。適用される基

準として、飛灰の溶出基準及び飛灰等に係るダイオキシン類の基準を以下の表に示します。 

 

表8-17 飛灰の溶出基準 

項  目 基準値 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

水銀又はその化合物 0.005mg/L以下 

カドミウム又はその化合物 0.09mg/L 以下 

鉛又はその化合物 0.3mg/L以下 

六価クロム化合物 1.5mg/L以下 

砒素又はその化合物 0.3mg/L以下 

セレン又はその化合物 0.3mg/L以下 

1.4-ジオキサン 0.5mg/L以下 

 

表8-18 飛灰等に係るダイオキシン類の処理基準 

項  目 基準値 

ダイオキシン類 ３ng-TEQ/g 以下 
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第２節 公害防止基準値の検討 

１．大気 

（１）本市や周辺自治体の設定事例 

本市の既存施設の自主基準値を表 8-19 に示します。また、周辺自治体で現在稼働して

いる施設の中でも稼働年月が新しい焼却施設の自主基準値を表 8-20 に示します。 

自主基準値については、大防法等で規制される排出基準と同等かそれ以上に厳しい自

主基準が通例的に設定されることが多いです。なお、通常の運転においては公害防止基

準よりもさらに低い値を運転管理値として設定し、その値を目標として運転されること

が一般的です。 

 

表8-19 既存施設の自主基準値 

項 目 市川美化センター エコパークあぼし 

稼働年月 平成４年４月 平成 22 年４月 

施設規模（t/日） 330 402 

ばいじん（g/N ㎥） 0.03 0.01 

塩化水素（ppm） 30 10 

硫黄酸化物（ppm） 30 10 

窒素酸化物（ppm） 125 50 

一酸化炭素（ppm） ― 30※1 

ダイオキシン類 

（ng-TEQ/N ㎥） 
1.0 0.05 

水銀（μg/N ㎥） ― ― 

 ※1：４時間平均値 

 ※2：１時間平均値 

 ※3：何時間平均値の基準であるか不明 
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表8-20 周辺自治体における自主基準値（1/3） 

項 目 

兵庫県 奈良県 和歌山県 滋賀県 

高砂市 

やまと広域 

環境衛生事務 

組合 

紀の海広域 

施設組合 
大津市 守山市 

エコクリーン

ピアはりま 

やまとクリー

ンセンター 

紀の海クリー

ンセンター 

北部クリーン

センター 

もりやまエコ

パーク環境 

センター 

稼働年月 令和４年６月 平成 29 年４月 平成 28 年３月 令和４年７月 令和３年 10 月 

施設規模（t/日） 429 120 135 175 71 

ばいじん（g/N ㎥） 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

塩化水素（ppm） 10 50 50 50 50 

硫黄酸化物（ppm） 10 20 20 30 30 

窒素酸化物（ppm） 30 50 50 50 50 

一酸化炭素（ppm） 30※3 ― 30※3 ― ― 

ダイオキシン類 

（ng-TEQ/N ㎥） 
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

水銀（μg/N ㎥） 30 50 50 30 30 

 ※1：４時間平均値 

 ※2：１時間平均値 

 ※3：何時間平均値の基準であるか不明 

 

表 8-20 周辺自治体における自主基準値（2/3） 

項 目 

京都府 

京都市 
城南衛生 

管理組合 
木津川市 宮津与謝環境組合 

南部クリーンセンタ

ー第２工場 
クリーンパーク折居 

環境の森センタ

ー・きづがわ 

宮津与謝クリーン

センター 

稼働年月 令和元年９月 平成 30 年４月 平成 30 年９月 令和２年７月 

施設規模（t/日） 500 115 94 30 

ばいじん（g/N ㎥） 0.01 0.01 0.01 0.01 

塩化水素（ppm） 10 20 50 184 

硫黄酸化物（ppm） 10 20 30 30 

窒素酸化物（ppm） 30 80 50 250 

一酸化炭素（ppm） ― 30※1 ― ― 

ダイオキシン類 

（ng-TEQ/N ㎥） 
0.1 0.1 0.05 0.1 

水銀（μg/N ㎥） 50 50 50 30 

 ※1：４時間平均値 

 ※2：１時間平均値 

 ※3：何時間平均値の基準であるか不明 
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表 8-20 周辺自治体における自主基準値（3/3） 

項 目 

大阪府 

最小値 
寝屋川市 

四條畷市交野市清掃

施設組合 
高槻市 

寝屋川市クリーン

センター 

四交クリーン 

センター 
第三工場 

稼働年月 平成 30 年４月 平成 30 年２月 平成 31 年３月 
 

施設規模（t/日） 200 125 150 

ばいじん（g/N ㎥） 0.01 0.01 0.01 0.01 

塩化水素（ppm） 20 20 10 10 

硫黄酸化物（ppm） 20 20 10 10 

窒素酸化物（ppm） 30 30 50 30 

一酸化炭素（ppm） ― 100※3 ― 30※1 

ダイオキシン類 

（ng-TEQ/N ㎥） 
0.05 0.1 0.05 0.05 

水銀（μg/N ㎥） 50 50 50 30 

 ※1：４時間平均値 

 ※2：１時間平均値 

 ※3：何時間平均値の基準であるか不明 

 

（２）自主基準値の検討 

焼却施設として新美化センターを整備する場合は、信頼性の高い排ガス処理設備の導

入や、適切な運転管理の継続により、環境保全に取り組む施設とするため、排ガスの自

主基準値は関係法令による排出基準より厳しいもので検討します。また、新美化センタ

ーにおける排ガスの自主基準値は、周辺自治体の事例を踏まえて検討します。 

 

２．排水・騒音・振動・悪臭 

立地場所によるため、立地場所の進捗状況に併せて検討します。 
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第９章 施設整備スケジュール 

 

  



 

114 

第１０章 財政計画 

第１節 事業方式の検討 

１．事業方式の整理 

一般廃棄物施設の整備及び運営事業において採用されている一般的な事業方式を表 10-1

に示します。また、各事業方式における施設の設計、建設、運営等の実施主体を表 10-2 に示

します。 

 

表10-1  事業方式の概要 

事業方式 内容 

公
設 

公
営 

ＤＢ方式 

[Design Build] 

公共が施設の設計・建設を民間事業者へ発注する方式です。公共

が資金調達を行い、施設を建設し、建設・運営期間中において、公

共が施設を所有し、施設の運営も公共が行います。 

Ｐ
Ｐ
Ｐ
手
法 

公
設
民
営 

ＤＢ＋Ｏ方式 

[Design Build + Operate] 

（運営の長期包括民間委託） 

公共が施設の設計・建設並びに施設の運営を民間事業者へ発注す

る方式です。公共が資金調達を行い、施設を建設し、建設・運営期

間中において、公共が施設を所有します。また、設計・建設とは別

に施設の運営を包括的に民間事業者に長期間委託します。 

ＤＢＯ方式 

[Design Build Operate] 

民間事業者が施設の運営の長期契約を行うことを踏まえて、施設

の設計・建設を行う方式です。公共が資金調達を行い、施設を建設

し、建設・運営期間中において、公共が施設を所有します。さらに、

民間事業者が施設の運営を包括的に行います。 

ＤＢＭ方式 

[Design Build 

Maintenance] 

民間事業者が施設の維持管理の長期契約を行うことを踏まえて、

施設の設計・建設を行う方式です。公共が資金調達を行い、施設の

建設及び運転を行います。また、建設・運営期間中において、公共

が施設を所有します。民間事業者は施設の維持管理を行います。 

Ｐ
Ｆ
Ｉ
手
法 

民
設
民
営 

ＢＴＯ方式 

[Build Transfer 

Operate] 

施設の設計・建設、長期運営を一括して民間事業者に委託する方

式です。民間事業者が資金を調達して施設の建設を行いますが、施

設完成後は、公共が施設を所有します。 

ＢＯＴ方式 

[Build Operate 

Transfer] 

施設の設計・建設、長期運営を一括して民間事業者に委託する方

式です。民間事業者が資金を調達して施設の建設を行い、施設の運

営期間中は民間事業者が所有し、事業期間終了後に施設の所有権を

公共へ移転します。 

ＢＯＯ方式 

[Build Own 

Operate] 

施設の設計・建設、長期運営を一括して民間事業者に委託する方

式です。民間事業者が資金を調達して施設の建設を行い、施設の事

業期間中の所有権は民間事業者が有します。事業期間終了後は施設

を引き続き保有し続けるか、施設を取り壊すことにより所有権を公

共に移転しないかのどちらかになります。 

民
営 

ＲＯ方式 

[Rehabilitate 

Operate] 

民間事業者が施設を改修、補修した後、その施設を管理・運営す

る方式です。一般的に所有権は公共が所有します。 

Ｏ方式 

[Operate] 

民間事業者は施設の設計・建設を行わず、施設の管理・運営のみ

を行う方式です。 
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表10-2  事業方式の実施主体 

事業方式 
計画 

策定 

資金 

調達 
設計 建設 

運営 

所有 
運転 

維持 

管理 

公設公営 ＤＢ方式 公共 公共 民間 民間 公共 
公共 

民間 
公共 

Ｐ

Ｐ

Ｐ 

手 

法 

公設民営 

ＤＢ＋Ｏ方式 公共 公共 民間 民間 民間 民間 公共 

ＤＢＯ方式 公共 公共 民間 民間 民間 民間 公共 

ＤＢＭ方式 公共 公共 民間 民間 公共 民間 公共 

Ｐ

Ｆ

Ｉ

手

法 

民設 

民営 

ＢＴＯ方式 公共 民間 民間 民間 民間 民間 
建設中：民間 

建設後：公共 

ＢＯＴ方式 公共 民間 民間 民間 民間 民間 
民間（事業終了

後公共に移転） 

ＢＯＯ方式 公共 民間 民間 民間 民間 民間 民間 

民営 

ＲＯ方式 公共 民間 民間 民間 民間 民間 公共 

Ｏ方式 公共 民間 － － 民間 民間 公共 

 

２．事例調査 

（１）事業方式の採用動向 

全国の一般廃棄物の全連続式焼却施設の整備及び運営事業において、平成 30 年度か

ら令和３年度に契約されたものの事業方式の種類別採用状況及び事例一覧をそれぞれ図

10-1 及び表 10-3 に示します。 

事業方式としては、DBO 方式が最も多く、次いで DB 方式となります。PFI 手法として

は BTO 方式が２事例、BOO 方式が１事例あるのみです。 

 

図10-1 事業方式の種類別採用状況 
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表10-3 事例一覧 

  

年度 都道府県 自治体名 契約年月 事業方式

鳥取県 鳥取東部広域行政管理組合 2018.05 DBO方式

鹿児島県 北薩広域行政事務組合 2018.06 DB方式

群馬県 高崎市 2018.06 DB方式

福岡県 有明生活環境施設組合 2018.06 DB方式

滋賀県 守山市 2018.07 DBO方式

愛知県 知多南部広域環境組合 2018.08 DBO方式

島根県 出雲市 2018.09 DBO方式

鹿児島県 喜界町 2018.09 DB方式

奈良県 香芝・王寺環境施設組合 2018.01 DBO方式

東京都 八王子市 2018.12 DBO方式

茨木県 城里町 2018.12 DB方式

鹿児島県 鹿児島市 2018.12 DBO方式

宮城県 大崎地域広域行政事務組合 2018.12 DBO方式

千葉県 千葉市 2019.01 DBO方式

茨木県 江戸崎地方衛生土木組合 2019.05 DBO方式

東京都 立川市 2019.06 DBO方式

青森県 三沢市 2019.07 DBO方式

静岡県 伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合 2019.09 DBO方式

北海道 道央廃棄物処理組合 2019.09 DB方式

千葉県 我孫子市 2020.02 DBO方式

埼玉県 さいたま市 2020.03 DBO方式

茨木県 高萩・北茨木広域事務組合 2020.03 DB方式

新潟県 長岡市 2020.03 BTO方式

石川県 河北郡市広域事務組合 2020.04 DB方式

東京都 小平･村山･大和衛生組合 2020.05 DBO方式

愛知県 西知多医療厚生組合 2020.05 DBO方式

石川県 七尾市 2020.06 DBO方式

北海道 札幌市 2020.06 DBO方式

福井県 若狭広域行政事務組合 2020.06 DBO方式

石川県 奥能登クリーン組合 2020.06 DB+O方式

岡山県 倉敷市 2020.06 DBO方式

熊本県 宇城広域連合 2020.07 DBO方式

佐賀県 佐賀県東部環境施設組合 2020.08 DBO方式

東京都 東京二十三区清掃一部事務組合（江戸川） 2020.08 DB方式

福岡県 北九州市 2020.09 BTO方式

広島県 福山市 2020.09 DBO方式

茨木県 鹿島地方事務組合 2020.09 DB方式

石川県 輪島市穴水町環境衛生施設組合 2020.09 DBO方式

青森県 下北地域広域行政事務組合 2020.09 DB方式

北海道 西いぶり広域連合 2020.09 DBO方式

福島県 会津若松地方広域市町村圏整備組合 2020.09 DBO方式

千葉県 君津・安房地域7自治体 2020.01 BOO方式

鹿児島県 南薩地区衛生管理組合 2020.12 DBO方式

埼玉県 川口市 2020.12 DBM方式

新潟県 五泉地域衛生施設組合 2021.05 DBO方式

神奈川県 厚木愛甲環境施設組合 2021.08 DBO方式

奈良県 山辺・県北西部広域環境衛生組合 2021.08 DBO方式

北海道 函館市 2021.09 DBO方式

秋田県 能代山本広域市町村圏組合 2021.12 DBO方式

鹿児島県 霧島市 2021.12 DBO方式

大阪府 枚方京田辺環境施設組合 2022.02 DBO方式

岡山県 岡山市 2022.03 DBO方式

福井県 福井市 2022.03 DBO方式

静岡県 志太広域事務組合 2022.03 DBO方式

平
成
3
0
年
度

令
和
3
年
度

令
和
2
年
度

令
和
元
年
度



 

117 

（２）ＶＦＭの事例 

全国の一般廃棄物の全連続式焼却施設の整備及び運営事業において、平成 30 年度か

ら令和３年度に契約されたもののＶＦＭを表 10-4 に示します。 

ＰＦＩ等手法を採用した先行事例におけるＶＦＭは 0.7％～14.6％の範囲で、平均は

5.82％です。これより、本市においてもＰＦＩ等手法を採用することにより、公設公営

に比べ費用を削減することが期待できますが、事業方式の決定については、事業者ヒア

リングなどその他要素を踏まえて検討します。 
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表10-4 ＶＦＭの公表事例 

 

 

３．事業範囲・業務分担 

（１）作業内容の整理 

一般廃棄物施設の運営事業において行われている作業内容について表 10-5 に整理し

ます。 

 

自治体名 施設名称
契約
年月

燃焼
方式

焼却
能力
(t/d)

炉数
リサイクル

施設
(t/d)

バイオガス
施設
(t/d)

し尿処理
施設

(kL/d)
事業方式 運営開始 運営終了 VFM

知多南部広域環境組合
知多南部広域環境セン
ター

2018.08 ストーカ炉 283 2 14 - - DBO方式 2022.04 2042.03 6.86%

出雲市 次期可燃ごみ処理施設 2018.09 ストーカ炉 200 2 - - - DBO方式 2022.04 2042.03 3.3%

鹿児島市
(仮称)鹿児島市新南部清
掃工場

2018.12 ストーカ炉 220 2 - 60 - DBO方式 2022.01 2042.03 6.3%

江戸崎地方衛生土木組合 未定 2019.02 ストーカ炉 70 2 - － - DBO方式 2023.04 2038.03 6.70%

香芝・王寺環境施設組合
香芝・王寺環境施設組合
一般廃棄物処理施設

2018.10 ストーカ炉 120 2 10 － - DBO方式 2022.04 2042.03 7.14%

八王子市 未定 2018.12
流動床式ガス

化溶融炉
160 2 - － - DBO方式 2022.10 2043.03 14.60%

千葉市 新清掃工場 2019.01
シャフト炉式ガ
ス化溶融炉

585 3 - － - DBO方式 2026.04 2046.03 10.90%

大崎地域広域行政事務組合 西地区熱回収施設 2019.05 ストーカ炉 140 2 - － - DBO方式 2022.04 2042.03 5.70%

立川市 立川市新清掃工場 2019.06 ストーカ炉 120 2 - － - DBO方式 2023.03 2043.03 6.70%

三沢市 三沢市清掃センター 2019.07 ストーカ炉 52 2 - － - DBO方式 2023.04 2043.03 1.25%

伊豆市伊豆の国市廃棄物
処理施設組合

（仮称）伊豆市伊豆の国市
新ごみ処理施設

2019.09 ストーカ炉 82 2 - － - DBO方式 2022.10 2042.09 7.13%

我孫子市 未定 2020.02 ストーカ炉 120 2 - － - DBO方式 2023.04 2043.03 0.70%

さいたま市
サーマルエネルギーセン
ター

2020.03 ストーカ炉 420 3 49 － - DBO方式 2025.04 2040.03 11.00%

長岡市
（仮称）中之島新ごみ処理
施設

2020.03 ストーカ炉 82 2 21 － - BTO方式 2024.04 2039.03 6.50%

小平・村山・大和衛生組合 （仮称）新ごみ処理施設 2020.05 ストーカ炉 236 2 - － - DBO方式 2022.04 2046.03 2.70%

西知多医療厚生組合 西知多クリーンセンター 2020.05 ストーカ炉 185 2 21 － - DBO方式 2024.04 2044.03 4.90%

札幌市 駒岡清掃工場 2020.06 ストーカ炉 600 2 130 － - DBO方式 2025.04 2045.03 3.30%

七尾市 一般廃棄物処理施設 2020.06 ストーカ炉 70 2 - － - DBO方式 2023.04 2043.03 6.99%

佐賀県東部環境施設組合 次期ごみ処理施設 2020.08 ストーカ炉 172 2 - － - DBO方式 2024.04 2054.03 7.00%

福山市 次期ごみ処理施設 2020.09 ストーカ炉 600 3 16 － - DBO方式 2024.08 2044.03 2.50%

北九州市 新日明工場 2020.09 ストーカ炉 508 2 - － - BTO方式 2025.04 2045.03 4.90%

五泉地域衛生施設組合 中間処理施設 2021.05 ストーカ炉 122 2 11 － - DBO方式 2025.04 2045.03 4.90%

厚木愛甲環境施設組合 未定 2021.08 ストーカ炉 226 2 12 － - DBO方式 2025.12 2045.11 6.20%

山辺・県北西部広域環境衛
生組合

エネルギー回収型廃棄物
処理施設

2021.08 ストーカ炉 284 2 - － - DBO方式 2025.05 2050.04 6.45%

函館市 日乃出清掃工場 2021.09 ストーカ炉 300 3 - － - DBO方式 2022.04 2044.03 6.85%

能代山本広域市町村圏組
合

（仮称）一般廃棄物処理施
設

2021.12 ストーカ炉 80 2 5 － - DBO方式 2026.04 2046.03 7.75%

霧島市
（仮称）霧島市クリーンセン
ター

2021.12 ストーカ炉 140 2 - － - DBO方式 2026.03 2046.03 1.40%

枚方京田辺環境施設組合 可燃ごみ広域処理施設 2022.02 ストーカ炉 168 1 - － - DBO方式 2026.03 2046.03 5.30%

岡山市 未定 2022.03 ストーカ炉 200 2 - － - DBO方式 2027.04 2047.03 5.91%

福井市
（仮称）福井市新ごみ処理
施設

2022.03 ストーカ炉 265 2 - － - DBO方式 2026.04 2046.03 5.47%

志太広域事務組合 （仮称）クリーンセンター 2022.03 ストーカ炉 223 2 - － - DBO方式 2027.01 2047.12 3.10%

－ － － － － － － － － － 5.82%

注）VFMが公表されていないものを除く。

平均
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表10-5 作業内容の整理 

業務区分 業務内容の概要 

管理（統括） 施設の運営・管理の統括、契約、調達、労務管理 

運転管理業務 

焼却炉運転 焼却炉の操炉（運転）、灰及び飛灰の積込 

搬入作業 プラットホームでの車両誘導等 

計量作業 計量所でのごみ計量及び受付、料金収受等の作業 

維持管理業務 

設備の点検 法定点検、定期点検 

設備の修繕 設備の修繕、整備 

清掃・植栽管理 施設の清掃、構内植樹の管理 

警備 施設の警備 

環境管理業務 
環境管理 排ガスの分析、灰の分析等 

機能検査 機能検査、精密機能検査 

情報管理業務 

見学者対応 見学者の案内・説明 

広報 
施設の維持管理情報の公開、苦情対応等 

直接搬入の案内、ごみの出し方 

 

（２）導入検討範囲の設定 

民間事業者と本市が実施する運営業務の範囲を以下の通り想定します。 

1）民間事業者の業務範囲 

 受入・計量業務（計量業務については市で実施する場合もある） 

 搬入受付業務（料金徴収をする場合は、料金徴収代行業務も含む） 

 運転、維持管理、補修及び設備の更新業務 

 電力・温水の供給 

 焼却灰等の積み込み・処分 

 運営管理に係る日報・月報・年報等の作成、その他統計事務の実施、各種報告書等

の作成 

 運営管理に必要なユーティリティ（燃料、薬剤等の調達等含む）の調達 

 精密機能検査の実施 

 市が行う見学者及び行政視察対応への協力 

 敷地内の建築物及び建築設備、道路、植栽等付帯施設の維持管理 

 清掃、警備、防犯などの付帯業務の実施 

 電力契約、発電および売電に係る諸手続き（系統連系、検査等） 

 その他上記の業務を実施する上で必要な業務 

2）市の業務範囲 

 管理棟の管理 

 見学者及び行政視察の対応 

 地元住民への対応（地元との協議会、苦情対応等） 

 事業者の業務内容の監視業務 

 モニタリングの一環としての環境計測 

 災害廃棄物の分別  
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４．リスク分担 

民間事業者と本市のリスク分担を表 10-6 の通り想定します。 

 

表10-6 リスク分担 

 

市 事業者

1 募集要項及び付属書類の誤り、手続に関するリスク。 ○

2 市の帰責事由により事業者と契約締結できないリスク又は契約締結に時間を要する場合。 ○

3 事業者の帰責事由により市と契約締結できないリスク又は契約締結に時間を要する場合。 ○

4 施設建設・運営・維持管理業務の実施に関する議会不承認。 ○

5 本事業の施設建設・運営・維持管理業務に係わる法令の変更・新設に関するリスク。 ○

6 上記以外で、本事業のみならず広く一般的に適用される法令の変更・新設に関するリスク。 ○

7 消費税に関する変更又は事業者に課される税金の内、その利益に課されるもの以外に関する税制度の変更リスク。 ○

8 本事業に関する新税の成立や税率の変更の内、事業者の費用増加が明らかで、事業者による増加抑制が不可能なもの。 ○

9 事業者に課される税金の内、その利益に課されるものの税制度の変更。 ○

10 建設や運営・維持管理にあたって、市が取得すべき許認可の取得の遅延等による費用の増加。 ○

11 建設や運営・維持管理にあたって、事業者が取得すべき許認可の取得の遅延等による費用の増加。 ○

12 事業者事由により想定されていた交付金額が交付されない場合のリスク。 ○

13 上記以外の事由により想定されていた交付金額が交付されない場合のリスク。 ○

14 市の提示条件や本施設を整備することそのものに対する地域住民の要望、訴訟等に起因する費用の増加等。 ○

15
事業者が提案内容に基づき行う調査・設計・建設・運営・維持管理業務に対する地域住民の要望、訴訟等に起因する費用

の増加等。
○

環境保全 16 事業者が行う業務に起因する環境問題（騒音・振動・悪臭・有害物質の排出等）への対応。 ○

17 市の帰責事由による事故等により第三者に与えた損害の賠償責任。 ○

18 事業者の帰責事由による事故等により第三者に与えた損害の賠償責任。 ○

資金調達 19 本事業の実施に必要な資金の確保に関するリスク。 ○※1 ○※1

20 基準金利設定日から決定日までの期間の金利変動リスク。 ○※2

21 基準金利決定日以降の金利変動リスク。 ○※3

22 一定範囲を超える物価変動による事業者の費用の増減に関するリスク。 ○

23 一定範囲内の物価変動による事業者の費用の増減に関するリスク。 ○

本事業の中止・延期 24 市の判断等により本事業を中止・延期する場合のリスク。 ○

構成員等に関するリスク 25 事業者の構成員・協力会社等の業態悪化等に起因し、本事業の実施が困難になった場合のリスク。 ○

下請業者管理リスク 26 事業者が締結する下請契約の管理、変更等に関するもの。 ○

27
計画段階で想定しない暴風・豪雨・洪水・高潮・地震・地滑り・落盤・落雷等の自然災害及び戦争・騒擾・騒乱・暴動その他の
人為的な現象による施設の損害、運営・維持管理業務の変更・中止。

○ △

28 市が実施した測量・地質調査等に不備があった場合。 ○

29 事業者が実施した測量・地質調査等に不備があった場合。 ○

30 市が提示した設計に関する与条件又は要求水準の内容に不備があった場合。 ○

31 事業者が実施した設計に不備があった場合。 ○

32 市の指示により要求水準を超える内容の設計変更を行うことによる工事の遅延や事業者の費用増加等。 ○

33 事業者の事由によって設計変更したことによる工事の遅延や事業者の費用増加等。 ○

用地の瑕疵リスク 34 事業用地の土壌汚染、埋蔵物等による計画・設計変更又は事業者の費用増加等。 ○

地盤・地質リスク 35 当初調査では予見不可能な地質・地盤の状況により工期や工法が影響を受ける場合。 ○

36 市の事由による着工遅延リスク。 ○

37 事業者事由による着工遅延リスク。 ○

38 市の指示や変更等、市の事由による工事費の増加。 ○

39 事業者の帰責事由による工事費の増加。 ○

40 市の指示や変更等、市の帰責事由により事業契約に規定される期日までに完工しない場合。 ○

41 事業者の帰責事由により、契約期日までに完工しない場合。 ○

42 試運転・完工検査等の結果、本施設が事業契約等に規定される性能を満たさない場合。 ○

43 事業者が実施する工事監理の不備による工事内容・工期等が変更される場合。 ○

44 事業契約に規定される契約不適合責任を負う期間内に本施設の契約不適合が発見された場合。 ○

45 事業契約に規定される契約不適合責任を負う期間外に本施設の契約不適合が発見された場合。 ○

46 本施設の設計・建設業務に起因するもの。 ○

47 事業者の善管注意義務違反がない限りにおける、処理不適物の混入に起因するもの。 ○

48 事業者の善管注意義務違反による処理不適物の混入に起因するもの。 ○

49 本施設の劣化・老朽化に対して事業者が適切な維持管理を行わなかったことにより損傷した場合。 ○

50 市の帰責事由により本施設が損傷した場合。 ○

51 事業者の帰責事由により本施設が損傷した場合。 ○

52 市、事業者のいずれの帰責事由によらない事故や火災等により、本施設が損傷した場合。 ○

53 市の帰責事由により、本施設の改修等が必要となった場合（ごみの質・量に関するリスクを除く）。 ○

54 要求水準の未達等、事業者の帰責事由により本施設の改修等が必要となった場合。 ○

55 当初想定したごみ等の質・量から実際のごみの質・量が著しく変動した場合。 ○

56 当初想定したごみ等の質・量から実際のごみの質・量の変動が軽微な場合。 ○

57 市の帰責事由又はごみの質・量の変動・物価変動以外の要因により、事業者の運営・維持管理費用が増大するリスク。 ○

58 事業者の行う運営・維持管理業務の内容が要求水準を満たさない場合。 ○

59 本事業の実施に伴い発生した土壌汚染に関するもの。 ○

60 市の指示等による運営・維持管理業務の変更に関するもの（ごみの質・量に関するものは除く）。 ○

61 市の帰責事由によるサービス購入料の支払遅延・不能。 ○

62 事業期間終了時において、要求水準に示す本施設の性能の保持。 ○

63 事業終了時の手続に関する諸費用の発生及びSPCの清算に必要な費用の負担。 ○

※2：ＤＢＯ方式及びＤＢ+Ｏ方式はリスクなし、ＢＴＯ方式は市
※3：ＤＢＯ方式及びＤＢ+Ｏ方式はリスクなし、ＢＴＯ方式は事業者

※1：ＤＢＯ方式及びＤＢ+Ｏ方式は市、ＢＴＯ方式は事業者

リスクの種類 No. リスクの内容
リスク分担

共
通

公募手続リスク

制度関連
リスク

法令変更リスク

税制変更リスク

許認可の取得等

交付金等

社会リスク

周辺住民への対応

第三者賠償

経済リスク
金利変動

物価変動

債務不履行
リスク

不可抗力リスク

設計リスク

測量・調査リスク

設計リスク

設計変更リスク

用地リスク

建
設

段
階

着工遅延リスク

工事費の増加

完工遅延リスク

性能未達

工事監理

終

了

時

施設の性能

終了手続

運
営

・
維
持

管
理
段

階

施設契約不適合リスク

施設損傷リスク

施設改修等リスク

ごみ等の質・量に関するリスク

運営・維持管理費増大リスク

要求水準未達等

土壌汚染

業務内容変更リスク

支払遅延・不能リスク
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第２節 概算事業費の算出 

１．財政支援制度 

廃棄物処理施設整備に関する現時点の交付金等制度の概要を表 10-7 に示します。 

2021（令和３）年４月に「循環型社会形成推進交付金」（以下「循環型交付金」という。）

及び「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金（先進的設備導入推進事業）」（以下「ＣО₂交

付金」という。）の交付要綱・交付取扱要領が改正されました。また、2022（令和４）年４

月に「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（廃棄物処理施設を核とした地域循環強制圏

構築促進事業）」（以下「ＣО₂補助金」という。）の 2022 年度版の公募要件が公表されて

います。さらに、2021 年４月に「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル」（以下

「整備マニュアル」という。）が改訂されています。 

これらの交付金等制度には、交付要件、交付対象設備及び交付率等が異なっています。 

一般的に事業費収支の面では、建設費に関しては、ＣО₂補助金の活用が有利と考えられま

すが、維持管理費に関しては、発電による電力の売電に固定価格買取制度（以下「ＦＩＴ制

度」という。）が利用できるため、循環型交付金の活用が有利と考えられます。 

なお、焼却施設には、エネルギー回収率の数値により循環型交付金の交付率 1/3、1/2 の適

用が異なりますが、メタンガス化施設には、同交付金の交付率 1/2 が適用されます。 

 

表10-7 廃棄物処理施設整備に関する交付金等制度の概要 

制度 

項目 

循環型交付金 ＣО₂補助金 

交付率 1/2 交付率 1/3 補助率 1/2 

１.エネルギー回収率 

（施設規模 200ｔ/日超、300ｔ/日以下） 
20.5％以上 16.5％以上 16.5％以上 

２.災害対策策定指針を踏まえた災害

廃棄物処理計画の策定 
要 要 不要 

３.災害廃棄物処理体制の強化（受入に

必要な設備を備えること） 
要 

必要に 

応じて 
不要 

４.施設エネルギー使用・熱回収に係る

ＣО₂排出量の基準への適合 
要 不要 要 

５.「整備マニュアル」への適合 

（交付対象となる対象設備・工事等） 
要 要 要 

６.ＦＩＴ制度の適用 可 可 不可 
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２．他都市事例調査 

 

３．概算事業費 

 

４．財源内訳 
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第１１章 新美化センターを核としたまちづくりの検討 

第１節 付帯施設の検討 

姫路市総合計画の分野目標及び政策を表 11-1 に示します。 

また、余熱利用施設（温水プールや健康増進施設等）やその他にぎわい施設を総合計画の分

野別に整理したものを表 11-2 に示します。 

 

表11-1 姫路市総合計画における分野目標・政策 

 

市民活動分野

目標：多様な主体が輝くまち
＜政策＞
① 多様なコミュニティ活動の推進
② 人権尊重社会の形成
③ 市民文化活動の推進
④ 国際交流・多文化共生の推進

健康福祉分野

目標：命・くらしの支え合い
＜政策＞
① 地域に根ざしたきめ細かな福祉の充実
② いきいきと暮らせる障害者福祉の充実
③ 健康で安心して暮らせる高齢者福祉の充実
④ 健やかな成長を支える子育て環境の充実
⑤ 健康で安心な市民生活の充実

教育分野

目標：生き抜く力の育成と歴史文化の継承
＜政策＞
① 魅力ある教育の推進
② いきいきとした生涯学習社会の実現
③ 歴史文化遺産の保存・継承と活用

環境分野

目標：環境にやさしいまち
＜政策＞
① 自然とひとが調和した快適な空間の保全と創出
② 持続可能な循環型社会の形成

産業分野

目標：世界に誇れる価値を生む地域産業の確立
＜政策＞
① 地域の特性を活かした農林水産業の振興
② 活力ある商工業の振興

観光・スポーツ分野

目標：にぎわいと感動の創出
＜政策＞
① おもてなし観光交流都市の推進
② スポーツを通じた活気あふれる社会の実現

都市基盤分野

目標：交流と魅力を支える都市基盤の構築
＜政策＞
① 地域の特性を活かしたまちづくりの推進
② 交流連携を支える交通環境の充実
③ 緑と調和した快適な住環境の形成
④ 持続可能な上下水道サービスの提供

防災・安全安心分野

目標：災害等に強く安全で安心な都市
＜政策＞
① 災害等に強いまちづくりの推進
② 安全安心な暮らしの確保

行財政運営分野

目標：市民ニーズに応じた行政サービスの提供
＜政策＞
① 信頼ある行財政運営の推進
② スマート自治体の推進

分野目標・政策分野
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表11-2 分野別施設機能 

 

  

施設
分野

市民活動分野

【キーワード】
コミュニティ活動・人権・文化
振興・国際交流

〇コミュニティ機能
・各種イベント開催

〇コミュニティ機能
・集会施設、パブリックスペース、外国人

交流会

〇生活支援機能
・DVや虐待等に関する相談窓口

〇文化振興機能
・ギャラリー、音楽・劇場

〇コミュニティ機能
・各種イベント開催

〇コミュニティ機能
・各種イベント開催

〇文化振興機能
・ギャラリー、音楽・劇場

健康福祉分野

【キーワード】
福祉・保健、子ども・子育て、
医療

〇健康福祉機能
・歩行訓練用プール、浴場、岩盤浴、砂

風呂、サウナ、足湯、障害者スポーツ実施

〇健康増進機能
・トレーニングルーム、スタジオ

〇生活支援機能
・健康相談室、栄養指導

〇コミュニティ機能
・子育てサロン

〇保健機能
・予防接種会場、保健相談

〇生活支援機能
・保育サービス、食育活動

〇公園機能
・ウォーキング・ジョギング用周回コース、

高齢者向け・子供向け遊具、アスレチッ

ク、広場

〇公園機能
・室内遊具、屋外遊具

教育分野

【キーワード】
教育、生涯学習、歴史・文
化、SDGs

〇教育機能
・各種スポーツ教室

〇環境学習機能
・図書室、学習室、工作教室

〇環境学習機能
・校外学習

〇教育機能
・書店、楽器店

環境分野

【キーワード】
資源循環、循環型社会、環境
保全、脱炭素、SDGs

〇環境保全機能
・焼却施設からの余熱利用、太陽光・風力

発電、壁面・屋上緑化、雨水・中水利用、

LED照明

〇環境保全機能
・焼却施設からの余熱利用、太陽光・風力

発電、壁面・屋上緑化、雨水・中水利用、

LED照明

〇環境保全機能
・太陽光・風力発電、草花・樹木の植栽、

ウッドチップ利用

〇環境保全機能
・焼却施設からの余熱利用、太陽光・風力

発電、壁面・屋上緑化、雨水・中水利用、

LED照明

産業分野

【キーワード】
農林水産業、地域産業、新技
術・製品・サービス

〇地域振興機能
・農産物直売、地産地消、地元雇用

〇地域振興機能
・農産物直売、地産地消、地元雇用

〇地域振興機能
・マルシェ、地産地消

〇地域振興機能
・農産物直売、マルシェ、地産地消、地元

雇用

観光・スポーツ分野

【キーワード】
観光、スポーツ、にぎわい

〇観光施設機能
・流水、造波プール、スライダー、幼児用

プール

〇競技場機能
・フットサル、テニス、ゲートボール等

〇観光施設機能
・観光案内

〇観光施設機能
・各種イベント開催

〇観光施設機能
・観光案内

都市基盤分野

【キーワード】
景観、交流、暮らしやすさ

〇都市機能
・公共交通機関整備

〇景観保全機能
・再開発

〇都市機能
・公共交通機関整備

〇景観保全機能
・緑化公園

〇都市機能
・公共交通機関整備

〇景観保全機能
・再開発

〇都市機能
・公共交通機関整備

防災・安全安心分野

【キーワード】
防災・減災、感染防止、安全
安心、危機管理

〇防災機能
・屋内避難場所、災害時入浴施設、消防

水利、備蓄倉庫

〇防災機能
・屋内避難場所、備蓄倉庫

〇防災機能
・屋外避難場所、備蓄倉庫、災害廃棄物

仮置き場

〇防災機能
・屋内避難場所、備蓄倉庫

行財政運営分野

【キーワード】
ICT、スマート自治体、市民
ニーズ、行政サービス

〇行政サービス機能
・AIやRPA等のICTやデータの活用

〇行政サービス機能
・AIやRPA等のICTやデータの活用、支

所、出張所

〇行政サービス機能
・AIやRPA等のICTやデータの活用

〇行政サービス機能
・AIやRPA等のICTやデータの活用、支

所、出張所

健康・レジャー施設 複合施設 近隣公園 商業施設
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第２節 多面的価値を創出する廃棄物処理施設の他都市事例 

１．エネルギー利活用 

（１）エネルギー利活用の分類 

エネルギー利活用の可能性について検討する上で、エネルギー供給先として、工業・農

業・集客効果のある施設・健康増進施設の４つに分類します。 

 

表11-3 エネルギー利活用方法及び他都市実施区域 

エネルギー利活用方法 他都市実施区域 

工業利用 ・東京 23区光が丘清掃工場（一部地域へ熱供給） 

・廿日市市（都市ガス工場へ低温廃熱の供給） 

農業利用 ・足利市（温室団地へ熱供給） 

集客効果のある施設への利用 ・船橋市（産地コーナーの設置） 

・長野広域連合（サンマリーンながのへの熱供給） 

・上伊那広域連合（敷地内に足湯やマレットゴルフ場設置） 

健康増進施設への利用 ・佐野市（温水プール・温浴施設へ熱供給） 

・ふじみ野市・三芳町（温水プール・温浴施設へ熱供給） 

・新潟市（温水プール・温浴施設へ熱供給） 

 

 

出典：環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課 

図11-1 エネルギー利活用方法 
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（２）他都市事例 

1）東京 23 区光が丘清掃工場 

光が丘パークタウンは、練馬区と一部板橋区にまたがり、周囲に緑の公園を配し「自

然と調和した緑豊かな明るい街」として建設された 12,000 戸の大規模住宅団地です。 

光が丘清掃工場では、この団地に発電後の排熱を利用した熱供給を行っています。 

住宅系には、清掃工場の発電後の復水排熱（55℃）を熱源として小型貫流ボイラによ

り暖房・給湯用の 64℃程度まで加温した温水を各サブステーションに直送し熱交換器に

よって 60℃を給湯しています。併せて、26℃程度の熱原水をサブステーションに供給し、

ヒートポンプで 60℃の温水を暖房用に供給しています。また、施設系には、清掃工場の

排熱を利用して暖房用として 45℃の温水を供給し、冷房用として高効率電動ターボ冷凍

機を用いて、７℃の冷水を供給しています。 

 

表11-4 施設概要 

概要 

所在地 東京都練馬区光が丘５-３-１ 

稼働開始年月 令和３年３月 

敷地面積 約 23,000 平方メートル 

処理方式 ストーカ式 

規模（炉基数） 300 トン/日（150 トン×２） 

余熱利用 

発電能力 9,150kW 

給熱 
温水、蒸気 

東京熱供給（株） 

出典：東京二十三区清掃一部事務組合 HP 

 

表11-5 熱供給事業概要 

概要 

事業登録 平成 28 年４月１日 

供用開始 昭和 58 年４月１日 

営業地域 東京都練馬区光が丘５丁目ほか 

供給敷地延床面積 993,606m²（H29.3.31 時点） 

出典：一般社団法人日本熱供給事業協会 HP 
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出典：東京熱供給株式会社 

図11-2 供給システム 
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2）足利市南部クリーンセンター 

足利市は、麗容という品種のトマト（ブランド名「あしかが美人」）の栽培が盛んな

土地です。 

南部クリーンセンターに隣接する農業施設（温室団地）へ熱供給しているため、冬で

も余熱を利用してトマトが栽培できます。また、農業研修センターでも、お風呂や冷暖

房に余熱利用しています。 

 

表11-6 施設概要 

概要 

所在地 栃木県足利市野田町 826-１ 

稼働開始年月 昭和 58 年６月 

敷地面積 約 15,000 平方メートル 

処理方式 ストーカ式 

規模（炉基数） 300 トン/日（100 トン×３） 

 

 

出典：一般財団法人日本環境衛生センター 

図11-3 ビニールハウス（左）及び農業研修センター（右） 
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3）船橋市北部清掃工場 

船橋市北部清掃工場に隣接する余熱利用施設「ふなばしメグスパ」では、お風呂やプ

ール、トレーニングルームのほか、地元の新鮮な農産物やふなばし産品ブランドをはじ

め、様々な食材を取り扱う産地コーナーも備えています。 

 

表11-7 施設概要 

概要 

所在地 千葉県船橋市大神保町 1360-１ 

稼働開始年月 平成 29 年４月 

敷地面積 約 47,935.58 平方メートル 

処理方式 ストーカ式 

規模（炉基数） 381 トン/日（127 トン×３） 

発電能力 8,800kW 

 

表11-8 ふなばしメグスパの施設概要 

概要 

所在地 千葉県船橋市大神保町 1356-３ 

開館時間 

休館日 

9：00～21：00 

月曜日（休日の場合は翌平日） 

駐車場 無料 122 台、大型バス４台 

館内施設 

大浴場、歩行浴プール、軽運動室、食堂、産地コーナー、トレーニング

ルーム、フリースペース、娯楽室、売店、マッサージコーナー、イベン

トプラザ芝生広場（屋外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ふなばしメグスパ HP 

図 10 ふなばしメグスパ 
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4）ふじみ野市・三芳町環境センター 

焼却施設で回収した熱エネルギーを発電・売電による利用のほか、隣接する健康増進

施設「エコパ」に熱供給しています。 

エコパは、「ふれあい・交流・健康増進」をテーマに、県内初のバーデプール（健康

増進用プール）や浴室、地元の野菜を使ったメニューを提供するレストランなどが併設

されています。また、専門の健康相談員が利用者の健康増進や介護予防に関する相談に

対応し、アドバイスを行う健康相談室もあります。 

 

表11-9 施設概要 

概要 

所在地 埼玉県ふじみ野市駒林 1117 

稼働開始年月 平成 28 年 10 月 

敷地面積 約 35,400 平方メートル 

処理方式 ストーカ式 

規模（炉基数） 142 トン/日（71 トン×２） 

発電能力 3,200kW 

 

 

出典：エコパ HP 

図11-4 バーデプール  
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２．その他エネルギー利活用 

（１）その他エネルギー利活用の分類 

1）エネルギーの地産地消、新エネビジネスの創造、地域の環境価値の向上 

焼却施設は、焼却熱を回収して得られる電力や蒸気・温水等のエネルギーを自立分散

型のエネルギーシステムとして、エネルギーの地産地消に貢献している事例もみられま

す。 

また、新エネビジネスの創出として、地域の民間企業等と連携した地域新電力の安定

的なベース電源としての活用が考えられ、その他の地域資源（太陽光発電や水力発電等）

とも連携することで、事業の環境価値を高めている事例もみられます。 

 

2）防災拠点としての機能 

焼却施設は、自然災害による被害を軽減するための平時の備え（体制整備等）、さら

には災害時に発生する廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するための機能、地域の避難

所としての機能を有する事例もみられます。また、災害時に大規模停電が発生した場合

でも、自立分散型エネルギー供給拠点として、回収したエネルギーを電気や熱として施

設内や近隣施設へ供給している事例もみられます。 

 

3）環境学習・教育施設としての機能、平時からの住民等の活動拠点 

啓発機能を持つ焼却施設の多くは、地域住民を対象とした大量消費や使い捨て文化か

らの脱却に向けた環境教育・環境学習機会の提供の場として活用しています。 

近年は、廃棄物処理に限らずエネルギー回収などの機能を通して、温暖化等の環境教

育全般の学習拠点としての活用や、民間事業者と連携した環境教育コンテンツの提供な

ども行われています。 

この他、フリーマーケット等の定期的なイベントを通して、焼却施設を核とした地域

の賑わい創出を図っている事例もみられます。 

また、焼却施設と一体で整備する多目的室等は災害時の避難所として活用することが

可能ですが、平時は、イベント、スポーツ等を楽しむ場として住民へ開放したり、リモ

ートワークスペースとして活用したりするなど、普段のライフスタイルの中で、施設に

訪れる機会を増やすことで、施設の価値向上を図る事例もみられます。 

 

4）他事業との連携、複合化した多様な地域ビジネスの創出 

焼却施設は、バイオマス資源等を活用することにより、電力や蒸気・温水等のエネル

ギーを回収することができ、そのエネルギー利用により地域産業の振興や新規産業の創

出が期待できます。 

廃棄物エネルギーを活用した地域新電力もそのひとつであり、既に、いくつかの新電

力においては、電力供給とあわせ、インターネット等の通信サービス、省エネ支援等様々
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なサービスを提供する事例もみられます。 

この他、先行都市では、焼却施設からのエネルギー（電気、熱）を近隣施設（ガス事

業者、施設園芸等）へ供給・販売、排ガスから分離・回収した CO₂を活用した産業の創

出、バイオガス化施設から得られるガスを精製後にガス会社へ供給、液肥を用いた地域

の農業振興などに取り組んでいる事例もみられます。 

 

表11-10 創出される価値の事例及び他都市実施区域 

創出される価値の事例 他都市実施区域 

新エネビジネスの創造 ・宇都宮市クリーンパーク茂原（LRT運行への電力供給） 

防災拠点としての機能 ・今治市クリーンセンター（フェーズフリーへの取り組み） 

環境学習・教育施設としての機

能、平時からの住民等の活動拠点 

・豊田市渡刈クリーンセンター（環境学習・教育施設） 

・武蔵野クリーンセンター（住民等の活動拠点） 

他事業との連携、複合化した多様

な地域ビジネスの創出 

・佐賀市清掃工場（温水プール・温浴施設へ熱供給） 

出典：多面的価値を創出する廃棄物処理施設整備促進ガイダンス 

 

  



 

133 

（２）他都市事例 

前述で述べたエネルギー利活用方法の他、廃棄物処理施設における多面的価値創出の推

進に向けた他都市事例を以下に示します。 

1）宇都宮市クリーンパーク茂原 

宇都宮市はごみ発電で発電した電力で、次世代型路面電車（LRT）の運行を行っていま

す。市と民間企業の共同出資で設立する新電力会社から、LRT 運行会社が電力を購入し

ています。また、ごみ発電の電力で LRT の運行を全面的に支えるほか、市内の約３割の

公共施設の電力もカバーしています。 

新電力事業の収益は公共交通への電気自動車（EV）バスの導入や、マイカーから LRT

に乗り換える乗り継ぎ拠点での EV への電力チャージ設備の設置など、低炭素化につな

がる街づくりに充当しています。 

 

表11-11 施設概要 

概要 

所在地 栃木県宇都宮市茂原町 777-１ 

稼働開始年月 平成 13 年４月 

敷地面積 約 90,200 平方メートル 

処理方式 ストーカ式 

規模（炉基数） 390 トン/日（130 トン×３） 

発電能力 7,500kW 

 

 

出典：日本経済新聞 

図11-5 電力供給イメージ  
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2）今治市クリーンセンターバリクリーン 

バリクリーンでは、防災の取組みを平常時にも役立てる「フェーズフリー」という新

たな概念を、全国のごみ処理施設で初めて取り入れています。ごみ処理機能のほか、市

民が気軽にスポーツ等を行えるスペースや、地域の防災拠点としての機能を兼ね備えて

おり、「指定避難所」にも指定されています。 

またソフト面では、独自の事業継続計画（BCP）を策定し、毎年の防災訓練に加え、官

民 NPO 及び地元住民が連携して避難所運営を行うなど、今までのごみ処理施設にはない、

「災害発生後すぐに安心して避難して頂ける施設」を実現するための万全の体制を構築

しています。 

 

表11-12 施設概要 

概要 

所在地 愛媛県今治市町谷甲 394 

稼働開始年月 平成 30 年４月 

敷地面積 約 36,700 平方メートル 

処理方式 ストーカ式 

規模（炉基数） 174 トン/日（87 トン×２） 

発電能力 3,800kW 

 

 

出典：国立研究開発法人国立環境研究所 

図11-6 フェーズフリーのイメージ図 
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出典：タクマ HP 

図 14 関係主体の関係概略図  



 

136 

3）豊田市渡刈クリーンセンター 

施設見学ツアーや出前講座、イベント出展等を行っています。また、環境に関心のあ

る市民が、ボランティアで施設見学の案内やプログラムの講師等を行っています。 

 

表11-13 施設概要 

概要 

所在地 愛知県豊田市渡刈町大明神 39-3 

稼働開始年月 平成 19 年４月 

建築面積 約 9,000 平方メートル 

処理方式 流動床式熱分解ガス化溶融方式 

規模（炉基数） 405 トン/日（135 トン×３） 

発電能力 6,800kW 

 

 

 

出典：豊田市環境学習施設エコット HP 

図11-7 施設見学ツアーや出前講座 
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4）武蔵野クリーンセンター 

武蔵野クリーンセンターでは、予約不要で見学でき、見学者用に広いスペースが設け

られています。また、地域住民と協同で行う環境イベントも開催しています。 

クリーンセンターの屋上では、生ごみたい肥を使った菜園「ベジタブルガーデン」と

廃材や空き地の土を使った草地「リサイクルガーデン」の見学会を開催しています。 

 

表11-14 施設概要 

概要 

所在地 東京都武蔵野市緑町３-１-５ 

稼働開始年月 平成 29 年４月 

敷地面積 約 17,000 平方メートル 

処理方式 ストーカ式 

規模（炉基数） 120 トン/日（60 トン×２） 

発電能力 2,650kW 

 

 

出典：武蔵野市 HP 

図11-8 武蔵野クリーンセンター 
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5）佐賀市清掃工場 

佐賀市清掃工場では、焼却時の排ガスから CO₂のみを分離・回収し、隣接する藻類培

養施設や農業施設に供給することで、CO₂を利用した産業の創出を図っています。 

佐賀市は、CO₂をはじめとした廃棄物処理によって生み出される様々な資源を用いた

企業誘致活動を進め、産業の集積や雇用の創出、税収の増加などによる地域への経済効

果の波及を図るとともに、若者の定住にもつなげたいと考えています。 

 

表11-15 施設概要 

概要 

所在地 佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬 2369 

稼働開始年月 平成 15 年４月 

敷地面積 約 50,600 平方メートル 

処理方式 ストーカ式 

規模（炉基数） 300 トン/日（100 トン×３） 

発電能力 4,500kW 

 

 

出典：多面的価値を創出する廃棄物処理施設整備促進ガイダンス事例集 

図11-9 関係主体との関係概略図 
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第３節 集客施設等の立地検討 

１．集客施設等の併設・活用等の考え方 

「PPP/PFI 手法導入優先的検討規程運用の手引 -事例集-（平成 29 年１月）」に基づき、

民間集客施設の併設・活用等の取組みを表 11-16 に示します。 
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表11-16 収益施設の分類及び事例 

 
利用料金収入型 

民間施設併設型 

附帯事業パターン 余剰地活用パターン 

イメージ 

 

 

 

 

 

  

特徴 

利用料金収入が発生する公共施設の運営におい

て、民間事業者が利用料金を収受するとともに一

定の裁量を有し、創意工夫を活かすことで事業の

効率化やサービスの向上が図られ、結果利用料収

入が増加し、公的負担が抑制されるものです。 

例）プール、体育館等の運営を含む事業 

公共施設の運営と親和性の高い事業を公共施設の運

営と併せて民間事業として実施することにより、一体

的運営等が図られることで相乗効果の発揮、事業の効

率化や公費負担の抑制を図ることができるものです。

なお、副産物を生成し、その売却益を公費負担の抑制

に充てている例もあります。 

公共施設の整備により発生する余剰地や余剰容

積などを民間事業者に売却・賃貸等をして活用さ

せ、その対価収入等を得ることにより、公共施設

整備等に係る費用を回収するものです。 

例）集約化・再配置等により公有地を発生させ、

当該地で実施する収益事業等 

事例 

・鹿児島市新鴨池公園水泳プール整備・運営事業

【PFI（BTO）】（鹿児島市） 

・スポーツ・文化複合施設整備等事業（川崎市）

【PFI（BTO）】 

・大阪城公園パークマネジメント事業【指定管理

者制度】（大阪府） 

・箱島湧水発電事業【PFI（BTO）】（東吾妻町） 

・指宿地域交流施設整備等事業【PFI(BTO）】(指宿市） 

・豊橋市バイオマス資源利活用施設整備運営事業

【PFI(BTO）】(豊橋市） 

・みなとみらい 21 中央地区 20 街区 MICE 施設整備事

業【PFI(BTO)+民間収益事業】（横浜市） 

・大阪府営豊中新千里東住宅プロジェクト【PFI

（BT）】（大阪府） 

・北九州市黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整

備等 PFI 事業【PFI(BTO)】（北九州市） 

・安城市中心市街地拠点整備事業【PFI（BTO）+

定期借地権】（安城市） 

公共 

施設 

敷地 

利用料金

の収受 

公共 

施設 

敷地 

民間事業

の実施 
(民間

施設) 

公共 

施設 

敷地 

民間 

施設 
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２．集客施設等の立地検討 

（１）公共施設としての集客施設等の立地検討 

本市では、スポーツ施設、医療施設、学校施設、消防・防災施設等の複数の施設を有

しています。これら公共施設のうち、コミュニティ施設、スポーツ施設、レクリエーシ

ョン施設、博物館系施設、図書館、野外活動施設が集客施設として考えられます。 

また、本市では、姫路市公共施設等総合管理計画を策定しており、計画的な公共施設

の改修・更新や維持管理に努めています。そのため、姫路市公共施設等総合管理計画を

基本として、熱や電力の有効活用ができるスポーツ施設など新美化センターの近隣に配

置することで合理化が図れる施設、新美化センターと同時期に更新が予定されており併

せて更新することで建設用地の適正化が図れる施設等、新美化センターや集客施設にと

って有利となる集客施設の立地検討を行うこととします。 

 

（２）民間施設としての集客施設等の立地検討 

民間施設との連携については、表 11-16 に示すように PFI 事業として複数の事例が存

在しますが、公園や MICE 施設、図書館等の公共施設を中心として、その周辺にホテルや

集合住宅、商店等の民間施設を配置するものとなっています。集客力は公共施設にあり、

その公共施設と相性の良い施設が民間施設として配置され、全体として集客力の向上、

地域の活気や機能向上が図られているものと考えられます。しかし、新美化センターは

工場見学機能や環境啓発機能を有するものの、高い集客力を持つものではないため、集

客力を持つ民間施設の立地が求められます。 

集客力を持つ施設としては、一般的に物品販売店舗や飲食店、映画館、劇場や観覧場

等が考えられます。これら集客施設について、兵庫県では「大規模な集客施設の立地誘

導・抑制に係る広域土地利用プログラム 改訂 平成 28 年３月」（以下「土地利用プラ

グラム」という。）を策定しており、適正な土地利用を推進しています。本市は、土地

利用プログラムの中播都市計画区域として対象区域となっていることから、土地利用プ

ログラムに配慮しつつ、新美化センターの建設場所、周辺の土地利用状況、本市のまち

づくりに係る計画等を考慮して集客施設の立地検討を行うこととします。 
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第４節 付帯施設の検討 

１．エコパークあぼしの付帯施設の評価 

エコパークあぼしでは、敷地内に付帯施設としてごみ焼却の余熱を利用して健康づくりを

する「網干健康増進センター『リフレ・チョーサ』」、環境問題について学べる「網干環境

楽習センター」を併設しています。網干健康増進センターは、毎年度 10 万人を超える施設利

用があり、令和３年度における姫路市立動物園の入園者数は 28.5 万人、姫路科学館の入館者

数は 13.7 万人、姫路市立美術館の入館者数は 7.1 万人であることを考えると、多くの市民

に利用されている施設と評価できます。そのため、エコパークあぼしの付帯施設は表 11-1 に

示す本市の総合計画分野目標である「命・くらしの支え合い」、「生き抜く力の育成と歴史

文化の継承」、「環境にやさしいまち」、「賑わいと感動の創出」に寄与しているものと評

価できます。また、表 11-3 に示すエネルギーの「集客効果のある施設への利用」及び「健康

増進施設への利用」という付加価値を持つものとも評価できます。 

 

２．付帯施設の検討 

前述の通り、エコパークあぼしの付帯施設は、エコパークあぼしの付加価値を高めるとと

もに、本市の総合計画分野目標に対して効果をあげています。 

また、市民アンケートによると・・・・・（アンケート結果により付帯施設を希望する意

見がある旨を記載） 

以上より、付帯施設を整備することで、新美化センターの付加価値を高め、本市が目指す

まちづくりの一翼を担うものとして期待できます。さらに社会的ニーズや市民ニーズに応え

ることで周辺住民との信頼関係の構築、地域の魅力や価値向上が期待できることから、新美

化センターへの付帯施設整備について検討を行います。 
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第５節 脱炭素化に向けた取り組みの検討 

１．CCUS を活用した取り組み 

CCUS（Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage）を活用することで、以下の効

果が期待できます。 

CCUS とは、二酸化炭素の回収・有効利用・貯留（Carbon dioxide Capture, Utilization 

and Storage）の略で、焼却施設からの排ガスに含まれる CO₂を分離・回収し、資源として作

物生産や化学製品の製造に有効利用する、または地下の安定した地層の中に貯留する技術の

ことを意味します。 

（１）CO₂の大幅な削減 

CCS（Carbon dioxide Capture and Storage）によって CO₂の大気中への放出を大幅に

削減することが可能です。例えば約 27 万世帯分の電力を供給できる、出力 80 万 kW の

石炭火力発電所に CCS を導入すると、年間約 340 万トンの CO₂が大気に放出されるのを

防ぐことができます。CCS は火力発電のほか、製鉄、セメント生産、ごみ焼却などの CO

₂を大量に出すあらゆる分野に導入可能です。 

CCS とは、焼却施設や発電所等から排出された CO₂を他の気体から分離して回収し、地

中深くに貯留・圧入する技術のことを意味します。 

 

 

出典：CCUS を活用したカーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み 

図11-10 概略図 

 

（２）炭素の循環利用 

再生可能エネルギー由来水素と CO₂を反応させることにより、メタンなどの化学原料

を生産することができます。ごみ焼却などと CCU を組み合わせることにより、炭素の循

環利用が可能です。 

CCU（Carbon dioxide Capture and Utilization）とは、焼却施設から排出される CO₂

を回収し、有効利用する技術のことを意味します。利用方法として、産業用シールドガ

スやドライアイス原料など CO₂をそのまま利用する直接利用と燃料や化学品など製品に

変換させて利用する間接利用があります。 
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出典：CCUS を活用したカーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み 

図11-11 概略図 

 

（３）再生可能エネルギーの普及を加速（余剰電力の貯蔵が可能） 

太陽光発電や風力発電は出力が変動しやすく、その普及のためには使いきれない電気

を貯蔵する仕組みが必要です。その仕組みの一つは水素を製造して貯蔵することですが、

現状、インフラの整備が十分ではありません。一方、メタンは既存の都市ガス用インフ

ラで利用可能な燃料であるため、水素と CO₂からメタンを作れば、水素用インフラの整

備を待たずに余剰電力を貯蔵・有効利用でき、再生可能エネルギーの普及につながりま

す。 

 

 

出典：CCUS を活用したカーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み 

図11-12 概略図 
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２．CCU に関する取り組み事例 

（１）二酸化炭素回収機能付き廃棄物発電検討事業 

佐賀市清掃工場では、日本で初めてごみ焼却場の廃棄物発電施設に CO₂分離・回収設

備を設置しました。回収した CO₂は藻類培養業者に売却され、化粧品やサプリメントと

して製品化しています。 

 

 

出典：佐賀市 HP 

図11-13 二酸化炭素分離回収フロー図 

 

（２）ごみ焼却設備からの CO₂分離、回収、有効利用に関する実証試験 

本実証試験（令和４年２月 24 日公表）は、三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）

と横浜市が有するごみ焼却設備の運営ノウハウ、三菱重工エンジニアリング（株）の CO

₂回収技術、さらに東京ガスの水素・CO₂利用に関する知見を融合し、ごみ焼却で発生す

るおもにバイオマス由来の CO₂を排ガスから分離・回収し、有効に循環利用する検討を

行う官民一体の取り組みです。 

実証場所は鶴見工場であり、排ガスから分離・回収された高純度 CO₂は、東京ガスに

より横浜市鶴見区の同社横浜テクノステーションなどに輸送され、水素と反応させてメ

タンガスを合成するメタネーションへの利用に加えて、産業ガスなどに直接利用する研

究に使用しています。 
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出典：三菱重工 HP 

図11-14 全体フロー図 

 

（３）清掃工場から回収した二酸化炭素の資源化による炭素循環モデルの構築実証 

2020 年 10 月より日立造船株式会社は、ごみ焼却場から排出される CO₂を再生可能エネ

ルギー由来水素と反応させ、天然ガス代替となるメタンの製造を開始しました。実施場所

は小田原市の環境事業センターであり、メタン製造量は商業用天然ガスのサテライト供給

設備に匹敵する約 125N ㎥-CH₄/ｈで計画しています。 

 

 

出典：日立造船株式会社における CCU 事業の取組 

図11-15 全体フロー図 
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（４）二酸化炭素を原料としてメタノールを合成する CCUプロセスの実証実験 

JFE エンジニアリング株式会社と三菱ガス化学株式会社は、CO₂からメタノールを合成す

る CCU プロセスの実証実験において、清掃工場の排ガスから回収した CO₂をメタノール転

換することに、国内で初めて成功しました。 

メタノールはさまざまな化学製品のもととなっており、その中でも特にバイオマス由来

の CO₂と、再生可能エネルギーから生産した水素を用いた脱炭素効果の高いグリーンメタ

ノールは、クリーンエネルギーの有力な素材として注目されています。 

JFE エンジニアリング株式会社は 2021 年度より「クリーンプラザふじみ」（ふじみ衛生

組合が整備した清掃工場）で、ごみ燃焼排ガスから CO₂を回収する実証実験を実施中であ

り、CO₂回収率は 90％以上、回収した CO₂の純度は 99.5％以上であることを確認していま

す。 

 

 

出典：JFE エンジニアリング株式会社 HP 

図11-16 全体フロー図 
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（５）廃棄物処理施設からの二酸化炭素を利用した化学品製造に関する技術開発と実証 

積水化学工業株式会社と米国ベンチャー企業 LanzaTech が共同開発し、微生物触媒を

活用して可燃性ごみをエタノールに変換する技術の実用化・事業化に向けた最終段階の

実証を行うため、まず岩手県久慈市に実証プラントを新設し、2021 年度末に稼働を開始

しました。実証プラントでは、標準的な規模のごみ処理施設が処理するごみの 1/10 程度

の量（約 20ｔ/日）を既存ごみ処理施設から譲り受けて原料とし、エタノールを生成し

ています。 

 

 

出典：積水化学工業株式会社 

図11-17 エタノール生成概要 

 

（６）低濃度二酸化炭素回収システムによる炭素循環モデル構築実証 

川崎重工業株式会社は、これまで有効利用が困難だった低 CO₂濃度ガス中の CO₂を、特

殊な固体吸収材を用いて省エネルギーで回収します。本実証試験において、舞鶴発電所

の石炭燃焼排ガス 9.4ｔ/ｈから、CO₂1.7ｔ/ｈ（40ｔ-CO₂/ｄ）を回収しています。回収

した CO₂は植物の光合成促進や藻類培養、さらに化成品合成の原料に利用することで、

炭素循環社会モデルを構築しています。 

 

 

出典：CCUS を活用したカーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組み 

図11-18 固体吸収材による CO₂分離回収 
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（７）シンガスを高効率に常温常圧合成する炭素循環モデルの構築実証 

株式会社豊田中央研究所は、二酸化炭素と水を原料に用いて、有用な工業原料であり

かつ燃料ともなり得るシンガス（一酸化炭素と水素の混合物）を、太陽光変換効率換算

にして 10％レベルの高効率で合成しています。また、天然ガス由来のシンガスを代替し

ての化学品の製造や、シンガスを熱源として再利用する炭素循環モデルを提言していま

す。 

 

 

出典：環境省 第三回 CCUS 早期社会実装会議 

図11-19 全体フロー図 

 

（８）人工光合成技術を用いた地域適合型二酸化炭素資源化モデルの構築実証 

株式会社東芝は、焼却施設等から排出される二酸化炭素を二酸化炭素処理量を増やす

高スループット型人工光合成技術によって一酸化炭素に変換します。さらに、CO₂回収ガ

スを模擬した二酸化炭素主成分ガスや変動性電源を用いて実環境を想定したシステム動

作を検証し、経済的に成立する二酸化炭素資源化モデルを提唱しています。 

 

 

出典：環境省 第三回 CCUS 早期社会実装会議 

図11-20 全体フロー図 
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３．脱炭素化に向けた取り組み検討 

（１）姫路市における計画 

本市では令和３年３月に姫路市環境アクション（姫路市地球温暖化対策実行計画（事

務事業編））を策定し、また令和５年３月には姫路市地球温暖化対策実行計画（区域施

策編）を策定し、温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいます。令和●●年度におい

て、廃棄物部門の温室効果ガス排出量は本市全体の排出量の約５％を占めている状況に

あり、姫路市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）では、廃棄物部門の温室効果ガス

排出量を 2050 年度において 2013 年度（平成 25 年度）比●●％の削減を目指していま

す。 

また、令和３年２月には「ゼロカーボンシティ」を宣言し、2050 年までに二酸化炭素

の実質排出ゼロを目指しています。 

これらのことから、新美化センター整備において積極的な温室効果ガス排出量の削減

が求められ、その対策として脱炭素化に向けた技術導入を検討する必要があります。 

 

（２）脱炭素化技術の導入検討 

可燃ごみを処理方式として、表 4-3 に示したように種々の処理方式がありますが、い

ずれの方式も残渣を焼却する必要があり、焼却に伴い二酸化炭素が排出されます。その

ため、脱炭素化技術を導入することで、姫路市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

並びにゼロカーボンシティの目標達成が期待できます。一方で脱炭素化技術は多くが研

究段階または実証試験段階にあり、廃棄物処理施設において事業化されたものは佐賀市

清掃工場の事例１件のみであります。 

よって、今後の技術の進歩・確立や国・県の動向、本市の温室効果ガス排出量の状況

等を考慮し、新美化センターへの脱炭素化技術の導入検討を進めるものとします。 
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第６節 他の公共施設との連携の検討 

１．類似施設との連携 

（１）下水道処理施設等との連携 

1）新美化センターでの汚泥処理 

本市は、４か所の公共下水道の処理施設と３か所の特定環境保全公共下水道の処理施

設の計７か所の下水道処理施設を有しています。また、６か所のコミュニティ・プラン

ト、14 か所の農業集落排水処理施設、１か所の漁業集落排水処理施設を有しています。 

これら処理施設では、水処理に伴い汚泥が発生し、下水道処理施設から発生する汚泥

は兵庫県西流域下水汚泥広域処理場においてスラグ化、または民間施設で焼却や堆肥化

等を行っています。また、コミュニティ・プラントから発生する汚泥は民間施設で焼却

を行っており、農業集落排水処理施設及び漁業集落排水処理施設から発生する汚泥は本

市または中播衛生組合の衛生センターで焼却を行っています。これら汚泥を新美化セン

ターで処理することで、処理委託費や運搬費の低減が期待できます。ただし、新美化セ

ンターで汚泥を処理する場合は、処理量の増加やごみ質の変化に留意が必要です。 

 

2）発電電力の送電 

新美化センターでは資源循環や温室効果ガス排出抑制の観点から、ごみ処理に伴い発

生する熱エネルギーを回収し、その熱エネルギーを利用して発電を行います。発電電力

は新美化センターの稼働用電力として使用しますが、発電電力に対して消費電力が小さ

いため余剰電力が発生します。この余剰電力を下水道処理施設等で使用することで、下

水道処理施設等の電気料金を低減することができます。 

 

（２）衛生センターとの連携 

本市は、中部衛生センターと家島衛生センターの２か所の衛生センターを有していま

す。基本的に下水道処理施設等と同様の連携方法が考えられますが、新美化センターが

家島町に整備される可能性は低いため、家島衛生センターとの連携は考えにくいです。

次に中部衛生センターは、既に水処理に伴い発生する汚泥を既存の市川美化センターま

たはエコパークあぼしにおいて焼却していることから、今後も継続するものとします。

よって、新たな連携としては発電電力の送電が考えられます。 
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２．近隣公共施設との連携 

（１）発電電力の送電 

新美化センターの発電電力を他施設へ送電する方法としては、自己託送と自営線供給

があります。自己託送とは、発電電力を電力会社が持つ送配電ネットワークを介して送

り先へ供給する方法です。自営線供給とは、自ら電線を整備し、その電線を使って送電

する方法です。自己託送は、電力会社の送配電ネットワークを活用できるため、市内ど

こにある公共施設であっても発電電力の送電が可能となるものの、電力会社が停電した

場合は送電することができません。一方、自営線供給は、自営線の整備費や維持費がか

かるものの、電力会社の送配電ネットワークとは独立した電線であるため電力会社が停

電した場合も送電を継続することができます。例えば、小学校や中学校に自営線により

送電を行う場合、普段の電気料金の低減が図れる上、災害時に電力会社が停電しても新

美化センターが稼働を続ける限り送電先は停電しないため、電力維持に有効です。同様

に、市役所や下水処理施設、浄水場など電力維持が必須となる施設に対しても自営線に

よる送電は有効です。遠方または多数の施設へ送電する場合は、自営線とすると整備費

や維持費が嵩むため、自己託送が有利になると考えられます。 

 

（２）熱供給 

新美化センターでは、ごみ処理に伴い発生する熱エネルギーを回収して発電を行いま

すが、回収した熱エネルギーは発電以外にも活用することが可能です。熱エネルギーは

高温高圧の蒸気として回収しますが、低温低圧の蒸気や温水とすることもできるため、

要求に応じた熱量、熱媒体として供給することが可能です。そのため、老人福祉センタ

ーや特別養護老人ホームなど浴室を持つ施設や、すこやかセンターや夢前福祉センター

など温水プールを持つ施設などへ蒸気や温水等で熱供給することが考えられます。これ

により、燃料費の低減が期待でき、燃料消費がなくなるため温室効果ガス排出量の削減

効果もあります。ただし、蒸気や温水による熱供給は長距離輸送には向かないため、新

美化センターの近隣に熱供給先がある場合に限られます。 

 


